
該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法施行規

則第５２条第４項

自動車の保管場所

の確保等に関する

法律第３条

自動車の保有者は、道路上の場所以

外の場所に、その自動車の保管場所

を確保しなければならない。保管場所

とは、車庫、空き地その他自動車を通

常保管するための場所をいい、自動

車の保管場所の確保等に関する法律

施行令第１条各号の要件にすべて該

当しなければならない。

ｃ

　自動車の保管場所の確保等に関す

る法律は、自動車の保有者が道路上

の場所以外の場所に自動車の保管場

所を確保しなければならないことを規

定しており、この保管場所とは、車庫、

空き地その他自動車を通常保管する

ための場所をいい、自動車を使用しな

いときにはその自動車を必ず駐車さ

せることができる場所であることを要

する。

　仮に、御要望のように保管場所の収

容能力について稼働率にあった台数

を認めようとしても、曜日、季節、需要

の変動等によって稼動しているレンタ

カーの数は一定ではない以上、保管

場所として必要なスペースが不足し、

レンタカー営業所付近等の道路上に

違法に駐車されることとなり、それに

起因する交通事故の増加や交通渋滞

の悪化を招くおそれが十分考えられ

る。

　したがって、御要望のような方法に

ついては、適正な保管場所を確保し

ていると認めることはできないと考え

る。

z1200001 国土交通省
レンタカーの稼働率にあった保管場所

の確保の容認
5015 50150002 11

オリックス・レンタカー株式会

社
2

レンタカーの稼働率にあった保管場所

の確保の容認

自家用自動車貸渡許可申請書の事項に

は、車庫の収容能力の記載が義務付けら

れており。また、自動車の保有者は道路

上以外の場所での保管場所を確保するこ

ととされている。しかし、レンタカーは業務

用車両に近い性質であり、ユーザーにレ

ンタルしている期間は保管場所が空くた

め、保管場所の収容能力については稼

働率にあった台数で認めてほしい。

事業者からみれば、保管場所確保費用の

軽減につながる。また、都市部において、

駐車場スペースが社会問題化している

中､レンタカー事業者による広範な駐車ス

ペースの確保は、一般企業、個人に駐車

場確保をこんなんにさせ、土地の有効利

用の妨げになっている。

【道路法関係】

道路法第４７条の２

第１項、車両の通行

の制限について

（昭和５３年１２月１

日道路局長通達）

道路運送車両の保

安基準第５５条、「基

準緩和の認定要領

について（依命通

達）」（平成９年９月

19日自技第193

号）別添「基準緩和

自動車の認定要

領」第３（１）

【道路運送車両の

保安基準関係】

①保安基準第五十

五条、

②自動車交通局長

依命通達「基準緩

和自動車の認定要

領」第３(1)

【道路法関係】

一般的制限値を超えて車両を通行さ

せるためには、車両の構造が特殊か、

または積載物が分割不可能な単体物

であるなど特殊なものである必要が

ある。

【道路運送車両の保安基準関係】

道路運送車両の保安基準に適合して

なければ運行することができないが、

その構造により若しくはその使用の態

様が特殊であることにより保安上及び

公害防止上支障がないと認定された

自動車について基準緩和が受けられ

ることとなっている。

ｃ、ｄ －

【道路法関係】

　道路は一定の諸元の車両の通行を想定し、この車両が安全か

つ円滑に通行できるよう設計されており、車両制限令によって

道路を通行する車両の寸法、重さ等の最高限度（一般的制限

値）を定め、制限している。一般的制限値を超える車両の通行

は道路構造に影響を与える可能性があるため、車両の構造又

は積載する貨物が特殊であるためやむを得ない場合のみ道

路管理者の許可を得て通行することとなっている。

　運搬する車両があおり型、スタンション型、船底型等、特定の

種類の車両であり、一定の要件を満たしている場合の分割可

能貨物の輸送については、平成１５年１０月に、その上限を総

重量４４ｔまで引き上げたところである。建設機械についてもこ

の範囲内において取り外した部品を本体と一括にして運搬する

ことが可能となっている。

　また、運搬する車両が上記の特定の種類以外の場合、又は

総重量４４ｔを超える場合については、道路への影響を最小限

にとどめるため、積載する貨物が分割不可能であり、やむを得

ない場合に限り認めているものであり、これに該当する建設機

械の輸送について、一括輸送を認めることは困難である。

【道路運送車両の保安基準関係】

基準緩和の認定は、本来適用されるべき基準の適用を除外す

る制度であり、超重量物の輸送に関しては、輸送する物品が分

割不可能であり、かつ、必要最小限の重量である場合に限り、

基準緩和を認めている。無制限に超重量物輸送を認めた場

合、道路構造への悪影響を与える可能性があり、また、他の車

両に比べ一旦事故を起こすと重大な死亡事故に至る危険性が

高いことから、必要最小限にとどめて輸送させる必要があり、要

望の超重量物の一体輸送を認めることは困難。

　なお、分割可能な貨物を輸送する場合であっても、平成15年

10月1日以降、車両総重量３６トンまでの認定を受けることが

できるよう、セミトレーラ等の積載条件（車両総重量）の見直し

を実施した。

z1200002 国土交通省

建設機械を許可寸法内におさめるた

めに、分けられた構成要素の一括輸

送可能化

5019 50190001 11
（社）日本建設機械

　　　工業会
1

建設機械を許可寸法内におさめるた

めに、分けられた構成要素の一括輸

送可能化

特殊車両通行許可を取得したセミトレーラ

による建設機械の輸送において、本来一

体で使用する建設機械を、許可された寸

法（高さ・巾・長さ）の範囲内におさめる

ために分けられた、複数（少数）の構成

要素を、一括輸送することを認めていた

だきたい。

－

(1) 建設機械の複数の構成要素を同一

車両で輸送し輸送効率を向上したい。

(2) 「単なる物品を複数個積載する場合」

と「本来一体として用いる製品を、許可範

囲内に抑えることを目的に、分け、その結

果、複数となるものを積載する場合」とは

区別し、後者につき配慮いただきたい。

(3) 省エネルギー、環境負荷軽減、交通

量緩和に有効である。

一括輸送の対象とする構

成要素(例…本体、作業

機類、運転室、マフラー、

履帯・タイヤ、トラックフ

レーム　等)の範囲の設

定や、構成要素の数を少

数に制限することも考え

たい。
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特殊車両の通行許

可に係る標準処理

期間の基準につい

て（平成６年９月１４

日道路交通管理課

長通達）

下記の要件を満たした場合、標準処

理期間は新規申請及び変更申請は３

週間以内、更新申請は２週間とする

ア　申請経路が道路情報便覧記載路

線で完結している場合。

イ　申請車両が超寸法車両及び超寸

法車両でない場合。

ウ　申請後に、申請経路や諸元などの

申請内容の変更がない場合

ｂ Ⅳ

　個別審査が必要となる場合の標準

処理期間の設定については、現状の

道路管理者における審査にかかる期

間の状況等を調査の上検討する。

z1200003 国土交通省
特殊車両通行許可（個別審査の場

合）の審査期間の短縮
5019 50190003 11

（社）日本建設機械

　　　工業会
3

特殊車両通行許可（個別審査の場

合）の審査期間の短縮

特殊車両通行許可申請における、オンラ

イン化等の業務合理化成果も取り入れ、

個別審査が必要となる場合の標準処理

期間を設定いただきたい(希望：３週間以

内)。

また、その標準処理期間を超えざるを得

ない場合は、審査結果の出る予定日を教

えていただきたい（例えば申請後、１週

間程度での通知）。

－

(1) 特殊車両通行許可（個別審査）に４

週間を超えることも少なくなく､顧客の要

望納期に応えるため、極力短縮したい。

また、審査結果が出る予定日が分からな

いと、業務の計画を立てにくく、また、顧客

や関係先に、納入予定時期を報告できな

い。

(2) オンライン化による業務効率化が進

められており、その成果を基に、個別審

査においても、期間短縮を検討いただき

たい。

制限外積載許可も得る必

要ある場合は､さらに５日

程度を要するため、特別

困難なものを除き、３週間

程度での審査を希望しま

す。

建築基準法第６条、

第２０条

階数３以上の木造建築物、階数２以上

の非木造建築物等については、構造

計算が義務づけられている。

ｃ

建築基準法の仕様規定のうちの多く

は、標準的な建築物について安全を

確保するために必要な規定として設

けられているが、鉄骨造等は様々な

工法が存在し、在来軸組構法のような

一定の工法が確立しておらず、木造

のように詳細な仕様規定を定めること

は困難であるため、階数２以上の建築

物については構造計算によって安全

性を確かめることとしている。よって、

ご要望の提案を実現することは困難で

ある。

z1200004 国土交通省 鉄骨造住宅の確認・検査の合理化 5028 50280001 11 社団法人　関西経済連合会 1 鉄骨造住宅の確認・検査の合理化

低層鉄骨造住宅の確認申請・検査上の

取扱いを新築・増改築とも木造住宅と同

様とする。　　　　　　　　　　　　具体的には、

確認申請時の提出図書（図面、計算書

等）の省略、簡素化等を実施し、木造住宅

と同様の手続きとする。

建築基準法上で鉄骨造と区分されると、２

階建て住宅も（超）高層ビルも基本的に

は同じ範疇に属することとなる。安全性の

検証が比較的容易な２階建て鉄骨住宅

においても、程度の差はあれ、「鉄骨造

のビル」と同様の図書の提出を要求され

ることとなる。これは、同程度の木造住宅

と比べて過剰な負担であるとも考えら

れ、また、増改築に際しても、大きな負担

となっている。

低層鉄骨造住宅においては、「型式部材

等製造者認証」等、確認申請の合理化に

つながる制度があり、それによって申請

の簡素化が図られているが、この認証取

得にあたってのコスト・期間の負担や商

品内容の硬直化等を生じており、商品開

発上の障害となっている。
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建築基準法第６８条

の10、第６８条の１１

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第２２条、第２５条

（型式適合認定）

国土交通大臣は、申請により、建築材

料又は主要構造部、建築設備その他

の建築物の部分で、政令で定めるも

のの型式適合認定を行うことができ

る。

（型式部材等製造者認証）

国土交通大臣は、申請により、規格化

された型式の建築材料、建築物の部

分又は建築物で、国土交通省令で定

めるものの製造又は新築をする者に

ついて、当該型式部材等の製造者と

しての認証を行う。

（住宅型式性能認定）

国土交通大臣は、申請により、住宅型

式性能認定を行うことができる。

（型式住宅部分等製造者認証）

国土交通大臣は、申請により、規格化

された型式の住宅の部分又は住宅で

国土交通大臣が定めるものの製造又

は新築をする者について、当該型式

住宅部分等の製造者としての認証を

行う。

d

（一部

c ）

（型式適合認定、型式部材等製造者認証）

指定認定機関においては、平成１６年４月よ

り、建築基準法の「型式適合認定」について

は、事前に申請図書が確定していること等、「型

式部材等製造者認証」については、型式の申

請図書に伴う生産工程及び検査の手順等が確

立されていること等を条件として、申請から認定

までの期間の短縮を可能としたところであり、簡

素化を図っている。

（型式住宅性能認定、型式住宅部分と製造者認

証）

指定住宅型式性能認定機関においては、平成

１６年４月より、品確法の「住宅型式性能認定」

については、事前に申請図書が確定しているこ

と等、「型式住宅部分等製造者認証」について

は、型式の申請図書に伴う生産工程及び検査

の手順等が確立されていること等を条件として、

申請から認定までの期間の短縮を可能としたと

ころであり、簡素化を図っている。しかしながら、

製造者認証を取得していない場合には、住宅

性能評価機関による性能評価は、個別の現場

検査によって評価方法基準との適合を確認する

ことで判定するほかなく、型式の認定を受けて

いる場合のような審査の簡素化はできない。

また、ホルムアルデヒド放散量等級の確認に

ついては、住宅性能表示制度の趣旨として第

三者評価が原則であるため、施工業者の確認

のみをもって客観的な評価結果とすることはでき

ない。また、換気量の確認については、確認

検査と性能評価とで同じ業務を行うものである

ため、両機関を兼ねている者が検査と評価を行

う場合については、共通化を図っている。

z1200005 国土交通省

建築基準法の「型式適合認定」「型式

部材等製造者認証」及び品確法（住

宅の品質確保の促進等に関する法

律）の｢住宅型式性能認定｣｢型式住宅

部分等製造者認証｣の審査・運用の簡

素化

5028 50280002 11 社団法人　関西経済連合会 2

建築基準法の「型式適合認定」「型式

部材等製造者認証」及び品確法（住

宅の品質確保の促進等に関する法

律）の｢住宅型式性能認定｣｢型式住宅

部分等製造者認証｣の審査・運用の簡

素化

申請から認定に至るまでの期間の短縮へ

の措置（現状約９ヶ月の期間を要してい

る。）

品確法の運用において、製造者認証の

ない建物に関する設計資料、現場審査を

簡素化する。

申請から認定への期間が事業者にとって

負担となっており、商品開発等における

支障となっている。

品確法の性能表示制度の運用の簡素化

によって、その利用頻度が高める。（例え

ば、ホルムアルデヒド放散量の等級の証

明書について、施工業者が等級を確認し

て報告することでも可能。換気量に関す

る建築基準法と品確法上のダブルチェッ

クの解消。）

建設業法第7条第1

号

「建設業法第7条第

1号イに掲げる者と

同等以上の能力を

有する者を定める

件」（昭和47年建設

省告示第351号）

許可の基準として、建設業の許可を受

けようとする者が法人である場合には

常勤の役員のうち一人が、また、個人

である場合には本人又はその支配人

のうち一人が、次のいずれかに該当

することが必要である旨規定してい

る。

①許可を受けようとする建設業に関し

５年以上の経営業務の管理責任者と

しての経験を有していること

②国土交通大臣が①に掲げるものと

同等以上の能力を有するものと認定し

た者

ｃ

建設業法上の許可要件については建

設業を営む際の最低基準を定めてい

るところであり、経営業務の管理責任

者については、適正な建設業の経営

を期待するには、少なくとも、建設業の

経営業務についての経験を少なくとも

５年（又は７年）以上有するものが役員

のうち最低一人は必要であると考えら

れるため、経験年数を短縮することは

できない。また、経営業務の管理責任

者に資質に関しては、資格試験や講

習の制度によって測ることはできない

ため、資格試験制度や講習受講によ

るみなし規定を創設することはできな

い。

z1200006 国土交通省
建設業許可の基準となる経営業務の

管理責任者の実務経験規定の緩和
5028 50280003 11 社団法人　関西経済連合会 3

建設業許可の基準となる経営業務の

管理責任者の実務経験規定の緩和

建設業許可の取得に際し、経営業務の管

理責任者の実務経験年数を５年以上又は

７年以上等とする規定があるが、これにつ

いて期間短縮、資格試験制度や講習受

講によるみなし規定を設ける等の規制を

緩和する。

本規定は、建設事業者の専門工事子会

社の分社化や新規事業者の参入等にお

いて、障害となっている。

経営業務の管理責任者の適正判断は、

実務経験以外の方法でも可能である。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建設業法第26条及

び第7条第2号

「建設業法第７条第

２号イ又はロに掲げ

る者と同等以上の

知識及び技術を有

する者を定める件」

（昭和47年建設省

告示352号）

電気通信工事における監理技術者資

格は、技術士試験のうち技術部門を電

気電子部門又は総合技術監理部門

（選択科目を電子電気部門にかかるも

のとするものに限る。）とするものに合

格した場合、又は学歴に応じた実務

経験及び指導監督的実務経験を有す

る場合となっている。

b Ⅲ

新たな検定種目を設けることとした場

合、昭和５８年の第二次臨時行政調査

会最終答申に基づき指定法人へその

事務を委託することとなるが、「公益法

人に対する行政の関与のあり方の改

革実施計画（平成14年3月29日閣議

決定）」において「公益法人が国の委

託等を受けて行う試験、講習その他

の資格付与等の事務・事業について

は、国家資格としての社会的必要性

等について検証の上、廃止、独立行

政法人による実施等を検討する」こと

とされており、これらの動向を踏まえる

と、電気通信工事に関する新たな技

術検定種目を設けることは困難であ

る。

なお、電気通信工事において建設業

法に基づき配置することとされている

主任技術者の要件について、他の既

存資格の活用の適否について、既存

資格の試験内容等を踏まえ検討し、平

成16年度中に結論を得る。

z1200007 国土交通省
監理技術者の資格取得条件の緩和

（再要望）
5028 50280004 11 社団法人　関西経済連合会 4

監理技術者の資格取得条件の緩和

（再要望）

電気通信工事業においては多種にわた

る工事知識を必要とする「技術士」以外で

の資格取得制度がなく、実質的に規定の

実務経験年数（最大１２年）を有すること

が必要となり、ハードルが高くなってい

る。

一方、電気工事業など一部の工事業にお

いては、該当分野の工事に特化した試験

資格（一級電気工事施工管理技士）が建

設業法において設置されており、若い世

代の資格取得が容易となっている。

電気通信工事業においても、能力のある

若い世代が監理技術者となれるよう、管

理技術者要件を改革する。例えば、特化

した監理技術者資格試験制度（例：一級

電気通信工事施工監理技士）を新設する

ことも考えられる。

電気通信工事業においては、ＩＴ関連技術

の進展が速く、実務経験による取得のよう

に最長で12年以上の経験年数を必要と

する現在の制度だけでは、若い人材の取

得が困難であるうえ、システム系工事な

どにおいては従前の技術では、技術監理

上実態と合っていないケースが散見され

るため。

都市計画法第２９条

第１項、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を

受けるためには、都市計画法第34条

各号のいずれかに該当しなければな

らないが、例えば同条第10号ロでは、

開発区域の周辺における市街化を促

進するおそれがないと認められ、か

つ、市街化区域内で行うことが困難又

は著しく不適当と認められる開発行為

について、都道府県知事等が開発審

査会の議を経て個別に許可できること

となっている。

d －

　市街化調整区域における開発行為

は、一定規模以上の計画的開発、開

発区域の周辺における市街化を促進

するおそれがなく市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当

と認められる開発行為で、あらかじめ

開発審査会の議を経たもの又は、条

例で区域、目的又は予定建築物の用

途を限り定めたものなどは現行制度

上許可でき、地域の実情に応じた運

用が可能となっている。

　国土交通省では、技術的助言として

示した開発許可制度運用指針におい

て、地域の実情等に応じた制度運用

を行うことが望ましいことを示すととも

に、本年３月に市街化調整区域にお

ける開発許可制度の運用に関する事

例、条例等の制定状況等について調

査・情報提供を行い、地方公共団体に

地域の実情に応じた弾力的な運用が

可能であること等を周知したところで

あり、ご提案の施設の立地の適否に

つき、開発許可権者とご相談された

い。

規制改革・民間解放推進３カ年計画に

基づき措置済み
z1200008 国土交通省

市街化調整区域におけるファミリータ

イプ介護施設建設
5029 50290001 11

(有)香和開発　（こうわかいは

つ）
1

市街化調整区域におけるファミリータ

イプ介護施設建設

今後老人人口がますます増えつづけるこ

とを考えますと現在の要介護者だけが入

居する介護施設だと限界があると思いま

す。また人生の最期はできるだけ家族と

共に生活するのが理想だと思いますが、

介護される人たちは全て持ち家とは限り

ません、そこで通常建築が制限されてい

る市街化調整区域に特例としてファリー

タイプ（3ＬＤＫか4ＬＤＫ）の介護施設の建

築を認めてもらいたいと思います

左記の実施に当り条件を取り決めます

①補助金等一切申請しない

②建物全てバリアフリーにする（2Ｆ以上

全てエレベーター設置）

③入居の家賃の上限を設定する(月７～８.

万円

④　入居者に１名以上要介護者のいるこ

と

⑤その他条件は話し合い

この施設を作るここにより税金等の負担

が少なく介護される側も家族と朋に暮ら

せる時間が増えまた家族も今までと同じく

らいの家賃で広い部屋を借りることが出

来ます。今まで畑か駐車場しか利用出来

なかった土地を利用出来るようにすること

で、建物に掛かるコストの経費を補助金

がなくても吸収出来ます。その分グルー

プホームなどを充実することにより家族の

負担の軽減を図ることにすると安定した

将来設計を営むことが出来ると思います。

特に無し
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

国総建第３１８号

『監理技術者制度

運用マニュアル』三

（２）

発注者から直接建設工事を請け負っ

た建設業者が、監理技術者等を工事

現場に専任で設置すべき期間は契約

工期が基本となるが、橋梁、ポンプ、

ゲート、エレベーター等の工場製作を

含む工事であって、工場製作のみが

行われている期間等については、工

事現場への専任は要しない。ただし、

発注者と建設業者の間で当該期間が

設計図書もしくは打合せ記録等の書

面により明確となっていることが必

要。

d

工場製作を含む工事であって、工場

製作のみが行われている期間等につ

いては、監理技術者及び主任技術者

の工事現場への専任は要しないこと

としており、現行制度下で対応可能。

z1200009 国土交通省
配置技術者の工事現場への専任を要

しない期間を認める工事種類の追加
5030 50300001 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 1

配置技術者の工事現場への専任を要

しない期間を認める工事種類の追加

『監理技術者制度運用マニュアル』三

（２）で専任主任技術者或いは監理技術

者の専任を要さない期間を定義している

が、発注者の設計図書あるいは打ち合わ

せ議事録などで明確になっていることが

必要とされている。

電気通信工事は、工場で機器製作・ソフト

ウエア製作を行う期間（工場製作のみが

行われる期間）が契約工期の殆どを占め

ることが多いため、『監理技術者制度運

用マニュアル』三（２）③に、専任を要しな

い期間を認める工事の具体例の一つとし

て追加戴きたい。

工場製作期間（機器製造期間、ソフトウエ

ア製作期間）は、工場で他の同種工事に

関わる機器製造が同時に、一元管理され

て進められているため、『監理技術者制

度運用マニュアル』三（２）にある工場製

作のみが行われている期間に合致すると

思われるが、『監理技術者制度運用マ

ニュアル』三（２）の具体例が少なく、また

手続き上明確になっていることが必要と

されているため、発注者の意向で認めら

れないことが多い。

添付資料CIAJ-04-01

国総建第３１８号

『監理技術者制度

運用マニュアル』三

（２）

発注者から直接建設工事を請け負っ

た建設業者が、監理技術者等を工事

現場に専任で設置すべき期間は契約

工期が基本となるが、橋梁、ポンプ、

ゲート、エレベーター等の工場製作を

含む工事であって、工場製作のみが

行われている期間等については、工

事現場への専任は要しない。ただし、

発注者と建設業者の間で当該期間が

設計図書もしくは打合せ記録等の書

面により明確となっていることが必

要。

d

工場製作を含む工事であって、工場

製作のみが行われている期間等につ

いては、監理技術者及び主任技術者

の工事現場への専任は要しないこと

としており、現行制度下で対応可能。

z1200009 国土交通省
配置技術者の工事現場への専任を要

しない期間を認める工事種類の追加
5032 50320005 11 （社）電子情報技術産業協会 5

配置技術者の工事現場への専任を要

しない期間を認める工事種類の追加

電気通信工事は、工場で機器製作・ソフト

ウェア製作を行う期間（工場製作のみが

行われる期間）が契約工期の殆どを占め

ることが多いため、『監理技術者制度運

用マニュアル』三（２）③に、専任を要しな

い期間を認める工事の具体例の一つとし

て追加戴きたい。

【規制の現状】

『監理技術者制度運用マニュアル』三

（２）で専任主任技術者或いは監理技術

者の専任を要さない期間を定義している

が、発注者の設計図書あるいは打ち合わ

せ議事録などで明確になっていることが

必要とされている。

なし

工場製作期間（機器製造期間、ソフトウエ

ア製作期間）は、工場で他の同種工事に

関わる機器製造が同時に、一元管理され

て進められているため、『監理技術者制

度運用マニュアル』三（２）にある工場製

作のみが行われている期間に合致すると

思われるが、『監理技術者制度運用マ

ニュアル』三（２）の具体例が少なく、また

手続き上明確になっていることが必要と

されているため、発注者の意向で認めら

れないことが多い。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

公共工事標準請負

契約約款第１０条

建設業法上現場代理人の要件は定め

られていない。
e

公共工事標準請負契約約款において

は現場代理人が工事現場に常駐する

ことを求めているが、これはあくまで契

約書の標準的な形であり、発注者と

請負者の個別契約によって個々の工

事の態様に応じた常勤の要件を定め

ることを妨げてはいない。

z1200010 国土交通省
現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加
5030 50300002 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 2

現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加

現場代理人の工事現場常駐期間につい

ては以下の条文で規定。『公共工事標準

請負契約約款』第１０条２現場代理人は、

請負工事契約の履行に関し、工事現場に

常駐し、その運営、取締りを行うほ

か、・・・・・・・中略・・・・・・・この契約に

基づく乙の一切の権限を行使することが

できる。

現場代理人の工事現場常駐を、現場稼動

中とすることを、『公共工事標準請負契約

約款』第１０条２に追記いただきたい。（下

記条文案の「　」部）

第１０条２への追記案

現場代理人は、請負工事契約の履行に

関し、「現場稼動期間中工事現場に常駐

し、」その運営、取締りを行うほ

か、・・・・・・・・中略・・・・・・・この契約に

基づく乙の一切の権限を行使することが

できる。

『公共工事標準請負契約約款』第１０条２

の条文に基づき、工事休止期間中でも工

事現場への常駐を要求されることがある

ため。

国総建第３１８号『監理技術者制度運用マ

ニュアル』三でも、工事を休止している期

間は技術者等の専任（現場常駐）を要し

ない期間として認めている。

添付資料CIAJ-04-02

公共工事標準請負

契約約款第１０条

建設業法上現場代理人の要件は定め

られていない。
e

公共工事標準請負契約約款において

は現場代理人が工事現場に常駐する

ことを求めているが、これはあくまで契

約書の標準的な形であり、発注者と

請負者の個別契約によって個々の工

事の態様に応じた常勤の要件を定め

ることを妨げてはいない。

z1200010 国土交通省
現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加
5032 50320006 11 （社）電子情報技術産業協会 6

現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加

現場代理人の工事現場常駐を、現場稼動

中とすることを、『公共工事標準請負契約

約款』第１０条２に追記いただきたい。（下

記条文案の「　」部）

第１０条２への追記案

現場代理人は、請負工事契約の履行に

関し、「現場稼動期間中工事現場に常駐

し、」その運営、取締りを行うほ

か、・・・・・・・・中略・・・・・・・この契約に

基づく乙の一切の権限を行使することが

できる。

【規制の現状】

現場代理人の工事現場常駐期間につい

ては以下の条文で規定。

『公共工事標準請負契約約款』第１０条２

現場代理人は、請負工事契約の履行に

関し、工事現場に常駐し、その運営、取締

りを行うほか、・・・・・・・中略・・・・・・・こ

の契約に基づく乙の一切の権限を行使す

ることができる。

なし

『公共工事標準請負契約約款』第１０条２

の条文に基づき、工事休止期間中でも工

事現場への常駐を要求されることがある

ため。

国総建第３１８号『監理技術者制度運用マ

ニュアル』三でも、工事を休止している期

間は技術者等の専任（現場常駐）を要し

ない期間として認めている。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建設業法第７条第１

号

「経営業務管理責

任者の大臣認定要

件の明確化につい

て」（平成１６年国総

建発第356号）

建設業法第７条第１号ロの規定による

国土交通大臣による認定について、

「建設業法第７条第１号イに掲げる者

と同等以上の能力を有する者を定める

件」（昭和４７年建設省告示第３５１号）

により行ってきており、いわゆる「執行

役員」の取扱については、「経営業務

管理責任者の大臣認定要件の明確化

について」（平成１６年国総建第３５６

号）により、経営業務管理責任者の要

件の認定について明確化したところ

である。

d

いわゆる「執行役員」については、商

法等の法令上の権限及び責任等が定

められておらず、その業務の範囲及

び権限の決定権は個々の企業にゆだ

ねられているため、役員と同等の権限

等を有しているか否かを一律に判断

することはできないことから、具体的

な可否基準として国総建発第３５６号

を示したものである。

z1200011 国土交通省

建設業許可に必要な経営業務管理責

任者要件の判断基準の確認と明示に

ついて

5030 50300003 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 3

建設業許可に必要な経営業務管理責

任者要件の判断基準の確認と明示に

ついて

国総建発第３５６号により、２００３年４月に

改正された商法に対応して「経営業務管

理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

いわゆる「執行役員」の審査の取扱につ

いては、昨年末の規制改革要望への回

答書にて「平成１６年度中に検討する」と

の回答を確認しているが、いわゆる「執行

役員」の取扱いに関して、具体的な可否

判断基準を明示頂きたい。

社内規定、定款等一定の条件のもとで定

められたいわゆる「執行役員」について

は、国総建発第３５６号に記述のある「法

人の場合におけるその役員」に準じるも

のと理解してよいのか確認をしたい。又、

国総建発第３５６号は上記の回答書にあ

る「検討」の結果であるのかどうかについ

ても確認をしたい。

 国総建発第３５６号により、２００３年４月に

改正された商法に対応して「経営業務管

理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

近年、経営効率化のため、いわゆる「執

行役員」制度を採用している企業が増加

している。企業におけるこのような経営効

率化への動きに合せた制度等の見直し

が必要であると考える。

添付資料CIAJ-04-03

建設業法第７条第１

号

「経営業務管理責

任者の大臣認定要

件の明確化につい

て」（平成１６年国総

建発第356号）

建設業法第７条第１号ロの規定による

国土交通大臣による認定について、

「建設業法第７条第１号イに掲げる者

と同等以上の能力を有する者を定める

件」（昭和４７年建設省告示第３５１号）

により行ってきており、いわゆる「執行

役員」の取扱については、「経営業務

管理責任者の大臣認定要件の明確化

について」（平成１６年国総建第３５６

号）により、経営業務管理責任者の要

件の認定について明確化したところ

である。

d

いわゆる「執行役員」については、商

法等の法令上の権限及び責任等が定

められておらず、その業務の範囲及

び権限の決定権は個々の企業にゆだ

ねられているため、役員と同等の権限

等を有しているか否かを一律に判断

することはできないことから、具体的

な可否基準として国総建発第３５６号

を示したものである。

z1200011 国土交通省

建設業許可に必要な経営業務管理責

任者要件の判断基準の確認と明示に

ついて

5032 50320007 11 （社）電子情報技術産業協会 7

建設業許可に必要な経営業務管理責

任者要件の判断基準の確認と明示に

ついて

いわゆる「執行役員」の審査の取扱につ

いては、昨年末の規制改革要望への回

答書にて「平成１６年度中に検討する」と

の回答を確認しているが、いわゆる「執行

役員」の取扱いに関して、具体的な可否

判断基準を明示頂きたい。

社内規定、定款等一定の条件のもとで定

められたいわゆる「執行役員」について

は、国総建発第356号に記述のある「法

人の場合におけるその役員」に準じるも

のと理解してよいのか確認をしたい。又、

国総建発第356号は上記の回答書にあ

る「検討」の結果であるのかどうかについ

ても確認をしたい。

【規制の現状】

国総建発第356号により、2003年4月に

改正された商法に対応して「経営業務管

理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

なし

国総建発第356号により、2003年4月に

改正された商法に対応して「経営業務管

理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

近年、経営効率化のため、いわゆる「執

行役員」制度を採用している企業が増加

している。企業におけるこのような経営効

率化への動きに合せた制度等の見直し

が必要であると考える。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建設業法第７条第２

号

建設業の許可を受けようとする際に

は、その営業所ごとに一定の要件を満

たす技術者を配置しなければならな

いこととされている。

ｃ

建設業法に規定する営業所とは、常

時請負契約の見積り、入札、狭義の契

約締結等請負契約の締結に関する実

体的な行為を行う場所とされており、

建設業に関する営業の中心は各営業

所にあることからみて、建設工事に関

する請負契約の適正な締結及びその

履行を確保するためには、各営業所ご

とに許可を受けて営業しようとする建

設業に係る建設工事についての技術

者を専任で置く必要がある。この趣旨

に照らせば、各営業所ごとに技術者を

置かなければならないと考える。

z1200012 国土交通省
許可基準の建設業技術者の配置に関

する規制緩和
5030 50300004 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 4

許可基準の建設業技術者の配置に関

する規制緩和

建設業を営もうとする者が営業所を設け

て営業しようとする場合、政令で定める軽

微な建設工事を除き、その営業所ごとに、

また、営業しようとする建設工事業ごと

に、所定資格を持った専任技術者を当該

営業所へ配置する事を、許可要件の一つ

として規定している。

許可基準の営業所の専任技術者の配置

に関する要件について、営業所ごとの配

置義務とするのでなく、建設業者としての

配置義務とする。　言い換えると営業しよ

うとする工事業・営業所数に応じた技術

者数を建設業者として置くこと（国内であ

れば活動拠点を問わない）を許可の基準

とする。

尚、許認可の建設業者であっても希望す

るものは、上記基準に従って許可替えが

できるものとする。

1)建設業者の拠点間で、顧客の要求仕様などに関

する情報伝達手段が貧弱であった時代はともかく、

電子ＭａｉｌやＦａｘなどその情報伝達ツールが整備・

一般化されている今日において、技術者が営業所

に専任する意義は薄い。　又、経済的に合理的で

ない。

2)請負契約締結に際して、注文主からの技術者の

工事現場の下見要求などについても、航空網や新

幹線網などが発達・整備されて来ている事から当日

又は翌日に対応可能であり、物理的な距離は支障

とならなくなっている。

添付資料CIAJ-04-04

建設業法第７条第２

号

建設業の許可を受けようとする際に

は、その営業所ごとに一定の要件を満

たす技術者を配置しなければならな

いこととされている。

ｃ

建設業法に規定する営業所とは、常

時請負契約の見積り、入札、狭義の契

約締結等請負契約の締結に関する実

体的な行為を行う場所とされており、

建設業に関する営業の中心は各営業

所にあることからみて、建設工事に関

する請負契約の適正な締結及びその

履行を確保するためには、各営業所ご

とに許可を受けて営業しようとする建

設業に係る建設工事についての技術

者を専任で置く必要がある。この趣旨

に照らせば、各営業所ごとに技術者を

置かなければならないと考える。

z1200012 国土交通省
許可基準の建設業技術者の配置に関

する規制緩和
5032 50320008 11 （社）電子情報技術産業協会 8

許可基準の建設業技術者の配置に関

する規制緩和

許可基準の営業所の専任技術者の配置

に関する要件について、営業所ごとの配

置義務とするのでなく、建設業者としての

配置義務とする。言い換えると営業しよう

とする工事業・営業所数に応じた技術者

数を建設業者として置くこと（国内であれ

ば活動拠点を問わない）を許可の基準と

する。

尚、許認可の建設業者であっても希望す

るものは、上記基準に従って許可替えが

できるものとする。

【規制の現状】

建設業を営もうとする者が営業所を設け

て営業しようとする場合、政令で定める軽

微な建設工事を除き、その営業所ごとに、

また、営業しようとする建設工事業ごと

に、所定資格を持った専任技術者を当該

営業所へ配置する事を、許可要件の一つ

として規定している。

なし

１）建設業者の拠点間で、顧客の要求仕様などに関する情報伝達手

段が貧弱であった時代はともかく、電子MailやFaxなどその情報伝達

ツールが整備・一般化されている今日において、技術者が営業所に

専任する意義は薄い。又、経済的に合理的でない。

２）請負契約締結に際して、注文主からの技術者の工事現場の下見

要求などについても、航空網や新幹線網などが発達・整備されて来

ている事から当日又は翌日に対応可能であり、物理的な距離は支障

とならなくなっている。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

「親会社及びその

連結子会社の間の

出向社員に係る主

任技術者又は監理

技術者の直接的か

つ恒常的な雇用関

係の取扱等につい

て」（平成１5年1月

22日国総建第335

号）

企業集団に属する建設業者の間（親

会社とその連結子会社の間に限る。）

の出向社員を出向先の会社が工事現

場に主任技術者又は監理技術者とし

て置く場合に、当該出向社員と当該出

向先の会社との間に直接的かつ恒常

的な雇用関係があるものとして取り扱

う際の要件として

・連結子会社がすべて企業集団に含

まれる者であること

・親会社又はその連結子会社（その

連結子会社が２以上ある場合には、そ

れらのすべて）のいずれか一方が経

営事項審査を受けていない者である

こと

等が定められているほか、出向社員を

主任技術者又は監理技術者として置

く建設工事の下請負人に当該企業集

団を構成する親会社若しくはその連結

子会社又は当該親会社の非連結子会

社が含まれていないことが条件となっ

ている。

c,e

①について

本件における企業集団の確認は、有

価証券報告書等から、それらを構成す

る企業群が、親会社及びその連結子

会社であるという客観的事実を確認

するものである。また、建設工事の下

請負人に当該企業集団を構成する親

会社若しくはその連結子会社又は当

該親会社の非連結子会社が含まれて

いないことを確認するため、確認書に

は全ての建設業者が記載される必要

がある。

②について

ご指摘の通達は国土交通省の直轄工

事に限ったものであり、親会社及びそ

の連結子会社が同時に公共工事の入

札に参加しないことを全ての発注者

が担保するためには、入札参加の必

要条件である経審について、親会社

及びその連結子会社のいずれか一方

が非受審であるという事実を確認する

ことが最も確実である。

③について

本件における企業集団については、

親会社とそれぞれの連結子会社の間

についてのみ一定の資本上の結びつ

きを認めているものであり、連結子会

社間及び非連結子会社間に関して

は、何らの結びつきを認めているもの

でもなく、「企業集団」＝「１企業」とい

う認識は誤りである。

z1200013 国土交通省
連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について
5030 50300005 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 5

連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について

 親会社とその連結子会社の間における

技術者の流動について「企業集団」の形

成を条件に、流動を許可し出向社員でも

「直接的かつ恒常的な雇用関係がある」

ものとして取り扱うことと規定されてい

る。「企業集団」認定の要件は以下のとお

りと規定されている。

① 一の親会社とその連結子会社からな

る企業集団

② 親会社が建設業者であり有価証券報

告書を内閣総理大臣に提出しなければ

ならない者であること

③ 連結子会社が建設業者であること

④ 連結子会社のすべてが企業集団に含

まれること

⑤ 親会社、その連結子会社のいずれか

一方が経営事項審査を受けていないこと

また、出向者派遣の当該工事に関して出

向先会社は出向元会社へ下請負発注が

認められない。

「企業集団」の適用、運用に関して以下

のような緩和を要望する。

①「企業集団」の構成会社は連結会社の

「すべて」との規定を緩和し、任意の選択

も可として頂きたい。

②連結子会社の「経審非受審」の条件を

見直し、「経審の受審状況不問」へ緩和を

お願いしたい。

③「企業集団」内での「下請負」を、「企業

集団」内の施工分担として認めて頂きた

い。

昨年１月の創設以来、現制度の認定件数は２月１２日現在で８件と聞

いている（日刊建設工業新聞０４年２月１３日記事による）。この数値

は現制度が日本の企業集団の現況に則せず、企業として利用が困難

な状況を端的に示していると考える。建設業者が現制度を有効に活

用するためには上記の要望による運用規定の変更が必要と考え

る。個々に関する要望理由は以下の通りである。

①に関して、官公庁、地方公共団体など当該発注機関に対する営業

方針を共有する会社同士により「企業集団」を形成することが本来

の姿であり、連結企業といえども方針等を共有しないケースでは「企

業集団」に参加させない選択があるべきと考える。「企業集団」制度

の下では、1の入札へは「企業集団」を代表する1社が参加するとい

う考えが必要と考えるが、これらの制御には親会社との方針の共有が

不可欠と考える。例えば、１００％子会社など親会社と営業方針を共

有する会社のみの「企業集団」の構築など任意選択を認めても、現

制度の趣旨を損なうものではないと考える。

②に関して、本件の規制改革要望に関する貴省の回答は、1の入札

に複数の親子会社が参加することによる業界への悪影響のため許

可できないという内容である。しかし、貴省では、これらの問題に対応

するため、「資本・人的関係ある親子会社などの同一工事入札参加

を制限することを決め、各地方整備局に通知した」と一部新聞に報道

されている(日本工業経済新聞０４年４月２日など)。この報道内容の

通りの規制が実施されれば本制度「企業集団」もその規制下となり、

貴省回答の懸念は解決できるため、経審受審の有無を「企業集団」

制度にてあらためて問う必要はないと考える。

③に関して、現制度での従来「他社籍」と見られた「出向社員」技術

者の配置を許可する根拠は、「企業集団」=「1企業」という考えに基

づくものと考える。この考えに基づけば、「企業集団」内における下

請負は一般にいう「下請負」ではなく、企業組織内における施工「分

担」に等しい。この形態が工事の信頼性を損ねるものではないと考え

る。基本的に「企業集団」形成では、元請け会社が元請けとしての全

責任を全うすることを前提としており、この見地からは「1企業」による

請負・施工と「企業集団」による請負・分担施工は、信頼性において

何らかわらないと考える。

添付資料CIAJ-04-05

「親会社及びその

連結子会社の間の

出向社員に係る主

任技術者又は監理

技術者の直接的か

つ恒常的な雇用関

係の取扱等につい

て」（平成１5年1月

22日国総建第335

号）

企業集団に属する建設業者の間（親

会社とその連結子会社の間に限る。）

の出向社員を出向先の会社が工事現

場に主任技術者又は監理技術者とし

て置く場合に、当該出向社員と当該出

向先の会社との間に直接的かつ恒常

的な雇用関係があるものとして取り扱

う際の要件として

・連結子会社がすべて企業集団に含

まれる者であること

・親会社又はその連結子会社（その

連結子会社が２以上ある場合には、そ

れらのすべて）のいずれか一方が経

営事項審査を受けていない者である

こと

等が定められているほか、出向社員を

主任技術者又は監理技術者として置

く建設工事の下請負人に当該企業集

団を構成する親会社若しくはその連結

子会社又は当該親会社の非連結子会

社が含まれていないことが条件となっ

ている。

c,e

①について

本件における企業集団の確認は、有価証券報

告書等から、それらを構成する企業群が、親会

社及びその連結子会社であるという客観的事

実を確認するものである。また、建設工事の下

請負人に当該企業集団を構成する親会社若しく

はその連結子会社又は当該親会社の非連結子

会社が含まれていないことを確認するため、確

認書には全ての建設業者が記載される必要が

ある。

②について

ご指摘の通達は国土交通省の直轄工事に限っ

たものであり、親会社及びその連結子会社が

同時に公共工事の入札に参加しないことを全て

の発注者が担保するためには、入札参加の必

要条件である経審について、親会社及びその

連結子会社のいずれか一方が非受審であると

いう事実を確認することが最も確実である。

③について

本件における企業集団については、親会社と

それぞれの連結子会社の間についてのみ一定

の資本上の結びつきを認めているものであり、

連結子会社間及び非連結子会社間に関して

は、何らの結びつきを認めているものでもなく、

「企業集団」＝「１企業」という認識は誤りであ

る。

z1200013 国土交通省
連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について
5032 50320009 11 （社）電子情報技術産業協会 9

連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について

「企業集団」の適用、運用に関して以下

のような緩和を要望する。

①「企業集団」の構成会社は連結会社の

「すべて」との規定を緩和し、任意の選択

も可として頂きたい。

②連結子会社の「経審非受審」の条件を

見直し、「経審の受審状況不問」へ緩和を

お願いしたい。

③「企業集団」内での「下請負」を、「企業

集団」内の施工分担として認めて頂きた

い。

【規制の現状】

親会社とその連結子会社の間における

技術者の流動について「企業集団」の形

成を条件に、流動を許可し出向社員でも

「直接的かつ恒常的な雇用関係がある」

ものとして取り扱うことと規定されてい

る。「企業集団」認定の要件は以下のとお

りと規定されている。

①　一の親会社とその連結子会社からな

る企業集団

②　親会社が建設業者であり有価証券報

告書を内閣総理大臣に提出しなければ

ならない者であること

③　連結子会社が建設業者であること

④　連結子会社のすべてが企業集団に

含まれること

⑤　親会社、その連結子会社のいずれか

一方が経営事項審査を受けていないこと

また、出向者派遣の当該工事に関して出

向先会社は出向元会社へ下請負発注が

認められない。

なし

昨年1月の創設以来、現制度の認定件数は2月12日現在で8件と聞

いている（日刊建設工業新聞04年2月13日記事による）。この数値

は現制度が日本の企業集団の現況に則せず、企業として利用が困難

な状況を端的に示していると考える。建設業者が現制度を有効に活

用するためには上記の要望による運用規定の変更が必要と考え

る。個々に関する要望理由は以下の通りである。

①に関して、官公庁、地方公共団体など当該発注機関に対する営業

方針を共有する会社同士により「企業集団」を形成することが本来

の姿であり、連結企業といえども方針等を共有しないケースでは「企

業集団」に参加させない選択があるべきと考える。「企業集団」制度

の下では、1の入札へは「企業集団」を代表する1社が参加するとい

う考えが必要と考えるが、これらの制御には親会社との方針の共有が

不可欠と考える。例えば、100％子会社など親会社と営業方針を共

有する会社のみの「企業集団」の構築など任意選択を認めても、現

制度の趣旨を損なうものではないと考える。

②に関して、本件の規制改革要望に関する貴省の回答は、1の入札

に複数の親子会社が参加することによる業界への悪影響のため許

可できないという内容である。しかし、貴省では、これらの問題に対応

するため、「資本・人的関係ある親子会社などの同一工事入札参加

を制限することを決め、各地方整備局に通知した」と一部新聞に報道

されている（日本工業経済新聞04年4月2日など）。この報道内容の

通りの規制が実施されれば本制度「企業集団」もその規制下となり、

貴省回答の懸念は解決できるため、経審受審の有無を「企業集団」

制度にてあらためて問う必要はないと考える。

③に関して、現制度での従来「他社籍」と見られた「出向社員」技術

者の配置を許可する根拠は、「企業集団」＝「1企業」という考えに

基づくものと考える。この考えに基づけば、「企業集団」内における

下請負は一般にいう「下請負」ではなく、企業組織内における施工

「分担」に等しい。この形態が工事の信頼性を損ねるものではないと

考える。基本的に「企業集団」形成では、元請け会社が元請けとして

の全責任を全うすることを前提としており、この見地からは「1企業」に

よる請負・施工と「企業集団」による請負・分担施工は、信頼性にお

いて何らかわらないと考える。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建設省告示第352

号（昭和４７年３月８

日）

電気通信工事における監理技術者資

格は、技術士試験のうち技術部門を電

気・電子部門又は総合技術監理部門

（選択科目を電子・電気部門にかかる

ものとするものに限る。）とするものに

合格した場合、又は学歴に応じた実

務経験及び指導監督的実務経験を有

する場合となっている。

b Ⅲ

電気通信工事において建設業法に基

づき配置することとされている主任技

術者の要件について、他の既存資格

の活用の適否について、既存資格の

試験内容等を踏まえ検討し、平成16

年度中に結論を得る。

z1200014 国土交通省
電気通信工事業者における監理技術

者要件の拡大
5030 50300006 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 6

電気通信工事業者における専任技術

者要件の拡大

営業所の(電気通信工事)専任技術者の

要件は、技術士試験のうち技術監理部門

（電子・電気部門に限る）に合格した場

合、又は学歴に応じた実務経験及び指導

監督的実務経験を有する場合となってい

る。また、その指導監督的実務経験（注）

を証明するためには、契約書の原本の提

示が必要である。営業所の（電気通信工

事）専任技術者の継続確保には大変苦

慮している。

(注)電気通信工事の発注者から直接請

負、その請負金額が４千５百万円以上で

ある工事に関して２年以上指導監督的な

実務経験を有する者とする。

営業所の（電気通信工事の）専任技術者

「＝監理技術者」の申請要件として、電

気・電子技術士に加えて、既存資格の

「電気通信主任技術者（１種）、（２種）、

（線路）、１級電気工事施工管理技士」の

いずれかに該当する事としてほしい。

電気通信主任技術者は電気通信分野の

最高位資格で、ネットワーク全体を管理

する総合的資格である。また、1級電気工

事施工管理技士は電気工事専任技術者

の要件ではあるが試験内容は電気通信

工事業まで含めたものである。

建設業法の規定に基づく試験資格が許

可等の要件の対象となっている電気工事

業など技術者の育成が容易となっている

業種もある中で、一部の事業に課せられ

た特別な規制となっている。電気通信工

事業者にとって高度かつ専門的な電気・

電力業の知識を必要とする資格を取得す

ることは大変困難である。よって、電気通

信工事に必要な有資格者が不足し、IT革

命推進に向けたインフラ整備の大きな障

壁となってる（現実的には実務経験充足

による資格取得をめざすこととなるが、発

注工事の小規模化が続く中、限られた工

事の実務経験者という要件のみでは有

資格者の不足は避けられない状況であ

る）。

添付資料CIAJ-04-06

建設省告示第352

号（昭和４７年３月８

日）

電気通信工事における監理技術者資

格は、技術士試験のうち技術部門を電

気・電子部門又は総合技術監理部門

（選択科目を電子・電気部門にかかる

ものとするものに限る。）とするものに

合格した場合、又は学歴に応じた実

務経験及び指導監督的実務経験を有

する場合となっている。

b Ⅲ

電気通信工事において建設業法に基

づき配置することとされている主任技

術者の要件について、他の既存資格

の活用の適否について、既存資格の

試験内容等を踏まえ検討し、平成16

年度中に結論を得る。

z1200014 国土交通省
電気通信工事業者における監理技術

者要件の拡大
5032 50320010 11 （社）電子情報技術産業協会 10

電気通信工事業者おける監理技術者

要件の拡大

営業所の（電気通信工事の）専任技術者

「＝監理技術者」の申請要件として、電

気・電子技術士に加えて、既存資格の

「電気通信主任技術者（1種）、（2種）、

（線路）、1級電気工事施工管理技士」の

いずれかに該当する事としてほしい。

電気通信主任技術者は電気通信分野の

最高位資格で、ネットワーク全体を管理

する総合的資格である。また、1級電気工

事施工管理技士は電気工事監理技術者

の要件ではあるが試験内容は電気通信

工事業まで含めたものである。

【規制の現状】

営業所の（電気通信工事）専任技術者の

要件は、技術士試験のうち技術監理部門

（電子・電気部門に限る）に合格した場

合、又は学歴に応じた実務経験及び指導

監督的実務経験を有する場合となってい

る。また、その指導監督的実務経験（注）

を証明するためには、契約書の原本の提

示が必要である。

営業所の（電気通信工事）専任技術者の

継続確保には大変苦慮している。

（注）電気通信工事の発注者から直接請

負、その請負金額が4千5百万円以上で

ある工事に関して2年以上指導監督的な

実務経験を有する者とする。

なし

建設業法の規定に基づく試験資格が許

可等の要件の対象となっている電気工事

業など技術者の育成が容易となっている

業種もある中で、一部の事業に課せられ

た特別な規制となっている。電気通信工

事業者にとって高度かつ専門的な電気・

電力業の知識を必要とする資格を取得す

ることは大変困難である。よって、電気通

信工事に必要な有資格者が不足し、IT革

命推進に向けたインフラ整備の大きな障

壁となってる（現実的には実務経験充足

による資格取得をめざすこととなるが、発

注工事の小規模化が続く中、限られた工

事の実務経験者という要件のみでは有

資格者の不足は避けられない状況であ

る）。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建設業法第２６条第

３項

建設業法施行令第

２７条

公共性のある工作物に関する重要な

工事で、請負代金が2,500万円以上と

なるものについては、主任技術者又

は監理技術者は、工事現場ごとに専

任の者でなければならない。

d

工事の重要性は工場製作による部分

も含め工事全体で判断されるべきで

あり、主任技術者又は監理技術者の

工事現場への専任が必要となる重要

な工事の判断基準としては、請負代

金の額とすることが適当である。

なお、工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間等

については、監理技術者及び主任技

術者の工事現場への専任は要しな

い。

z1200015 国土交通省
主任技術者・監理技術者の専任義務

基準の確認
5030 50300007 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 7

主任技術者・監理技術者の専任義務

基準の確認

公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で

定めるものについては、主任技術者又は監理技術

者は工事現場ごとに、専任のものでなくてはならな

い。また、建設業法施行令の規定では、主任技術

者又は監理技術者が専任となるのは請負った建設

工事の請負金額が２５００万円以上の建設工事で

ある。

建設業法において、主任技術者・監理技術者は、

工事現場における建設工事を適正に実施するため

配置され、その規模が大きくなるとその建設工事に

専任する必要が規定されている。しかしながらこの

専任の基準は、現場工事の規模ではなく請負金額

全体とされており、必ずしも現場工事規模が大きくな

くとも専任の必要が生じる場合が想定される。

今後貴省において、この主任技術者・監理技術者

の専任基準を請負金額全体から現場工事金額（機

器費、ソフトウエア費用を除く）に変更することを検討

されるか否かについてご確認願いたい。

電気通信工事においては、請負金額全

体に占める工事部分の割合が低く、また、

工事期間も機器製作期間に比して短期

であるものが多い。そのため、工事現場

における工事規模が比較的小規模にも

拘わらず、技術者の専任を義務付けられ

る工事の対象範囲が過大となり、技術者

の人件費等企業の生産性向上・効率的

活用が阻害されているため。

添付資料CIAJ-04-07

建設業法第２６条第

３項

建設業法施行令第

２７条

公共性のある工作物に関する重要な

工事で、請負代金が2,500万円以上と

なるものについては、主任技術者又

は監理技術者は、工事現場ごとに専

任の者でなければならない。

d

工事の重要性は工場製作による部分

も含め工事全体で判断されるべきで

あり、主任技術者又は監理技術者の

工事現場への専任が必要となる重要

な工事の判断基準としては、請負代

金の額とすることが適当である。

なお、工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間等

については、監理技術者及び主任技

術者の工事現場への専任は要しな

い。

z1200015 国土交通省
主任技術者・監理技術者の専任義務

基準の確認
5032 50320011 11 （社）電子情報技術産業協会 11

主任技術者・監理技術者の専任義務

基準の確認

建設業法において、主任技術者・監理技術者は、工事現場における

建設工事を適正に実施するため配置され、その規模が大きくなると

その建設工事に専任する必要が規定されている。しかしながらこの専

任の基準は、現場工事の規模ではなく請負金額全体とされており、必

ずしも現場工事規模が大きくなくとも専任の必要が生じる場合が想定

される。

今後貴省において、この主任技術者・監理技術者の専任基準を請負

金額全体から現場工事金額（機器費、ソフトウェア費用を除く）に変更

することを検討されるか否かについてご確認願いたい。

【規制の現状】

公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものにつ

いては、主任技術者又は監理技術者は工事現場ごとに、専任のもの

でなくてはならない。

また、建設業法施行令の規定では、主任技術者又は監理技術者が

専任となるのは請負った建設工事の請負金額が2,500万円以上の

建設工事である。

なし

電気通信工事においては、請負金額全

体に占める工事部分の割合が低く、また、

工事期間も機器製作期間に比して短期

であるものが多い。そのため、工事現場

における工事規模が比較的小規模にも

拘わらず、技術者の専任を義務付けられ

る工事の対象範囲が過大となり、技術者

の人件費等企業の生産性向上・効率的

活用が阻害されているため。

11/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

国土交通省関東地

方整備局平成１４年

１０月「適正化法の

施行２年目を迎えて

入札に参加する建

設会社の皆さんへ」

現場代理人の要件については、法律

上、元請業者との直接的かつ恒常的

雇用関係を必要としません。また、現

場代理人が元請業者と直接的かつ恒

常的な雇用関係に無い場合において

も、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律に基づく施工

体制の適正化のための点検において

問題とはなるものではありません。

関東地方整備局においては、「請負

者の代理人」としての権限を行使する

には、請負者との直接的かつ恒常的

な雇用関係にあることが契約の適正

な履行につながることを重視し、関東

地方整備局が発注する工事につい

て、請負者にお願いしています。

ｅ

関東地方整備局独自で発注者の立場

から、『「現場代理人」は、工事施工中

は現場に常駐し、請負者と直接的か

つ恒常的な雇用関係を有するものを

配置して下さい。』と記載し、請負者に

お願いしていますが、記載内容に誤

解を招くことがないように、法律上問

題となるものではないことを、今後、出

先機関に再周知するとともに、ホーム

ページの掲載に補足説明を加える予

定です。

z1200016 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見直し

や書面文言削除等要望
5030 50300008 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 8

現場代理人の選任条件運用の見直し

や書面文言削除等要望

  現場代理人の所属について建設業法では規定されていないが、国

土交通省地方整備局の適正化法に関する案内や日本道路公団の共

通仕様書等において「元請会社に所属する者」と明記され、かつ恒

常的雇用関係にある社員である事を求められる。また、地方公共団

体等においても、発注者に対して元請会社外の現場代理人の確認を

求めると、「元請と直接かつ恒常的雇用関係にある社員である事」

を求められる事例が増えている。

現場代理人の選任については、元請以外（連結会社または下請会

社の社員）の者でも建設業法上、特に問題は無いと解釈している。し

かし、実態として公共工事発注者が「現場代理人は元請と直接的かつ

恒常的雇用関係にある社員である事」を監理／主任技術者と同等

の選任条件としているのは、「請負人の任務を代行する」現場代理

人要件を監理（主任）技術者の要件と主旨を混同されていると思わ

れる。したがって、

・『現場代理人の身分については、発注者の意向に委ねるものでは

あるが、基本的には｢元請業者と直接的かつ恒常的雇用関係｣を必要

としない』旨の見解を公にしていただくか

・国土交通省や日本道路公団があえて当該雇用関係を求める理由

について説明し、特にこれに該当しない場合は、その限りではないと

するか

・公開されている書面の内容改訂をするか

など現在の過剰な規制を緩和するための処置をお願いしたい。

具体的に条件を規定している書面等の例は、次の通り。

●国土交通省関東地方整備局

平成１４年１０月「適正化法の施行２年目を迎えて入札に参加する建

設会社の皆さんへ」３、⑦「現場代理人」は、工事施工中は現場に常

駐し、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有するものを配置し

て下さい。（以下略）

●日本道路公団「電気通信工事共通仕様書」

平成１１年１０月発行第１章第７節１．７．１現場代理人等の設置　（１）

契約書第１０条第１項の規定に基づき設置する現場代理人、主任技

術者（中略）は、乙に所属する者とする。

・現場代理人の機能は、契約の履行に関

して、請負人の任務代行者として運営・

取締りを行うもので、監理／主任技術者

とは全く別個のもの（法解説書）。

・国土交通省地方整備局の適正化法に

関する案内や日本道路公団の共通仕様

書等は、公共工事発注者のいわば｢バイ

ブル｣である。発注者の範たる国土交通省

や日本道路公団が率先して、現場代理人

の身分について、厳格な書面にて公開し

ている影響で、地方自治体他の発注者

が、現場代理人の意義を十分理解せず、

慣習的にこれに追従し、全体として規制

の強化を誘発している。

・工事実績情報システムＣＯＲＩＮＳにおい

ても、現場代理人ついては、本人の所属

会社を申請できるようＶｅｒｓｉｏｎ　４．０から

改訂されている。

・ＩＴ通信分野は専門分社化によって分担

して高度な設置工事を実現しており、「請

負者が責任を持って選任した専門会社の

現場代理人による現場指導」は適正なＩＴ

機能実現において、必須である。

添付資料CIAJ-04-08

国土交通省関東地

方整備局平成１４年

１０月「適正化法の

施行２年目を迎えて

入札に参加する建

設会社の皆さんへ」

現場代理人の要件については、法律

上、元請業者との直接的かつ恒常的

雇用関係を必要としません。また、現

場代理人が元請業者と直接的かつ恒

常的な雇用関係に無い場合において

も、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律に基づく施工

体制の適正化のための点検において

問題とはなるものではありません。

関東地方整備局においては、「請負

者の代理人」としての権限を行使する

には、請負者との直接的かつ恒常的

な雇用関係にあることが契約の適正

な履行につながることを重視し、関東

地方整備局が発注する工事につい

て、請負者にお願いしています。

ｅ

関東地方整備局独自で発注者の立場

から、『「現場代理人」は、工事施工中

は現場に常駐し、請負者と直接的か

つ恒常的な雇用関係を有するものを

配置して下さい。』と記載し、請負者に

お願いしていますが、記載内容に誤

解を招くことがないように、法律上問

題となるものではないことを、今後、出

先機関に再周知するとともに、ホーム

ページの掲載に補足説明を加える予

定です。

z1200016 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見直し

や書面文言削除等要望
5032 50320012 11 （社）電子情報技術産業協会 12

現場代理人の選任条件運用の見直し

や書面文言削除等要望

現場代理人の選任については、元請以外（連結会社または下請会

社の社員）の者でも建設業法上、特に問題は無いと解釈している。

しかし、実態として公共工事発注者が「現場代理人は元請と直接的か

つ恒常的雇用関係にある社員である事」を監理／主任技術者と同

等の選任条件としているのは、「請負人の任務を代行する」現場代

理人要件を監理（主任）技術者の要件と主旨を混同されていると思

われる。したがって、

・『現場代理人の身分については、発注者の意向に委ねるものでは

あるが、基本的には「元請業者と直接的かつ恒常的雇用関係」を必

要としない』旨の見解を公にしていただくか

・国土交通省や日本道路公団があえて当該雇用関係を求める理由

について説明し、特にこれに該当しない場合は、その限りではないと

するか

・公開されている書面の内容改訂をするか

など現在の過剰な規制を緩和するための処置をお願いしたい。

具体的に条件を規定している書面等の例は、次の通り。

●国土交通省関東地方整備局

平成14年10月「適正化法の施行2年目を迎えて入札に参加する建

設会社の皆さんへ」3、⑦「現場代理人」は、工事施工中は現場に常

駐し、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有するものを配置し

て下さい。（以下略）

●日本道路公団「電気通信工事共通仕様書」

平成11年10月発行第1章第7節1．7．1現場代理人等の設置　（1）

契約書第10条第1項の規定に基づき設置する現場代理人、主任技

術者（中略）は、乙に所属する者とする。

【規制の現状】

現場代理人の所属について建設業法では規定されていないが、国

土交通省地方整備局の適正化法に関する案内や日本道路公団の共

通仕様書等において「元請会社に所属する者」と明記され、かつ恒

常的雇用関係にある社員である事を求められる。また、地方公共団

体等においても、発注者に対して元請会社外の現場代理人の確認を

求めると、「元請と直接かつ恒常的雇用関係にある社員である事」

を求められる事例が増えている。

なし

・現場代理人の機能は、契約の履行に関

して、請負人の任務代行者として運営・

取締りを行うもので、監理／主任技術者

とは全く別個のもの（法解説書）。

・国土交通省地方整備局の適正化法に

関する案内や日本道路公団の共通仕様

書等は、公共工事発注者のいわば「バイ

ブル」である。発注者の範たる国土交通

省や日本道路公団が率先して、現場代理

人の身分について、厳格な書面にて公

開している影響で、地方自治体他の発注

者が、現場代理人の意義を十分理解せ

ず、慣習的にこれに追従し、全体として規

制の強化を誘発している。

・工事実績情報システムCORINSにおい

ても、現場代理人ついては、本人の所属

会社を申請できるようVersion 4.0から改

訂されている。

・IT通信分野は専門分社化によって分担

して高度な設置工事を実現しており、「請

負者が責任を持って選任した専門会社の

現場代理人による現場指導」は適正なIT

機能実現において、必須である。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建設業法第２条第１

項、同法別表第１

「建設業法第２条第

１項の別表の上欄

に掲げる建設工事

の内容」（昭和４７年

建設省告示第３５０

号）

「建設業許可事務

ガイドラインについ

て」（平成１３年国総

建第９７号）

建設業法上の建設工事とは土木建築

に関する工事で別表第１に掲げるもの

と定義されている。また、告示で建設

工事の内容を定めており、通知で建

設工事の例示を示している。

e

「IT設備関連案件」であっても告示及

び通知で定めている建設工事の内容

及び例示に該当すれば建設業法の適

用を受けることとなる。

建設工事の内容や例示については、

告示や通知で定めているが、現状に

即して適宜見直しが行われている。

z1200017 国土交通省

電気通信工事を伴わない、あるいは

その工事が微少な「ＩＴ設備関連案件」

の適用除外について

5030 50300009 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 9

電気通信工事を伴わない、あるいは

その工事が微少な「ＩＴ設備関連案件」

の適用除外について

建設業法第二条（定義）１項では、｢建設工事｣と

は、「土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げる

ものをいう」とある。当該別表には、「電気通信工事」

の名称はあるものの、その定義、例示等について

は、関連通達や解説本等を参照する方法をとってい

る。このため、発注者は、当該通達等を参照して適

切と思われる工事業種を設定しており、いわゆる「建

設工事」にそぐわない案件が、「電気通信工事」の

扱いを受けているケースが多く見受けられる。

今日、「電気通信工事」として発注されるものの多く

が、IT設備および配線、据付を主体とするいわゆる「Ｉ

Ｔ設備関連案件」となっている。また、当該設備は、

その基本部をコンピュータ機能によって構成してお

り、いわゆる「建設工事」を伴わない、あるいは工事

部分が極めて微少な事例が多く見受けられる。

「ＬＡＮ（Local Area Network）設置」や「コンピュータ機

能を有した機器設置調整」等、配線や据付・調整な

どが主体で、いわゆる｢建設工事｣と定義できる作業

を伴わないかまたは軽微な場合においては、｢電

気通信工事｣の適用外とする旨の関連通達および解

説本等への記載を要望する。なお、当該分野は技

術進歩が極めて速いため、適宜適切に事例等の記

述の改版をお願いしたい。

上記の例を含め、いわゆる「ＩＴ設備関連案件」は、ソ

フトウェアからシステム運用・保守サービス等まで

一貫したシステム提供となる場合が多い。更に、そ

の設置作業は、建築物への加工を伴わない機器調

整等を含むデータ設定試験等が主体であり、いわ

ゆる「建設工事」とはそぐわない内容である。

関連通達等に見られる工事内容や例示は、旧電電

公社時代の名残やコンピュータが大型の箱物であっ

た時に設定されたものと思われる。現在、ＩＴ時代を

迎え、コンピュータそのものがオープン化、ダウンサ

イジング化、微細化され、その形状も、ＬＳＩや小型

機器に組み込まれる等、多様化している。

昭和６０年に出された下記通達において、「電気通

信工事の内容として、情報制御設備工事にはコン

ピュータ等の情報処理設備の設置工事も含まれる」

とある影響で、上記の「ＩＴ設備関連案件」が、「電気

通信工事」として適用される事例が数多く見受けられ

る。これは、ＩＴに関する技術革新のスピードが、建築

土木を基幹とした多くの他建設工事に比し特段に速

く、そのトレンドを数年先すら予見する事が困難な状

況からやむを得ないと思われる。しかしながら、ＩＴの

技術革新が急速に進展する中、建設業法第二条や

関連通達、解説本の内容や例示にあてはまらない

事例が存在するにも拘わらず、これらに対する具体

的な対処方法が明示されていない為、｢電気通信

工事｣適用の濫用を誘発している事は、本許可業種

を適正に運用する上で課題と考える。更には、現状

にて運用された場合には、経営事項審査における

工事完成高申請において、適正を欠く恐れがあると

思われる

また、ＩＴ技術の急速な進展に鑑み、定期的にＩＴ設

備・技術を吟味し、適宜、内容や例示に加える場合

もしくは除外する場合を明確にしていく事も、本許可

業種を適正に運用する上で不可欠であると考える。

添付資料CIAJ-04-09

建設業法第２条第１

項、同法別表第１

「建設業法第２条第

１項の別表の上欄

に掲げる建設工事

の内容」（昭和４７年

建設省告示第３５０

号）

「建設業許可事務

ガイドラインについ

て」（平成１３年国総

建第９７号）

建設業法上の建設工事とは土木建築

に関する工事で別表第１に掲げるもの

と定義されている。また、告示で建設

工事の内容を定めており、通知で建

設工事の例示を示している。

e

「IT設備関連案件」であっても告示及

び通知で定めている建設工事の内容

及び例示に該当すれば建設業法の適

用を受けることとなる。

建設工事の内容や例示については、

告示や通知で定めているが、現状に

即して適宜見直しが行われている。

z1200017 国土交通省

電気通信工事を伴わない、あるいは

その工事が微少な「IT設備関連案件」

の適用除外について

5032 50320013 11 （社）電子情報技術産業協会 13

電気通信工事を伴わない、あるいは

その工事が微少な「IT設備関連案件」

の適用除外について

今日、「電気通信工事」として発注されるものの多く

が、IT設備および配線、据付を主体とするいわゆる

「IT設備関連案件」となっている。また、当該設備

は、その基本部をコンピュータ機能によって構成して

おり、いわゆる「建設工事」を伴わない、あるいは工

事部分が極めて微少な事例が多く見受けられる。

「LAN（Local Area Network）設置」や「コンピュータ機

能を有した機器設置調整」等、配線や据付・調整な

どが主体で、いわゆる「建設工事」と定義できる作業

を伴わないかまたは軽微な場合においては、「電

気通信工事」の適用外とする旨の関連通達および解

説本等への記載を要望する。なお、当該分野は技

術進歩が極めて速いため、適宜適切に事例等の記

述の改版をお願いしたい。

上記の例を含め、いわゆる「IT設備関連案件」は、ソ

フトウェアからシステム運用・保守サービス等まで

一貫したシステム提供となる場合が多い。更に、そ

の設置作業は、建築物への加工を伴わない機器調

整等を含むデータ設定試験等が主体であり、いわ

ゆる「建設工事」とはそぐわない内容である。

【規制の現状】

建設業法第二条（定義）1項では、「建設工事」とは、

「土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げるもの

をいう」とある。当該別表には、「電気通信工事」の

名称はあるものの、その定義、例示等については、

関連通達や解説本等を参照する方法をとっている。

このため、発注者は、当該通達等を参照して適切と

思われる工事業種を設定しており、いわゆる「建設

工事」にそぐわない案件が、「電気通信工事」の扱

いを受けているケースが多く見受けられる。

なし

関連通達等に見られる工事内容や例示は、旧電電

公社時代の名残やコンピュータが大型の箱物であっ

た時に設定されたものと思われる。現在、IT時代を

迎え、コンピュータそのものがオープン化、ダウンサ

イジング化、微細化され、その形状も、LSIや小型機

器に組み込まれる等、多様化している。

昭和60年に出された下記通達において、「電気通

信工事の内容として、情報制御設備工事にはコン

ピュータ等の情報処理設備の設置工事も含まれる」

とある影響で、上記の「IT設備関連案件」が、「電気

通信工事」として適用される事例が数多く見受けられ

る。これは、ITに関する技術革新のスピードが、建築

土木を基幹とした多くの他建設工事に比し特段に速

く、そのトレンドを数年先すら予見する事が困難な状

況からやむを得ないと思われる。しかしながら、ITの

技術革新が急速に進展する中、建設業法第二条や

関連通達、解説本の内容や例示にあてはまらない

事例が存在するにも拘わらず、これらに対する具体

的な対処方法が明示されていない為、「電気通信

工事」適用の濫用を誘発している事は、本許可業種

を適正に運用する上で課題と考える。更には、現状

にて運用された場合には、経営事項審査における

工事完成高申請において、適正を欠く恐れがあると

思われる。

また、IT技術の急速な進展に鑑み、定期的にIT設

備・技術を吟味し、適宜、内容や例示に加える場合

もしくは除外する場合を明確にしていく事も、本許可

業種を適正に運用する上で不可欠であると考える。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

港湾法第４４条第１

項

港湾法第４４条の２

第１項

地方自治法第２２５

条

地方自治法第２３８

条の４第４項

入港料、港湾施設使用料については

港湾管理者がその徴収の有無も含め

料率を条例により定めている。さらに、

それら料金に係るインセンティブ(減免

措置）が、港湾管理者の政策的な判

断により、条例に基づき、かつ、利用

者に対し不平等な取扱いとならない

ような公正な対応により積極的に導

入されているところである。

Ｄ

制度の現状にも記述している通り、現

行の制度により対応可能となってい

る。

z1200018 国土交通省
港湾関係諸税ならびに諸料金の適正

化
5031 50310001 11 社団法人日本船主協会 1

港湾関係諸税ならびに諸料金の適正

化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶

固定資産税）並びに諸料金（入港料、公

共岸壁使用料等）の徴収の目的ならびに

考え方を明確にした上で、諸外国と同等

となるよう制度を適正化すること。

港湾関係諸税のうち、特に、とん税は諸

外国と同様に国税であるにもかかわらず

制度は大きく異なる。即ち、諸外国ではと

ん税の徴収目的が港湾の維持・改修費

用など使途が明確化されているが、わが

国においては、一般財源に繰り入れら

れ、目的も使徒も不透明であること。ま

た、わが国において、例えば神戸港・名

古屋港・東京港の3港に外航船が入港す

る場合、それら3港全てでとん税が都度

徴収されるが、米国などにおいては、とん

税の徴収は最初に寄港した港のみで、次

港以降は徴収されていないなど、わが国

のとん税は国税的な性格ではなく、手数

料的な色彩が強いこと、など。

外貿埠頭公団の解

散及び業務の承継

に関する法律施行

規則第５条第１項

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付

料の額は減価償却、修繕費、管理費、

災害復旧引当金、貸倒引当金、支払

利息等の費用額の合計を基準とし、か

つ、岸壁等に係る外貿埠頭の建設に

要した資金の償還を考慮して、埠頭公

社が定めている。

Ｅ

公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船

社等との間で結ぶ岸壁等賃貸借契約

による民間契約で決定されている。し

かし、公社が原価を大きく下回る岸壁

等貸付料を設定することは、公社の経

営を危うくし、埠頭整備に係る債務償

還に支障を来すおそれがある。また、

原価を上回る貸付料を設定すること

は、公益法人の本来の目的を逸脱す

るばかりか、船社等の経営を不当に圧

迫するおそれがある。

このような観点から、国は岸壁等貸付

料の算定基準を定めると同時に、国土

交通大臣に届けられた貸付料につい

ては、是正が必要な場合には、変更

命令が担保されているところである。

なお、国において、国際競争力の強

化・確保を図るため、岸壁整備への国

費の投入、無利子貸付の拡充、税制

等の支援施策を実施しており、公社埠

頭の貸付料の低減に寄与していると

ころである。

z1200019 国土交通省
外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正

化
5031 50310002 11 社団法人日本船主協会 2

外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正

化

原価主義に基づく料金の妥当性の検証

及び、荷動きの実態や公共埠頭料金との

格差等を勘案した、より弾力的で国際競

争力のある料金設定を可能とすること。

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付料

の額は減価償却、修繕費、管理費、災害

復旧引当金、貸倒引当金、支払利息等の

費用額の合計を基準とし、かつ、岸壁等

に係る外貿埠頭の建設に要した資金の

償還を考慮して、埠頭公社が定めてい

る。

昭和55年12月16日の港湾審議会答申

では外貿埠頭公団の業務の移管に関し

て、『・・・・・外貿埠頭の管理運営という

公共的かつ国家的に重要な業務を行うも

のであるので前述の通りこれを適切かつ

確実に運営していくことが出来るような財

団法人を国が指定するとともに、指定され

た財団法人に対しても法人の指定に伴う

通常の監督のほか、国の海運政策及び

港湾政策との整合性の取れた外貿埠頭

の整備及び管理が行われるよう国の監督

措置が必要となる。たとえば、貸付料の

適正な水準の確保、外貿埠頭施設の処

分などの制限、需給バランスと港湾間の

機能分担を考慮した外貿埠頭の整備など

の為の措置が挙げられる。』とした。国は

この答弁を充分尊重し、原価主義に基づ

く料金の妥当性の検証、及び荷動きの実

態や公共埠頭料金との格差等も充分勘

案、弾力的で国際競争力を有する料金設

定とするように各埠頭公社を指導すべき

である。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

港則法

港内における船舶交通の安全及び港

内の整とんを図るため、特定港に入出

港等する船舶は、港則法に基づいた

各種申請等を港長に対して行わなけ

ればならない。

　港湾の適切な運営・管理のため、港

湾に入出港等する船舶は、条例等に

基づいた各種申請等を港湾管理者に

対して行わなければならない。

b

１．手続の見直しについては、規制改

革・民間開放推進3か年計画におい

て、シングルウィンドウ化の成果と問

題点を踏まえ、申請手続や申請書類

の徹底した省略、簡素化を図り、速や

かにワンストップサービスの一層の推

進を図ることとしており、関係者の意

見をふまえて、業務・システムの最適

化計画を平成17年度末までのできる

限り早期に策定するよう、関係府省と

検討を進めているところである。

２．また、手続の簡素化、国際標準へ

の準拠の一環として、外国船舶の入

出港に関する手続や必要書類の簡易

化を図ることを内容とする「国際海運

の簡易化に関する条約（仮称）（FAL

条約）」の平成16年度中の批准に向

け関係省庁は一体となって取り組ん

でいるところである。

z1200020 国土交通省 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 5031 50310003 11 社団法人日本船主協会 3
港湾・輸出入手続き等の一層の簡素

化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象とし

て、申請の必要性が失われたもの、申請

の中で削除できる項目、さらに省庁間に

共通する項目の標準化、統一化できるも

のを抽出した上で、申請手続を徹底的に

削減・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手続

のシングルウィンドウ化が関係省庁により

実現されてはいるが、実態は各種申請・

手続の見直しや簡素化がなされず、単に

既存のシステムが接続されただけのもの

であるため、利便性の向上には結びつい

ていない。従って、全ての関連手続を対

象として、申請の必要性が失われたも

の、申請の中で削除できる項目、更に省

庁間に共通する項目の標準化、統一化で

きるものを抽出した上で、申請手続きを徹

底的に削減・簡素化することを要望する。

港則法

港内における船舶交通の安全及び港

内の整とんを図るため、特定港に入出

港等する船舶は、港則法に基づいた

各種申請等を港長に対して行わなけ

ればならない。

　港湾の適切な運営・管理のため、港

湾に入出港等する船舶は、条例等に

基づいた各種申請等を港湾管理者に

対して行わなければならない。

b

１．手続の見直しについては、規制改

革・民間開放推進3か年計画におい

て、シングルウィンドウ化の成果と問

題点を踏まえ、申請手続や申請書類

の徹底した省略、簡素化を図り、速や

かにワンストップサービスの一層の推

進を図ることとしており、関係者の意

見をふまえて、業務・システムの最適

化計画を平成17年度末までのできる

限り早期に策定するよう、関係府省と

検討を進めているところである。

２．また、手続の簡素化、国際標準へ

の準拠の一環として、外国船舶の入

出港に関する手続や必要書類の簡易

化を図ることを内容とする「国際海運

の簡易化に関する条約（仮称）（FAL

条約）」の平成16年度中の批准に向

け関係省庁は一体となって取り組ん

でいるところである。

z1200020 国土交通省 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 5078 50780048 11 (社)日本経済団体連合会 48 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進

　2003年7月に、輸出入・港湾関連手続

のシングルウィンドウシステムが供用開始

されたが、現行の申請書類の徹底した簡

素化など、電子化に先立って行うべき輸

出入・港湾諸手続全般の業務改革

（BPR）については未だ不十分である。

　ワンストップサービスの実現に当たって

は、まず、（1）民間事業者の意見聴取に

基づき、提出の必要性が疑われる申請を

徹底的に抽出すること、（2）申請の中で

削除できる項目を可能な限り削除するこ

と、（3）省庁間での共通項目を標準化、

統一化すること、が必要不可欠である。そ

の上で、全ての手続きを統合し、１回の入

力・送信で複数の申請を可能とするシス

テムの整備に向け、全関係省庁は強力な

連携・協議を重ねて取り組むべきである。

　例えば、シングルウィンドウ化により、複

数の官庁で共通する手続について同時

に送信することが可能となったものは、

入・出港届等、ほんの一握りに過ぎず、

従来通り各省庁ごとの手続や紙ベースで

の手続が残されているのが現状である。

　従って、シングルウィンドウシステムが運

用開始されたものの、現状では真のワン

ストップサービスにはなっておらず、輸出

入・港湾諸手続の簡素化、物流効率化、

ひいては産業競争力強化の支障となるこ

とが懸念される。

　港湾・輸出入手続に関

係する各省庁の協力のも

と、2003年７月から港

湾・輸出入手続のシング

ルウィンドウシステムが

運用を開始したが、これ

は単に既存のシステムが

接続されただけのもので

あり、予てより産業界が

要望してきた諸手続の見

直しおよび簡素化を反映

したものとはなっていな

い。

15/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

臨時船舶建造調整

法第２条及び第４条

我が国海運の健全な発展に資するこ

とを目的として、造船事業者が総トン

数２，５００トン以上又は長さ９０メートル

以上の船舶であって、遠洋区域又は

近海区域を航行できる構造を有するも

のを建造しようとするときは、その建造

の着手前に国土交通大臣の許可を受

けなければならないとされている。

ｂ Ⅰ

商業的造船業における正常な競争条

件に関する協定の発効後、可及的速

やかに臨時船舶建造調整法の改廃を

含む建造許可制度の抜本的見直しを

行う。

z1200021 国土交通省
船舶の建造許可に当たっての手続き

の一層の簡素化
5031 50310006 11 社団法人日本船主協会 6

船舶の建造許可に当たっての手続き

の一層の簡素化

船舶の建造許可申請手続きの簡素化に

ついては、現在検討が進められている

OECD造船協定が発効した際に、臨時船

舶建造調整法の改廃を含む建造許可制

度の抜本的見直しを行うとのことである

ので、同協定発効後速やかな見直しをお

願いしたい。

当該規制は、「我が国の国際海運の健全な発展に

資することを目的とした臨時船舶建造調整法（昭和

28年）法に基づき、造船事業者が総トン数 2,500トン

以上又は長さ90m以上で、遠洋区域又は近海区域

を航行区域とする鋼製の船舶を建造しようとするとき

は、その建造の着手前に国土交通大臣の許可を受

けなければならない。」とされているものである。本

法制定時には意義があったものと思われるが、近年

の近隣諸国の造船所の発展もあり、わが国におい

てのみ本法に基づき需給調整を行うことの意義は、

もはやないものと思われる。

道路運送車両法第

６１条

車両総重量８トン以下の貨物自動車

は、初回の車検有効期間が２年で、以

後１年ごとの車検有効期間となってい

る。一方、車両総重量８トンを超える貨

物自動車は、１年ごとの車検有効期間

となっている。

ｂ Ⅰ

車検有効期間については、安全で環

境等の調和のとれた車社会の実現を

目指すという車検・点検整備制度本

来の目的を念頭に置き、必要なデータ

等を収集の上、安全確保、環境保全、

技術進歩の面から有効期間の延長を

判断するための調査を平成１６年度中

にとりまとめ、その結果に基づき速や

かに所要の措置を講ずることとしてい

る。

z1200022 国土交通省
トラック・トレーラの車検期間の延長に

ついて
5031 50310009 11 社団法人日本船主協会 9

内航輸送用トレーラー・シャーシの車

検制度の緩和

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対す

る車検制度を現行の1年から3年にする。

また、国土交通省では、平成16年度中に

安全確保、環境保全、技術進歩の面から

有効期間の延長を判断する調査を実施す

ることとなっているが、これを早急に取り

まとめ、その結果に基づき所要の措置を

講じられたい。

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対す

る自動車検査証の有効期限は、毎日陸上

輸送している一般のトラック同様1年であ

る。主に海上輸送用であるトレーラー・

シャーシは、本船船内または港頭地区駐

車場に停車している状態が長く、陸上走

行距離が短いものとなっている。また、

シャーシ自体は動力を持たず、トレーラー

（ヘッド）に牽引されるだけである。このよ

うな使用実態に即し、内航輸送用のト

レーラー・シャーシに対する車検制度を現

行の1年から3年にすべきである。
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道路運送車両法第

６１条

車両総重量８トン以下の貨物自動車

は、初回の車検有効期間が２年で、以

後１年ごとの車検有効期間となってい

る。一方、車両総重量８トンを超える貨

物自動車は、１年ごとの車検有効期間

となっている。

ｂ Ⅰ

車検有効期間については、安全で環

境等の調和のとれた車社会の実現を

目指すという車検・点検整備制度本

来の目的を念頭に置き、必要なデータ

等を収集の上、安全確保、環境保全、

技術進歩の面から有効期間の延長を

判断するための調査を平成１６年度中

にとりまとめ、その結果に基づき速や

かに所要の措置を講ずることとしてい

る。

z1200022 国土交通省
トラック・トレーラの車検期間の延長に

ついて
5076 50760003 11 （社）全日本トラック協会 3

トラック・トレーラの車検期間の延長に

ついて
トラック・トレーラの車検期間の延長

普通貨物自動車の車検→初回２年、２回

目以降１年ごと

車両総重量８トン未満のトラックについて

初回車検期間が２年に延長されたが、ト

ラック・トレーラについても同様に２年に

期間延長をされたい。

車庫法第3条、貨物

自動車運送事業法

第4条

自動車の保有者は、当該自動車の保

管場所を確保しなければならないこと

とされている。貨物自動車運送事業者

の保有する車庫の確保状況の確認

は、車庫の概要を貨物自動車運送事

業の事業計画記載事項とすることによ

り行っている。

 c -

船内及び港頭地区の駐車場にある

シャーシの数は、景気変動、季節波

動、トラック事業者の内航輸送の利用

状況等により変動するものであり、そ

の数をあらかじめ特定することはきわ

めて困難であるため、その数を見込

んで車庫１か所あたり複数のシャーシ

の使用を認めることはできない。

　仮に、船内及び港頭地区の駐車場

にあるシャーシの数を特定することが

できたとしても、車庫１か所あたり複

数のシャーシの使用を前提とする事業

計画は、自動車の保管場所の確保等

に関する法律の趣旨に反するもので

あり、貨物自動車運送事業法上も認

められない。

z1200023 国土交通省
内航輸送用トレーラー・シャーシの車

庫に関する規定の見直し
5031 50310010 11 社団法人日本船主協会 10

内航輸送用トレーラー・シャーシの車

庫に関する規定の見直し

内航輸送用シャーシ運用上においては、

登録用車庫確保の負担が所有者に強い

られる一方、その車庫はほとんど利用さ

れておらず、現在の規制は利用実態にそ

ぐわない。ため、内航輸送用シャーシにつ

いては、車庫一台のスペースで複数台

登録できるようにするべきである。

自動車の保有者は車庫法により保管場

所を確保しなくてはならないが、海上輸

送用トレーラー・シャーシについても一般

のトラック同様、同法が適用されている。

しかし、内航輸送用シャーシの車庫の利

用実態は、船内及び港頭地区の駐車場

に限られ、かつ運用上常時海上輸送のも

のもある。トレーラーヘッド、シャーシ夫々

1台ずつの車庫取得に加え、港頭地区に

おけるヤードの確保が仕出し地／仕向け

地両方で必要となり、実質取扱いトレー

ラー・シャーシの約4倍の車庫の確保が必

要となる。このため、内航輸送用に利用さ

れるシャーシについては、利用実態に合

せて車庫に関する規制を見直し、車庫一

台のスペースで複数台数登録できるよう

にすべきである。
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建築基準法施行令

第１２９条の２の５第

１項第３号、建築基

準法施行令第１２９

条の７第４号

建築物に設ける給水、排水その他の

配管設備の設置及び構造は、次に定

めるところによらなければならない。

エレベーターの昇降路内に設けない

こと。ただし、エレベーターに必要な配

管設備の設置及び構造は、この限り

ではない。

昇降路内には、レールブラケットその

他のエレベーターの構造上昇降路内

に設けることがやむを得ないものを除

き、突出物を設けないこと。突出物を

設ける場合においては、地震時に鋼

索、電線その他のものの機能に支障

が生じないような措置を講ずること。

c

通信用配線から発生するノイズによる

エレベーター制御器への悪影響等の

安全上の支障が懸念されることから、

エレベーターシャフト内への通信用配

線の設置を認めることは困難である。

z1200024 国土交通省 エレベータシャフト内への通信用配 5032 50320004 11 （社）電子情報技術産業協会 4 エレベータシャフト内への通信用配

エレベータのシャフト内には、エレベータに

必要な配管以外を設けることができな

い。このため、ビルリニューアル時にLAN

等の通信用配管を設けるにあたり、コスト

的には最も有利なエレベータシャフトを利

用することができないという建築基準法

（施行令）の制限を外し、現在のオフィス

ビルでは必須となった通信用配管設置に

エレベータシャフトの利用を可能とする。

【予想効果】

都市圏を中心に大規模開発が一巡し、一

世代前のビルに空室が目立ち始めてい

る。これらのビルは、IT時代向けの設備が

不十分であることもIT時代の企業から敬

遠される理由のひとつである。ビルリ

ニューアルにより、IT設備を充実させるに

はLAN等の通信配管設備を安価に行う必

要がある。

通信配管をエレベータシャフトに設置でき

れば、これを実現でき、都市部の再建が

容易にできるようになる。

古いビルのリニューアル時などに、低コス

トで垂直方向の通信配管を設置できるこ

とは、ビルの価値を高め（ビルをIT化する）

るのに効果の大きな事項であるため。

車両制限令第３条、

道路交通法施行令

第２２条

車高の一般的制限値は道路管理者が

高さについて指定した道路について

は４．１ｍ、それ以外の道路について

は３．８ｍ

ｄ －

　車両の高さについては、平成１６年２

月に車両制限令の一部を改正し、道

路管理者が指定した道路における車

両の高さの最高限度を４．１ｍに引き

上げた。

z1200025 国土交通省 車高規制の緩和 5032 50320018 11 （社）電子情報技術産業協会 18 車高規制の緩和

道路の構造や交通の安全に影響を与え

ない通行可能な道路については簡易の

手続きで継続的に4.1ｍ以下の車両が通

行できるようにして欲しい。

【規制の現状】

道路を走行する車両の高さ制限は、車両

制限令により3.8ｍとされており、特殊貨

物等やむを得ない場合には、特殊車両通

行許可を得ることにより制限が緩和され

る。一方でISO規格国際海上背高コンテナ

の場合、ルート・車両の申請／許可を得

て継続的に最大4.1ｍまでの通行が認め

られている。

【予想効果】

荷主として運賃面でメリットが享受できる

と共に、モーダルシフト推進にもつながる

と思われる。

鉄道によるモーダルシフトを推進する上

で、現在JRおよび通運業者と鉄道用コン

テナを開発検討中であるが、積載効率を

考えコンテナ高さが従来のJRコンテナ（高

さ2500mm）より若干高め（2773mm）の

ものを考えている。鉄道ルートは既に背

高コンテナ（2896mm）輸送可能ルートに

なっており問題ないが、既存の高さ制限

の中でターミナルからの陸送に専用の低

床台車が必要になっている。高さ制限が

緩和されれば既存の台車が利用でき、新

たな投資が避けられる。
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道路運送車両法第

22条

国土交通省自動車

交通局技術安全部

平成１３年１１月６日

付通達名称：「登録

事項等証明書交付

請求者及び自動車

検査証再交付請求

者等に対する本人

確認の実施につい

て」（②）

　登録事項等証明書は、何人も、国土

交通大臣に対し、その書面での交付

を請求できることとされている。

　なお、自動車盗難防止等の観点か

ら、平成１３年１２月３日から、全国の陸

運支局及び自動車検査登録事務所に

おいて、登録事項等証明書の交付請

求者及び自動車検査証の再交付申請

者等に対して、運転免許証の提示を

求める等により、本人確認を実施する

こととした。（②）

ｂ（②）Ⅰ（②）

　登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、平成１６年度中

を目途に、利便性の向上や個人情報

の保護等の観点から検討する。（②）

z1200026 国土交通省
自動車保有関係手続のワンストップ

サービスの対象拡大
5034 50340022 11 （社）日本損害保険協会 22

自動車保有関係手続のワンストップ

サービスの対象拡大

現在、政府の「規制改革・民間開放推進３

か年計画」に基づき平成17中のシステム

稼動に向けて、自動車保有関係手続の

ワンストップサービスの推進に係る検討

および試験運用が進められているが、下

記についても実現をしていただきたい。

①現在、地方自治体への届出制となって

いる原付などの車両についてもワンス

トップサービスの対象に加える等、窓口、

システムを一本化していただきたい。

②「規制改革・民間開放推進３か年計画」

Ⅲ分野別措置事項１ＩＴ関係エ⑩ｂにおい

て、自賠責の解約時における当該車両の

状況（滅失・解体など）確認についても、

保険会社がネットワーク上で確認出来る

こととした上で、当該確認をもって必要書

類（登録事項等証明書や抹消登録証明

書）の取付に代えることを可能とするよう

要望する。

・ワンストップサービスによるユーザーの

メリットを原付車両にも拡大。

・自賠責解約時に当該車両の状況（滅

失・解体など）は陸運局の管理情報を

ネットワークで参照することで添付不要と

する。

平成17年中のシステム稼働を目指してワ

ンストップサービス化が実用化される予定

だが、軽自動車の登録管理に加え、原付

車両についても接続のインターフェース

を統一化する等によりユーザー（申請者）

負担の軽減を目指すべきである。

また、年間の自賠責解約手続きは各保険

会社とも膨大な件数となっているが、本

要望の実現により契約者・保険会社双方

の負担が大幅に軽減される。

道路運送車両法第

２２条

現在、運輸支局等の窓口において、

登録事項等証明書交付請求者に対す

る運転免許証等による本人確認を行っ

ており、加えて監視カメラも設置し、防

犯対策をしているところである。

ｂ（一部

実施済

み）

登録事項等証明書の交付請求者等に

対する本人確認については、官民合

同プロジェクトチームにおける検討を

踏まえつつ、平成１３年１２月から強化

してきているところである。具体的に

は窓口に監視カメラを設置するととも

に、窓口において本人確認書類を入

念にチェックしているところである。

z1200027 国土交通省

登録事項等証明書交付請求者等の本

人確認の強化（偽造書類の発見方法

の確立、本人確認書類のコピー保存

および窓口への監視カメラの設置）

5034 50340023 41 （社）日本損害保険協会 23 盗難自動車対策の強化

盗難自動車対策については、政府の国

際組織犯罪等対策推進本部の下、関係

省庁と民間団体による官民合同プロジェク

トチームが発足し、不正輸出防止対策な

ど様々な対策が取られつつある。こうした

対策の実効性をさらに上げるために、法

整備、イモビライザの普及促進等に加え、

以下のような　制度の見直し等を図ること

が必要である。

④登録事項等証明書交付請求者等の本

人確認の強化（偽造書類の発見方法の

確立、本人確認書類のコピー保存および

窓口への監視カメラの設置）

これらの盗難防止対策を施すことにより、

自動車盗難件数が減少すれば社会的損

失の低減に大きく寄与することになる。

（定量的評価は困難であるが、03年度の

自動車盗難保険金は約583億円であり、

車両保険の普及率35％で単純に計算す

ると日本全体でおよそ1,600億円の被害

と推定できる。仮に被害が1%削減された

場合でも、約16億円の効果となる。）

2003年（暦年）の自動車盗難件数は

64,000件を数え、ここ3年続けて60,000

件を超えて高止まりの傾向を示している。

また、自動車盗難に関する支払保険金は

毎年600億円弱に達し、経済的な面から

も深刻な社会問題となっている。

④登録事項等証明書の交付請求者、自

動車検査証再交付申請者等の本人確認

のため、交付請求者に対し、ア.運転免許

証、イ.被用者保険証、国民健康保険被保

険者証、ウ.パスポート、外国人登録証明

書、エ.顔写真付き身分証明書、いずれか

の提示が求められているが、窃盗団は巧

妙な偽造証明書等で不正に登録事項等

証明書等を取得し、盗難のねらいを定め

た自動車の保管場所割り出しに利用して

いる可能性がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

通達（国河治第201

号、平成16年３月

30日）

統合準用河川改修

費補助制度につい

て

統合準用河川改修

事業実施要領

統合準用河川改修事業の採択基準

は、統合準用河川改修事業実施要領

により、次のように規定されています。

（採択基準）

三　採択基準一事業の総事業費が概

ね4億円以上24億円以内の準用河川

に係る河川工事であって、次の各号

のいずれかに該当するものであるこ

と。　（準用河川改修事業）  １　当該

河川工事によって氾濫被害が防止さ

れることとなる区域内に60ha以上の

農地、50戸以上の家屋又は5ha以上

の宅地が存するもの。　２　過去３箇年

に氾濫被害が３回以上発生した区域

に関するもの。　３　宅地開発、区画整

理、土地改良等の事業に関連して、当

該河川工事が必要となるもの。　４　下

水道又は農業用の水路からの排水を

処理するため必要となるもの。

f

①河川に関する国庫補助負担事業について

は、地方分権改革推進会議が平成１４年１０月

３０日に内閣総理大臣に提出した「国の事務・

事業の在り方に関する意見」（以下「意見」とい

う。）において「国庫補助負担事業について

は、それぞれの性格や広域的な効果に応じ、

採択基準の引上げ等による対象の重点化を図っ

ていくべきである。」との方向性が示されていま

す。また意見の中で、準用河川改修について

は、「その影響範囲が市町村にとどまる準用河

川改修については、より一層、市町村の自主性

に委ねていくべきである。」とされているところで

す。

②上記意見を踏まえ、国土交通省河川局として

は、準用河川改修事業の在り方を見直してお

り、平成１５年度に採択基準の下限を３億円か

ら４億円に引上げ、更に平成１６年度には統合

補助金化を図ったところであり、今後２年間で採

択基準の下限を４億円から６億円に引上げる方

針です。

③以上から、貴市の要望にあるとおり準用河川

改修事業の重要性は十分理解しております

が、国庫補助負担事業の在り方については、

国と地方の役割分担の明確化及び国の役割の

重点化の観点から考えていく必要があり、準用

河川改修事業補助採択基準の撤廃は認められ

ません。

【参考】

上記①の意見を受け内閣官房は平成１４年１２

月２４日「国と地方に係る経済財政運営と構造

改革に関する基本方針」（以下「基本方針」とい

う。）をとりまとめ閣議報告しています。本基本

方針において、準用河川改修事業について

は、平成１８年度までに「原則として新規箇所

採択を廃止する。ただし、総事業費が６億円以

上に係るものについては、氾濫被害の状況等

一定の要件を満たすものについて統合補助金

化する。」という重点化方針を示しています。

z1200028 国土交通省
準用河川改修事業補助採択基準の撤

廃
5036 50360001 11 釜石市 1

準用河川改修事業補助採択基準の撤

廃

統合準用河川改修事業実施要領

第三　採択基準

　一事業の総事業費が概ね４億円以上24

億円以内の準用河川に係る河川工事で

あって、次の各号のいずれかに該当する

ものであることを撤廃する。

降雨時、上流からの流水及び土石流が河

川沿いの住宅地に溢れ、浸水等で地域

住民の生活環境に支障をきたしているこ

とから、市民の尊い生命や財産を守るた

め河川改修整備を行うことにより、①生活

環境の充実、②生活の安全確保が図られ

る。

左記内容により河川改修工事を実施した

いが、総事業費が４億円以上に該当する

準用河川改修工事はない。

平１４年５月１日以降、物品・役務の調

達契約については、一定の金額以下

等について債権譲渡禁止特約の解除

を行っている。

ｄ

債権譲渡禁止特約については、物

品・役務の調達契約の一定の金額以

下等のものについて、解除を行ってい

るところである。

z1200029 国土交通省
国・地方自治体向け金銭債権の証券

化に係る債権譲渡禁止特約の解除
5039 50390022 11 社団法人 リース事業協会 22

国・地方自治体向け金銭債権の証券

化に係る債権譲渡禁止特約の解除

経済産業省などの一部の国の機関にお

いては、債権譲渡禁止特約の解除が行

われているが、すべての国の機関及び地

方自治体においても速やかに債権譲渡

禁止特約を解除すること。

企業の資金調達の円滑化が図られる。
債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格

要件の障害となっている。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

外国為替及び外国

貿易法第26条第1

項（外国投資家の

定義）、第27条（事

前届出）、第55条の

5（事後報告）

「外国投資家」の定義のうち、「非居住

者である個人」または「外国法令に基

づいて設立された法人その他の団体

又は、外国に主たる事務所を有する法

人その他の団体」により直接または間

接に保有される議決権の合計が50％

以上を占める会社については「外国

投資家」と規定され、対内直接投資等

の事前届出、又は事後報告が義務づ

けられている。

C -

（理由）

　ご指摘の点については、多数の外国

機関投資家が株式市場で株式を取得

した場合であっても、個々の投資家間

の関係がどのようなものであるかにつ

いて外形では判断できないことから、

適用除外とすることは不適当である。

また、仮に、個別に審査することとした

場合には、手続が煩雑となり、投資家

等の負担となる。

　対内直接投資については、国の安

全保障等に支障をきたすことになるお

それがある業種等限られた業種につ

いて事前届出制としているが、外国人

による企業支配を管理する観点から、

非居住者等の議決権比率の合計が

50％以上である場合を対象とすること

が適当である。同様に、事後報告につ

いても、国際収支統計や事業所管官

庁において取引の実態を把握する観

点から外国資本の流入の状況を把握

する必要があり、非居住者等の議決

権比率の合計が50％以上である場合

を対象とすることが適当である。

z1200030 国土交通省
外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外
5039 50390032 11 社団法人 リース事業協会 32

外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住者

である個人」または「外国法令に基づい

て設立された法人その他の団体または

外国に主たる事務所を有する法人その他

の団体」により直接または間接に保有さ

れる議決権の合計が50％以上を占める

法人に関し、株式公開企業で極めて多数

の外国機関投資家が株式市場で株式を

取得したことによって、その保有比率合

計が50％以上となってしまったような場

合には、実質的に外国人が事業を支配し

ている場合に当たらないもので、何らか

の適用除外を検討いただきたい。例え

ば、上場会社の場合、株主１名の議決権

比率が20％未満である場合などは、当該

法の規制の趣旨の範囲外であり、適用除

外とする措置等を検討いただきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

本来この規制は、外国人による日本企業

への経営支配を管理するのが目的であ

る。その法の趣旨に鑑みれば、実質的に

外国人が支配している場合に当たらない

ケースでこの規制を適用する必要性はな

いものと考えられる。

外国為替及び外国

貿易法第26条第1

項（外国投資家の

定義）、第27条（事

前届出）、第55条の

5（事後報告）

「外国投資家」の定義のうち、「非居住

者である個人」または「外国法令に基

づいて設立された法人その他の団体

又は、外国に主たる事務所を有する法

人その他の団体」により直接または間

接に保有される議決権の合計が50％

以上を占める会社については「外国

投資家」と規定され、対内直接投資等

の事前届出、又は事後報告が義務づ

けられている。

C -

（理由）

　ご指摘の点については、多数の外国

機関投資家が株式市場で株式を取得

した場合であっても、個々の投資家間

の関係がどのようなものであるかにつ

いて外形では判断できないことから、

適用除外とすることは不適当である。

また、仮に、個別に審査することとした

場合には、手続が煩雑となり、投資家

等の負担となる。

　対内直接投資については、国の安

全保障等に支障をきたすことになるお

それがある業種等限られた業種につ

いて事前届出制としているが、外国人

による企業支配を管理する観点から、

非居住者等の議決権比率の合計が

50％以上である場合を対象とすること

が適当である。同様に、事後報告につ

いても、国際収支統計や事業所管官

庁において取引の実態を把握する観

点から外国資本の流入の状況を把握

する必要があり、非居住者等の議決

権比率の合計が50％以上である場合

を対象とすることが適当である。

z1200030 国土交通省
外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外
5040 50400027 11 オリックス 27

外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住者

である個人」または「外国法令に基づい

て設立された法人その他の団体または

外国に主たる事務所を有する法人その他

の団体」により直接または間接に保有さ

れる議決権の合計が50％以上を占める

法人に関し、株式公開企業で極めて多数

の外国機関投資家が株式市場で株式を

取得したことによって、その保有比率合

計が50％以上となってしまったような場

合には、何らかの適用除外を検討いただ

きたい。例えば、上場会社の場合、株主１

名の議決権比率が20％未満である場合

などは、当該法の規制の趣旨の範囲外で

あり、適用除外とする措置等を検討いた

だきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

株式公開企業で極めて多数の外国機関

投資家が株式市場で株式を取得したこと

によって、その保有比率合計が50％以上

となってしまったような場合に、外国為替

及び外国貿易法第27条の事前届出およ

び第55条の5の事後報告を義務付けるの

は過剰ではないかと思われる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

①道路運送車両法

第7条、第12条、第

13条、第15条、第

59条、第62条、第

97条の2第1項、②

地方税法第699条

の11③地方税法第

151条、第151条の

2、第152条④自動

車重量税法第8条、

第10条、第10条の

2⑤自動車の保管

場所の確保等に関

する法律第4条、第

5条、第6条、第7

条、第13条⑥自動

車損害賠償保障法

第9条⑦道路運送

車両法第22条及び

平成13年11月6日

付け国自管61号通

達「登録事項等証

明書交付請求者及

び自動車検査証再

交付申請者等に対

する本人確認の実

施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検

査・登録を受けるために、運輸支局等

の他、市役所等、警察署、都道府県税

事務所等、それぞれの行政機関に出

向いて手続を行う必要がある。

ｂ

①自動車保有に関する手続（検査・登

録、保管場所証明、自動車関係諸税

等の納付等）のワンストップサービス

による電子化については、道路運送

車両法等を改正する法律が平成１６年

５月に公布されたところであり、平成１

７年１２月にはシステム稼動を開始する

こととしている。このワンストップサー

ビス化によって複数の行政機関に出

向くことなく、各行政機関への手続が

一括して行えることとなり記入事項の

一本化等、申請手続の合理化が図ら

れることとなる。その際、入力項目を集

約した申請画面や税・手数料のまとめ

払いの機能を持たせることとしている

他、代行申請や申請自体もまとめて行

うための機能についても設ける方向

で検討するなど、大量に自動車を保有

する方にも配意したシステム構築を

行っているところ。

　なお、軽自動車については、登録車

のワンストップサービス化の進展状況

等を見ながら関係機関と調整を行うこ

ととしているが、ワンストップサービス

化する際には、申請者負担の軽減が

図られるようにする方向で検討してい

る。

⑥自賠責保険の付保確認は電子的に

行う方向で検討している。

⑦登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、平成１６年度中

を目途に、利便性の向上や個人情報

の保護等の観点から検討する。

z1200031 国土交通省

自動車の生産・販売・流通に伴って必

要となる諸行政手続の電子化の早期

実現等

5039 50390034 11 社団法人 リース事業協会 34

自動車の生産・販売・流通に伴って必

要となる諸行政手続の電子化の早期

実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続（検査・登録～国、車庫

証明・納税～地方、自賠責保険確認～

国）等の電子化は、規制改革推進3ヵ年

計画において、平成17年を目標に稼動

開始（平成15年目途に一部地方公共団

体で試験運用）となっているが、これを実

現するため、添付資料記載の事項を含め

早急に検討・具体化していくこと。なお、

試験運用を行う際、大量の自動車を所有

するリース会社の事務手続等を考慮し

て、その運用に当たっての検討等を行う

こと。

 電子化により、申請項目の共通化・統一

化と申請に必要な添付書類の削減化が

できれば、自動車関連業界の生産・販

売・流通に係わる申請及び手続代行コス

トは大幅に軽減され、その軽減分を直接

部門へ投入することで新たな自動車リー

ス市場の開拓が促進され、経済活性化に

資する。

手続申請の電子化がなされていないた

め、その手続を申請もしくは代行申請をす

る自動車関連業界（自動車リース業界も

含む）に多大な負担を強いている。また、

リース会社の税の申告・納付事務等は膨

大であり、これらの事務作業の効率化、

円滑化の観点から、電子化（書式の全国

統一化）を図る必要があると考えられる。

電子化の検討に際しては、利用者の意見

を充分に反映させることによって、電子化

による混乱等が生じないよう配慮する必

要がある。

①道路運送車両法

第7条、第12条、第

13条、第15条、第

59条、第62条、第

97条の2第1項、②

地方税法第699条

の11③地方税法第

151条、第151条の

2、第152条④自動

車重量税法第8条、

第10条、第10条の

2⑤自動車の保管

場所の確保等に関

する法律第4条、第

5条、第6条、第7

条、第13条⑥自動

車損害賠償保障法

第9条⑦道路運送

車両法第22条及び

平成13年11月6日

付け国自管61号通

達「登録事項等証

明書交付請求者及

び自動車検査証再

交付申請者等に対

する本人確認の実

施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検

査・登録を受けるために、運輸支局等

の他、市役所等、警察署、都道府県税

事務所等、それぞれの行政機関に出

向いて手続を行う必要がある。

ｂ

①自動車保有に関する手続（検査・登

録、保管場所証明、自動車関係諸税

等の納付等）のワンストップサービス

による電子化については、道路運送

車両法等を改正する法律が平成１６年

５月に公布されたところであり、平成１

７年１２月にはシステム稼動を開始する

こととしている。このワンストップサー

ビス化によって複数の行政機関に出

向くことなく、各行政機関への手続が

一括して行えることとなり記入事項の

一本化等、申請手続の合理化が図ら

れることとなる。その際、入力項目を集

約した申請画面や税・手数料のまとめ

払いの機能を持たせることとしている

他、代行申請や申請自体もまとめて行

うための機能についても設ける方向

で検討するなど、大量に自動車を保有

する方にも配意したシステム構築を

行っているところ。

　なお、軽自動車については、登録車

のワンストップサービス化の進展状況

等を見ながら関係機関と調整を行うこ

ととしているが、ワンストップサービス

化する際には、申請者負担の軽減が

図られるようにする方向で検討してい

る。

⑥自賠責保険の付保確認は電子的に

行う方向で検討している。

⑦登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、平成１６年度中

を目途に、利便性の向上や個人情報

の保護等の観点から検討する。

z1200031 国土交通省

自動車の生産・販売・流通に伴って必

要となる諸行政手続の電子化の早期

実現等

5040 50400032 11 オリックス 32

自動車の生産・販売・流通に伴って必

要となる諸行政手続の電子化の早期

実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続（検査・登録～国、車庫

証明・納税～地方、自賠責保険確認～

国）等の電子化は、規制改革推進3ヵ年

計画において、平成17年を目標に稼動

開始（平成15年目途に一部地方公共団

体で試験運用）となっているが、これを実

現するため、添付資料記載の事項を含め

早急に検討・具体化していくこと。なお、

試験運用を行う際、大量の自動車を所有

するリース会社の事務手続等を考慮し

て、その運用に当たっての検討等を行う

こと。

電子化により、申請項目の共通化・統一

化と申請に必要な添付書類の削減化が

できれば、自動車関連業界の生産・販

売・流通に係わる申請及び手続代行コス

トは大幅に軽減され、その軽減分を直接

部門へ投入することで新たな自動車リー

ス市場の開拓が促進され、経済活性化に

資する。

手続申請の電子化がなされていないた

め、その手続を申請もしくは代行申請をす

る自動車関連業界（自動車リース業界も

含む）に多大な負担を強いている。また、

リース会社の税の申告・納付事務等は膨

大であり、これらの事務作業の効率化、

円滑化の観点から、電子化（書式の全国

統一化）を図る必要があると考えられる。

電子化の検討に際しては、利用者の意見

を充分に反映させることによって、電子化

による混乱等が生じないよう配慮する必

要がある。

22/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

自動車の登録及び

検査に関する申請

書等の様式を定め

る省令第６条

大量の登録申請を効率的に行えるよ

う、既にＦＤ（フレキシブルディスク）に

よる申請が可能となっている

ｄ -

自動車の登録及び検査の申請におけ

るフレキシブルディスクによる手続の導

入について定めた、自動車の登録及

び検査に関する省令（昭和４５年運輸

省令第８号）の一部を改正する省令

（平成１３年国土交通省令第１１１号）

により、平成１３年８月１日から施行さ

れている。その後、平成１５年６月の全

国規模での規制改革要望事項におけ

る今回と全く同じ要望に基づいて平成

１５年１１月１４日付け国自管第１４２号

でも周知を図っている。

z1200032 国土交通省
変更登録及び移転登録に係る特例措

置の創設について
5039 50390035 11 社団法人 リース事業協会 35

変更登録及び移転登録に係る特例措

置の創設について

・大量の車両を所有する者が変更登録・

移転登録を行う場合、電子媒体等による

一括申請等の措置を講じること。・大量の

車両を所有する者が変更登録・移転登録

を行うことを前提として、「所有者に係る

自動車検査証の記載事項に変更事由

（所有者の合併、名称・住所変更等）が生

じた場合、特段の理由がある限りにおい

ては、特例として大量一括処理を効率的

に行えるための申請手続きについて認

める。」等の措置を講じること。

・厳しい経済環境に対応等するための企

業の組織再編等が容易となる。・リース

会社の申請及び自動車検査証を収集す

るための過重な事務負担と経済的負担

等が緩和される。

・リース車両数は急速に拡大※１しているが、道路

運送車両法における登録関係諸手続き等はリース

会社のような大量の車両を所有する者※２を想定し

た手続きが講じられていない。・厳しい経済環境の

中、リース会社においても企業の組織再編等が増

加※３、また、経費削減等の観点から本社移転が

行われている。・これら経済環境の変化が著しいな

か、大量の車両を所有するリース会社に合併、名

称・住所変更等の変更登録・移転登録の事由及び

自動車検査証の記載事項の変更事由が生じた場

合、変更登録・移転登録の申請及び自動車検査証

を収集するため過重な事務負担と経済的負担等が

かかる。・自動車の登録制度について高く評価する

ため、電子媒体等による一括申請等の措置を講じる

とともに、リース会社のような大量の車両を所有する

者に変更事由が生じた場合、特段の理由がある限

りにおいては、特例として大量一括処理を効率的に

行えるための申請手続きについて認める等の措置

を講じること。※１ リース車両数（国土交通省調査）

1966年 1,489台  1980年 18万台  1990年 119万台

2003年 267万台※２  リース車両を１万台以上保有

する会社数とシェア（日本自動車リース協会連合会

調査）    1992年 37社・71.3％  2003年 41社・82.7％

※２  社団法人リース事業協会の会員数    1998年

度末 370社  2003年度末 294社  減少（退会）の要因

は合併・営業譲渡等

自動車の登録及び

検査に関する申請

書等の様式を定め

る省令第６条

大量の登録申請を効率的に行えるよ

う、既にＦＤ（フレキシブルディスク）に

よる申請が可能となっている

ｄ -

自動車の登録及び検査の申請におけ

るフレキシブルディスクによる手続の導

入について定めた、自動車の登録及

び検査に関する省令（昭和４５年運輸

省令第８号）の一部を改正する省令

（平成１３年国土交通省令第１１１号）

により、平成１３年８月１日から施行さ

れている。その後、平成１５年６月の全

国規模での規制改革要望事項におけ

る今回と全く同じ要望に基づいて平成

１５年１１月１４日付け国自管第１４２号

でも周知を図っている。

z1200032 国土交通省
変更登録及び移転登録に係る特例措

置の創設について
5040 50400033 11 オリックス 33

変更登録及び移転登録に係る特例措

置の創設について

大量の車両を所有する者が変更登録・移

転登録を行う場合、電子媒体等による一

括申請等の措置を講じること。・大量の車

両を所有する者が変更登録・移転登録を

行うことを前提として、「所有者に係る自

動車検査証の記載事項に変更事由（所

有者の合併、名称・住所変更等）が生じ

た場合、特段の理由がある限りにおいて

は、特例として大量一括処理を効率的に

行えるための申請手続きについて認め

る。」等の措置を講じること。

厳しい経済環境に対応等するための企

業の組織再編等が容易となる。・リース

会社の申請及び自動車検査証を収集す

るための過重な事務負担と経済的負担

等が緩和される。

リース車両数は急速に拡大しているが、

道路運送車両法における登録関係諸手

続き等はリース会社のような大量の車両

を所有する者を想定した手続きが講じら

れていない。厳しい経済環境の中、リー

ス会社においても企業の組織再編等が

増加、また、経費削減等の観点から本社

移転が行われている。これら経済環境の

変化が著しいなか、大量の車両を所有す

るリース会社に合併、名称・住所変更等

の変更登録・移転登録の事由及び自動

車検査証の記載事項の変更事由が生じ

た場合、変更登録・移転登録の申請及び

自動車検査証を収集するため過重な事

務負担と経済的負担等がかかる。自動車

の登録制度について高く評価するため、

電子媒体等による一括申請等の措置を講

じるとともに、リース会社のような大量の

車両を所有する者に変更事由が生じた場

合、特段の理由がある限りにおいては、

特例として大量一括処理を効率的に行え

るための申請手続きについて認める等の

措置を講じること。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送車両法第

22条

国土交通省自動車

交通局技術安全部

平成１３年１１月６日

付通達名称：「登録

事項等証明書交付

請求者及び自動車

検査証再交付請求

者等に対する本人

確認の実施につい

て」

　登録事項等証明書は、何人も、国土

交通大臣に対し、その書面での交付

を請求できることとされている。

　なお、自動車盗難防止等の観点か

ら、平成１３年１２月３日から、全国の陸

運支局及び自動車検査登録事務所に

おいて、登録事項等証明書の交付請

求者及び自動車検査証の再交付申請

者等に対して、運転免許証の提示を

求める等により、本人確認を実施する

こととした。

ｂ Ⅰ

　登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、平成１６年度中

を目途に、利便性の向上や個人情報

の保護等の観点から検討する。

z1200033 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示につい

て
5039 50390036 11 社団法人 リース事業協会 36

自動車登録情報の電子的開示につい

て

自動車登録情報について、所有者に限

定して、電子的に開示すること

リース会社が自動車登録情報を活用する

ことにより、自動車に係る環境対策・安全

対策等の公益の増進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」

（平成16年3月19日閣議決定）におい

て、利便性の向上、個人情報の保護の観

点からその方法、範囲について検討し、

結論を得る（平成17年度中）とされてい

る。個人情報の保護の観点については、

所有者自身が電子的な情報開示を望ん

でいること、使用者については、例えば、

リース契約と同時にユーザー＝使用者

本人の同意を得ることができるなど懸念

は極めて少ないと考えられる。また、本件

が「自動車ワンストップサービスシステ

ム」の機能の一つとして盛り込まれること

により、「自動車ワンストップサービスシス

テム」の利便性がさらに向上すると思わ

れる。

道路運送車両法第

22条

国土交通省自動車

交通局技術安全部

平成１３年１１月６日

付通達名称：「登録

事項等証明書交付

請求者及び自動車

検査証再交付請求

者等に対する本人

確認の実施につい

て」

　登録事項等証明書は、何人も、国土

交通大臣に対し、その書面での交付

を請求できることとされている。

　なお、自動車盗難防止等の観点か

ら、平成１３年１２月３日から、全国の陸

運支局及び自動車検査登録事務所に

おいて、登録事項等証明書の交付請

求者及び自動車検査証の再交付申請

者等に対して、運転免許証の提示を

求める等により、本人確認を実施する

こととした。

ｂ Ⅰ

　登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、平成１６年度中

を目途に、利便性の向上や個人情報

の保護等の観点から検討する。

z1200033 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示につい

て
5040 50400034 11 オリックス 34

自動車登録情報の電子的開示につい

て

自動車登録情報について、所有者に限

定して、電子的に開示すること

リース会社が自動車登録情報を活用する

ことにより、自動車に係る環境対策・安全

対策等の公益の増進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」

（平成16年3月19日閣議決定）におい

て、利便性の向上、個人情報の保護の観

点からその方法、範囲について検討し、

結論を得る（平成17年度中）とされてい

る。個人情報の保護の観点については、

所有者自身が電子的な情報開示を望ん

でいること、使用者については、例えば、

リース契約と同時にユーザー＝使用者

本人の同意を得ることができるなど懸念

は極めて少ないと考えられる。また、本件

が「自動車ワンストップサービスシステ

ム」の機能の一つとして盛り込まれること

により、「自動車ワンストップサービスシス

テム」の利便性がさらに向上すると思わ

れる。
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該当法令等 制度の現状
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措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード
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管理番号

要望事項
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実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法施行規

則第５２条

貸渡人を自動車の

使用者として行う自

家用自動車の貸渡

し（レンタカー）の取

扱いについて（平

成７年６月１３日自旅

第１３８号）

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸渡

人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取

扱いについて」の一部改正につい

て』（国自旅第17号）において、主た

る事務所の管轄運輸支局において、

事業者ごとに行うこととしている。

e

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸渡

人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取

扱いについて」の一部改正につい

て』（国自旅第17号）において、主た

る事務所の管轄運輸支局において、

事業者ごとに行うこととしており、措置

済みである。

z1200034 国土交通省 レンタカーのナンバー登録の一元化 5039 50390050 11 社団法人 リース事業協会 50 レンタカーのナンバー登録の一元化

貸渡人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取扱い

について（平成７年６月１３日自旅第１３８

号）により、レンタカーの許可申請は貸渡

しをしようとする自家用自動車の配置事

務所の位置を管轄する運輸支局長に提

出することとされている。本規制につい

て、リース事業者と同様に有償貸渡許可

申請は本社所在地管轄運輸支局の1ケ

所とすることを要望する。

昨年、同要望に対して国土交通省から

「レンタカー事業者が行う有償貸渡許可

申請の提出先を本社所在地管轄運輸支

局の１箇所で足りることとするために必要

な制度の見直しについて検討し、措置す

る。」との回答が示された。申請手続きの

効率を向上させる観点から、早期の措置

を要望する。

道路運送法施行規

則第５２条

貸渡人を自動車の

使用者として行う自

家用自動車の貸渡

し（レンタカー）の取

扱いについて（平

成７年６月１３日自旅

第１３９号）

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸渡

人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取

扱いについて」の一部改正につい

て』（国自旅第17号）において、主た

る事務所の管轄運輸支局において、

事業者ごとに行うこととしている。

e

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸渡

人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取

扱いについて」の一部改正につい

て』（国自旅第17号）において、主た

る事務所の管轄運輸支局において、

事業者ごとに行うこととしており、措置

済みである。

z1200034 国土交通省 レンタカーのナンバー登録の一元化 5040 50400031 11 オリックス 31 レンタカーのナンバー登録の一元化

貸渡人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取扱い

について（平成７年６月１３日自旅第１３８

号）により、レンタカーの許可申請は貸渡

しをしようとする自家用自動車の配置事

務所の位置を管轄する運輸支局長に提

出することとされている。本規制につい

て、リース事業者と同様に有償貸渡許可

申請は本社所在地管轄運輸支局の1ケ

所とすることを要望する。

昨年、同要望に対して国土交通省から

「レンタカー事業者が行う有償貸渡許可

申請の提出先を本社所在地管轄運輸支

局の１箇所で足りることとするために必要

な制度の見直しについて検討し、措置す

る。」との回答が示された。申請手続きの

効率を向上させる観点から、早期の措置

を要望する。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送車両法第

１２条・同第１４条第

１項及び自動車登

録規則第１３条

ナンバープレートの地名は、車検証上

の「使用の本拠の位置」を管轄する運

輸支局等の表示をすることとなってい

る。

c -

自動車登録番号は、課税関係のベー

スになっていること、車庫法違反の捜

査の端緒にもなり得る等の行政上の

役割を果たすものであるため、使用の

本拠の位置の変更に伴い管轄が変更

する場合には、自動車登録番号を変

更する必要がある。

z1200035 国土交通省

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚｰﾄ）の変更に

ついて」

5039 50390051 11 社団法人 リース事業協会 51

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚｰﾄ）の変更に

ついて」

現状、車輌の使用者の変更が無いにもか

かわらず、使用の本拠の位置が（異なる

自動車検査登録所間の）移転変更になっ

た場合、自動車登録番号が変更となる。

かかる場合、自動車登録番号の変更な

く、車検証の「住所」、「使用の本拠位置」

の表記のみの変更で済むよう要望する。

・ナンバープレートを変更する必要は無く

なる・使用者、リース会社の車輌管理が

省力化される。・ナンバープレートを変更

することを嫌っての移転登録をしないこと

を防止できる。・自動車保険（任意保険）

その他の変更手続きが省略される。

おそらく現行のルールは自動車税徴収の

利便に益するものと推測するが、電子化

された行政においては他県ﾅﾝﾊﾞー でも、

税の徴収は「車台番号」と「使用の本拠

の位置」または「使用者の住所」を把握す

ることにより徴収は可能と思われる。現

に、自動車運転免許証の免許証番号は、

免許取得した県のコードが表記されてい

るにもかかわらず、他県に移転しても、免

許証番号に変更は無い。その場合、住所

地管轄の公安委員会より、更新の案内が

来る。また、住所地管轄の公安委員会より

更新された免許証が交付されるとの事例

がある。

道路運送車両法第

１２条・同第１４条第

１項及び自動車登

録規則第１３条

ナンバープレートの地名は、車検証上

の「使用の本拠の位置」を管轄する運

輸支局等の表示をすることとなってい

る。

c -

自動車登録番号は、課税関係のベー

スになっていること、車庫法違反の捜

査の端緒にもなり得る等の行政上の

役割を果たすものであるため、使用の

本拠の位置の変更に伴い管轄が変更

する場合には、自動車登録番号を変

更する必要がある。

z1200035 国土交通省

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚｰﾄ）の変更に

ついて」

5040 50400035 11 オリックス 35

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚｰﾄ）の変更に

ついて」

現状、車輌の使用者の変更が無いにもか

かわらず、使用の本拠の位置が（異なる

自動車検査登録所間の）移転変更になっ

た場合、自動車登録番号が変更となる。

かかる場合、自動車登録番号の変更な

く、車検証の「住所」、「使用の本拠位置」

の表記のみの変更で済むよう要望する。

・ナンバープレートを変更する必要は無く

なる・使用者、リース会社の車輌管理が

省力化される。・ナンバープレートを変更

することを嫌っての移転登録をしないこと

を防止できる。・自動車保険（任意保険）

その他の変更手続きが省略される。・ナン

バープレートの番号割り当ての速度が多

少なりとも遅くなる。などの効果があると

思われる。

おそらく現行のルールは自動車税徴収の

利便に益するものと推測するが、電子化

された行政においては他県ﾅﾝﾊﾞー でも、

税の徴収は「車台番号」と「使用の本拠

の位置」または「使用者の住所」を把握す

ることにより徴収は可能と思われる。現

に、自動車運転免許証の免許証番号は、

免許取得した県のコードが表記されてい

るにもかかわらず、他県に移転しても、免

許証番号に変更は無い。その場合、住所

地管轄の公安委員会より、更新の案内が

来る。また、住所地管轄の公安委員会より

更新された免許証が交付されるとの事例

がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

不動産特定共同事

業法第２４条

不動産特定共同事業者は、不動産特

定共同事業が成立するまでの間に、

不動産特定共同事業契約の内容及び

その履行に関する事項であって主務

省令で定めるものについて、書面を交

付して説明しなければならない。

ｃ

不動産特定共同事業商品の契約の申

込者が、契約の内容等について十分

知らないままに契約締結を行うと、

後々のトラブルの原因となる可能性が

あることから、適切に情報が開示され

ていることが不可欠であり、契約成立

前にその内容等について書面を交付

して説明することが、消費者保護やト

ラブル未然防止の観点から必要と考

えられる。

また、不動産特定共同事業商品は不

動産としての性格が強い商品である

ことから、契約内容に関する説明は、

金融商品販売法上要求される説明事

項に加えて、不動産特定共同事業法

上要求される個々の対象不動産に関

する事項（賃貸状況等）について適切

に実施されることが不可欠である。

z1200036 国土交通省
不動産特定共同事業契約締結に係る

説明義務の撤廃
5039 50390052 11 社団法人 リース事業協会 52

不動産特定共同事業契約締結に係る

説明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列

挙される金融商品においては、読んで聞

かせる説明義務を課しておらず、不動産

特定共同事業法の説明義務の過度な規

制を緩和すべきである。

不動産特定共同事業商品の販売の効率

化とマーケットの拡大に寄与する。

「金融商品の販売等に関する法律」においては説明

義務を販売業者に課しているが、対面による説明ま

で要求しているものではない。「説明」の概念の定

義が法律上存在しないが、現在の運用は宅地建物

取引業法第３５条の重要事項説明と同等と解釈され

ているのが一般的となっており、実務上のコストは

多大なものである。投資信託や商品ファンド等他の

金融商品を販売する場合には書面の交付義務こそ

あれ、読んで聞かせるような説明義務までは課して

いない。昨年、同要望に対して金融庁及び国土交

通省から「不動産特定共同事業法の契約成立前に

おける契約内容説明義務に関して、その具体的態

様については、消費者保護やトラブル未然防止等

の観点から、個別の質問応答対応を確保しつつ、ビ

デオ、ＤＶＤ等の電子機器の活用を可能とするよう、

所要の通知を発する。」との回答が示された。ビデ

オ、ＤＶＤ等の電子機器の活用が可能になることは

望ましいが、そもそも多数の不動産をパッケージし

ている不動産特定共同事業は投資信託や商品ファ

ンドと同様に金融商品であり、同等の書面の交付義

務を課すことで投資家保護は図られる。

不動産特定共同事

業法第２４条

不動産特定共同事業者は、不動産特

定共同事業が成立するまでの間に、

不動産特定共同事業契約の内容及び

その履行に関する事項であって主務

省令で定めるものについて、書面を交

付して説明しなければならない。

ｃ

不動産特定共同事業商品の契約の申

込者が、契約の内容等について十分

知らないままに契約締結を行うと、

後々のトラブルの原因となる可能性が

あることから、適切に情報が開示され

ていることが不可欠であり、契約成立

前にその内容等について書面を交付

して説明することが、消費者保護やト

ラブル未然防止の観点から必要と考

えられる。

また、不動産特定共同事業商品は不

動産としての性格が強い商品である

ことから、契約内容に関する説明は、

金融商品販売法上要求される説明事

項に加えて、不動産特定共同事業法

上要求される個々の対象不動産に関

する事項（賃貸状況等）について適切

に実施されることが不可欠である。

z1200036 国土交通省
不動産特定共同事業契約締結に係る

説明義務の撤廃
5040 50400021 11 オリックス 21

 不動産特定共同事業契約締結に係

る説明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列

挙される金融商品においては、読んで聞

かせる説明義務を課しておらず、不動産

特定共同事業法の説明義務の過度な規

制を緩和すべきである。

 不動産特定共同事業商品の販売の効率

化とマーケットの拡大に寄与する。

「金融商品の販売等に関する法律」にお

いては説明義務を販売業者に課している

が、対面による説明まで要求しているもの

ではない。「説明」の概念の定義が法律

上存在しないが、現在の運用は宅地建物

取引業法第３５条の重要事項説明と同等

と解釈されているのが一般的となってお

り、実務上のコストは多大なものである。

投資信託や商品ファンド等他の金融商品

を販売する場合には書面の交付義務こそ

あれ、読んで聞かせるような説明義務ま

では課していない。昨年、同要望に対し

て金融庁及び国土交通省から「不動産特

定共同事業法の契約成立前における契

約内容説明義務に関して、その具体的態

様については、消費者保護やトラブル未

然防止等の観点から、個別の質問応答対

応を確保しつつ、ビデオ、ＤＶＤ等の電子

機器の活用を可能とするよう、所要の通

知を発する。」との回答が示された。ビデ

オ、ＤＶＤ等の電子機器の活用が可能に

なることは望ましいが、そもそも多数の不

動産をパッケージしている不動産特定共

同事業は投資信託や商品ファンドと同様

に金融商品であり、同等の書面の交付義

務を課すことで投資家保護は図られる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

都市計画法第７条、

第２１条

都市計画法第８条、

港湾法第３８条、第３

９条、第４０条

・各用途地域ごとに建築可能な建築

物の範囲又は建築してはならない建

築物の範囲が定められている。

また、区域区分は、無秩序な市街化を

防止し、計画的な市街化を図るため必

要がある場合に都道府県が都市計画

として定めるものであり、都市計画を

変更する必要が生じたときは、遅滞な

く、当該都市計画を変更しなければな

らないとされている。

・臨港地区内における建設物等の規

制は、地方公共団体等（港湾管理者）

の定める条例により行われている。

Ｄ

・工業専用地域は、工業の利便を増進

するため定める地域であり、物品販売

業を営む店舗の立地は、工業生産活

動の障害となることから建築が制限さ

れているものであり、一律に緩和する

ことは適当ではない。用途規制の緩

和が求められる区域の用途地域を変

更することにより対応できるほか、地

方公共団体の条例により建築物の用

途制限の緩和を定めることができる特

別用途地区や用途緩和型地区計画を

活用することにより、きめ細かく対応す

ることができる。さらに、工業の利便を

害するおそれがないと特定行政庁が

認めて許可することによっても対応が

可能である。

また、都市計画を変更する必要が生じ

たときは、適宜適切に変更するものと

されており、都道府県が区域区分の

都市計画の変更を行うことが可能で

ある。

・なお、臨港地区内における建築物等

の規制は、地方公共団体等（港湾管

理者）が定める条例に基づき行われ

ているものであるため、小規模店舗の

立地は地方公共団体等（港湾管理

者）の判断により可能であると考えて

いる。

　

z1200037 国土交通省 出店緩和への要望 5041 50410004 11
（社）日本フランチャイズチェー

ン協会
4 出店緩和への要望

・工業用地域、湾岸地区での出店緩和

・市街地調整区域において主要幹線道

路から一定範囲内の出店規制緩和もしく

は主要幹線道路沿線は市街化調整区域

に指定しないなど線引きの見直し。

・現在、工業専用地域及び港湾地域など

への小規模店舗出店が規制されている。

コンビニエンスストアがここまで日常の生

活に入り込んだ中で、この地域で出店で

きない生活者の利便性を阻害している。

・市街化調整区域におけるコンビニエンス

ストア出店は、緩和の方向にあるが、都道

府県における規制はまちまちであり公平

に欠ける。

・敷地面積、店舗面積に規制があり出店

が認められておらず、規制地域が緩和さ

れることで、住民、就業者への利便性向

上が図られます。

・車社会の中で、一定の規模の駐車場を

確保できないとお客様にとっては非常に

使いづらい店となってしまい、市街化調

整地域内では事実上出店が不可能であ

る。

都市計画法第２９

条、第３０条、第３７

条

　開発行為をしようとする者は、都道府

県知事等に所要の申請書・図面等を

提出し、許可を受けなければならない

が、市街化区域、区域区分が定められ

ていない都市計画区域、準都市計画

区域並びに都市計画区域及び準都市

計画区域の区域外における一定規模

未満のものについては許可不要とさ

れている。

　また、開発許可を受けた開発区域内

の土地においては、都市計画法第３６

条第３項の完了公告があるまでは建

築行為等が制限されるが、開発行為

に関する工事用の仮設建築物の建築

その他都道府県知事が支障がないと

認めた場合、実施が可能となってい

る。

d －

　市街化区域及び市街化調整区域に

おいて、１，５００㎡未満の開発行為が

許可を要することとされているのは、

建築物が密集していることや無秩序

な市街化の防止を図るために小規模

な開発行為を捕捉する必要性が高い

といったことによるものであり、それ以

外の区域では３，０００㎡未満又は1ha

未満の開発行為は許可が不要とされ

ている等、区域の特性に応じた対応

が図られている。

　国土交通省では、技術的助言として

示した開発許可制度運用指針におい

て、開発許可申請に係る提出書類等

の簡素化・統一化を図るとともに、小

規模な開発行為については特に事業

者負担の軽減を図るべきであると示し

ている。また、本年６月に都市計画法

第３７条ただし書に基づく建築制限の

解除制度の活用等柔軟な対応を促し

ており、個別案件に係る迅速な上記

制限解除の適用については、各開発

許可権者とご相談されたい。

規制改革・民間解放推進３カ年計画に

基づき措置済み
z1200038 国土交通省 ・店舗開発申請の効率化 5041 50410005 11

（社）日本フランチャイズチェー

ン協会
5 ・店舗開発申請の効率化

・開発申請から店舗建設許可までの期間

の短縮を図って欲しい。

・開発申請に関する提出書類を減らして

欲しい。

・開発申請を要する土地面積の規制緩和

（行政により異なるが1,500㎡未満の除

外）

・開発申請は、通常事前打合せを行い、

了解後、事前協議申請書を提出する。後

に市町村長の意見が出され、それを添付

し本申請をする。開発申請許可後、確認

申請が受理され許可され、事前打合せか

ら建築確認許可まで通常４～５ヶ月かか

る。事前協議、本申請での提出書類も多

く、資源の無駄である。

・無駄な許可待ちの時間がなくなること

で、早期営業開始が可能となり、その分

売上、利益が得られる。また、早期開店が

実現することによって、ビジネスチャンス

を確実に捉えることが可能になり、経営

者の出店意欲も高まり地域活性化に寄与

できる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

建築基準法第48条

第1項

法別表第2（い）

令130条の3

各用途地域ごとに建築可能な建築物

の範囲又は建築してはならない建築

物の範囲が定められている。

ｄ

用途地域を第２種低層住居専用地域

に変更することにより、１５０㎡までの

一定の小売店舗の建築が可能とな

る。また、地方公共団体の条例により

建築物の用途制限の緩和を定めるこ

とができる特別用途地区や用途緩和

型地区計画を活用することで対応が

可能である。さらに、当該用途地域の

良好な住居の環境を害するおそれが

ないものとして特定行政庁が認めて

許可することによっても対応が可能で

ある。

z1200039 国土交通省
・第1種低層住居専用地区における建

築制限の緩和
5041 50410006 11

（社）日本フランチャイズチェー

ン協会
6

・第1種低層住居専用地区における建

築制限の緩和

・大店法の廃止に伴い、中小小売店の活

性化策が必要となっています。小型点は

大型店には出来ない店、住接近で消費

者の利便性を図る事が重要な小型店の

活性化策の一つと考える。

・将来高齢化社会の到来が確実化してい

る。現状の大型店や商業集積中心の活性

化策では、一人暮らしの老人が買物に行

くだけでも一苦労してしまう可能性があ

る。生活に最低限必要な商品が身近で買

物が出来る環境を作ることが必要と考え

る。

・現状コンビニエンスストアの来店客の過

半数が歩いて5分以内のところから来店

されている。また学生や若い人が居住を

決定する場合の重要な判断材料としてコ

ンビニエンスストアが近くにあるかという

項目が上っている。コンビニエンスストア

が生活に密着した産業であるにも関わら

ず、住宅地に出店できないでいる。

・第1種低層住居専用地区には５０㎡まで

の店舗しか建てられない。

・第２種低層住居専用地区同様、１５０㎡ま

での店舗の建築を認めて欲しい。

道路法第２４条

　道路管理者以外の者は、道路に関

する工事の設計及び実施計画につい

て道路管理者の承認を受けて道路に

関する工事又は道路の維持を行うこと

ができる。

ｄ

　既設歩道への車両出入口の設置に

関しては、「１敷地に関して１箇所、６

ｍまで」といった全国一律の運用基準

はなく、道路管理者たる各地方公共団

体において、それぞれ一般的な運用

基準を定めつつ、歩行者の安全、沿道

施設への車両の出入りの円滑等のバ

ランスを考慮しながら、個別具体の箇

所に応じて各道路管理者が適切に対

応するものと考える。

z1200040 国土交通省
・既設歩道車両出入り口設置の規制

の緩和
5041 50410007 11

（社）日本フランチャイズチェー

ン協会
7

・既設歩道車両出入り口設置の規制

の緩和

・既設歩道に車両出入り口を設置する場

合には１敷地に関して１ヶ所、６ｍまでと

なっている。この基準を緩和して欲しい。

・コンビニエンスストア店舗駐車場への乗

り入れ口（切り下げ）の幅については各

自治体等によって、統一した基準がある。

しかし、今のような自動車社会を考慮する

と一律の運用ではなく、例えば、幹線道

路で歩行者の数が少ない場合には、安

全性を充分配慮した上での切り下げ幅を

広げられるような処置をして欲しい。

・この規制は歩行者保護の為に設けられ

ていると思われるが、現行の規制では道

路から駐車場へのスムーズな進入を妨

げ、かえって交通の安全の阻害をしてい

る。

・車の接近性の確保により、店舗周辺の

交通事故を未然に防げる。

・車客はスムーズに出入りでき、さらに使

いやすく快適な買物ができる。

・車客の便利性のアップにより、出店の可

能な立地が増える。

・「入れやすく、出やすい」店舗が増え、

店頭での事故防止に大きく寄与する。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

昭和４４年７月３日建

設省告示第３１８４

号、日本工業規格ＪＩ

Ｓ　Ａ　３３０２、浄化

槽の設計・施工上

の運用指針

処理人員の算定方式は、日本工業規

格「建築物の用途別による屎尿浄化

槽の処理対象人員算定基準（ＪＩＳ　Ａ

３３０２）」に定めるところによるものとす

る。

浄化槽の設計・施工上の運用指針に

おいて、コンビニエンスストアで、おで

ん、揚げ物、シェーク等、一般的に汚

濁負荷の高いファーストフードを提供

する場合は、百貨店の算定基準を適

用するなどの配慮が必要とされてい

る。

d

屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準

はＪＩＳ　Ａ　３３０２により建築物の用途

に応じて一般的な使用状況を想定し

て統一的に定められており、一般的

に汚濁負荷の高いファーストフードを

提供するコンビニエンスストアについ

ても衛生上の観点から必要な処理能

力を要求している。

なお、建築物の使用状況により、類似

施設の使用水量その他の資料から明

らかに実状に添わないと考えられる

場合は、当該資料などを基にしてこの

算定人員を増減することができるとさ

れており、現行制度下において、実状

に即した算定人員の設定が可能であ

る。

z1200041 国土交通省
・浄化槽設置容量基準の見直し（人槽

算定基準の統一化）について
5041 50410012 11

（社）日本フランチャイズチェー

ン協会
12

・浄化槽設置容量基準の見直し（人槽

算定基準の統一化）について

・浄化槽設置容量基準、全国統一基準の

設定

・建築物の用途別による浄化槽の処理対

象人員算定基準でコンビニエンスストアは

従来、店舗、マーケットとして算定されて

いたが、「おでん、揚げ物等、一般的に汚

濁負荷の高いファーストフードを提供する

場合は百貨店を適用するなどの配慮が必

要である」ということで、人槽の拡大は家

主負担、加盟店投資増を招く。現状、コン

ビニエンスストアの算定基準が各自治体

によって見解がまちまちであり不統一。

・人槽設定基準が曖昧であり、コンビニエ

ンスストアと百貨店を同一視するのは規

模的に考えても無理がある。また、ファー

ストフードの販売も、おでんしか販売しな

いチェーンもあれば揚げ物やシェークそ

の他も販売するチェーンもあるので、単純

に百貨店の基準を適用するのでなく、実

情に即した算定基準を設定してほしい。

道路整備特別措置

法第２条の４、第７条

の４、第７条の１５、

第１１条

道路整備特別措置

法施行令第１条の

５、第１条の６

高速道路の料金については、道路整

備特別措置法第１１条に基づき、「新

設、改築その他管理に要する費用で

政令（施行令第１条の５）で定めるもの

を償うものであり、かつ、公正妥当な

ものでなければならない。」とされて

いる。

ｂ -

高速道路の料金については、償還に

与える影響や利用者の負担の公平性

を確保することが必要であり、また、商

業車両、自家用車両等の利用目的に

応じた料金設定は、料金徴収実務上

においても困難であるが、別納割引

制度の廃止に伴い、大口・多頻度利

用者の利便を図る新たな割引制度を

検討中である。

z1200042 国土交通省 高速道路料金の軽減化 5048 50480008 11 社団法人　日本自動車工業会 8 高速道路料金の軽減化
商業車輌に対する高速道路料金の軽減

を図ってもらいたい。

現状、商業車輌に対する特別料金の設定

はない。

貨物自動車運送事業法及び貨物運送取

扱い事業法の改正により、運賃は自由化

となったものの、実質的には以前から自

由化状態にあり、運賃のデフレ化は進行

の一途を辿っている。

高速道路料金が車輌の高率稼働を著しく

阻害している。

又、現行料金は諸外国と比較し、驚異的

に高い。

・重点要望項目
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該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の
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措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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事項

補助
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要望
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実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路整備特別措置

法第２条の４、１１条

道路整備特別措置

法施行令第１の５、

第１の６

高速道路料金の車種区分について

は、より負担の公平を図る観点から、

昭和６３年の道路審議会答申を受け

て、平成元年の料金改定において、

それまで二輪車からマイクロバスや８

トン未満の貨物自動車までが含まれて

いた普通車の区分を「中型車」、「普

通車」、「軽自動車等」の３車種に分

け、自動二輪車については、「軽自動

車等」に区分している。

ｃ -

自動二輪車については、走行時に他

の車両と同様に１車線を占有し、交通

安全上必要な車間距離を確保する必

要があること（占有者負担）、また法定

の最高速度は他の車種と同様に１００

㎞であること（受益者負担）、さらに照

明、標識等に要する費用や道路巡回

費用等に関して、他の車種と同様の

負担を行うべきものと考えられること

（原因者負担）から総合的に勘案する

と軽自動車との差異はほとんどなく、

同一の車種区分とすることは適正で

あると認識している。

z1200043 国土交通省 二輪独自の高速道路通行料金設定 5048 50480009 11 社団法人　日本自動車工業会 9 二輪独自の高速道路通行料金設定

二輪車と四輪車とを車両占有面積や道路

損傷度の面から比較し、その結果を反映

した二輪独自の通行料金を設定されるこ

とを要望。

二輪車の高速道路通行料金は軽自動車

と同額になっている。

四輪車と比較して、占有面積・道路損傷

度の小さい二輪車が、高速道路通行料金

の根拠である「車種区分」ならびに「車種

間料金比較」に二輪車区分がないため、

二輪車専用料金の設定がない。

これは二輪車ユーザーに必要以上の経

済的負担を強いている。

・重点要望項目

駐車場法第２条第４

号

駐車場法第２条第４号は、同法におけ

る用語の意義を規定したものに過ぎ

ず、自動二輪車の受け入れが可能な

駐車施設の整備を規制するために設

けられたものではない。

d －

　駐車場法には、自動二輪車の駐車

場への受け入れを妨げるような規制

はないため、現行駐車場法で十分対

応可能であると認識している。

　なお、駐車場の附置義務制度につ

いては、具体的内容は条例により定

められている。

z1200044 国土交通省 自動二輪車の駐車場整備 5048 50480010 11 社団法人　日本自動車工業会 10 自動二輪車の駐車場整備
駐車場法の対象に大型自動二輪車、普

通自動二輪車を含ませていただきたい。

自動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）を受け

入れる駐車場が僅少である。

原動機付自転車（５０ｃｃ以下）は、平成５

年の自転車法の改正で自転車に原付自

転車が含まれることになったため、自転

車駐輪場への受け入れが可能になり、駐

車スペースは徐々に増えつつある。しか

し、自動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）は、

「自転車法」の対象外であるだけではな

く、「駐車場法」からも除外されているた

め、自動二輪車の駐車可能な駐車場の

設置及び改善が進まず、自動二輪車の

ユーザーの多くは、心ならずも路上駐車

を余儀なくされるなど、その行動を阻害す

る要因となっている。

・重点要望項目
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号
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要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的
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具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路法第４７条の２、

車両制限令第１６

条、車両の通行の

制限について（昭

和53年12月１日道

路局長通達）、特殊

な車両の通行の許

可に関する具体的

処理について（昭

和53年12月１日道

路交通管理課長通

達）

許可に係る協議手数料は、許可１件に

つき１，５００円。

許可の期間は最長１年間。

ｂ Ⅱ，Ⅳ

　手数料は、道路管理者間協議に必

要な経費として徴収しているものであ

るが、これまで道路管理者間協議に要

した時間・費用の実態と、現在の手数

料計算方法と道路管理者間協議の実

態について調査を行ってきたところで

あり、調査の結果を踏まえ見直しにつ

いて検討。

　許可の期間については、工事の実

施等により道路の状況等が常に変化

することを考慮し、制度創設当初は当

該車両の通行の都度許可を行ってい

たが、特殊車両を通行させる者の負担

軽減を図る観点から期間延長に努め

た結果、現在は１年を上限としている。

　一方、特殊車両の５割以上は無許可

で走行しており、更なる許可期間の延

長については慎重な対応が必要。

　３月より電子申請システムを導入し、

全国の申請状況を一元的に把握する

ことが可能となることから、その後の

申請状況、走行実態等を踏まえ、許可

期間の更なる延長について検討。

　なお、許可申請率が向上する等、制

度の適切な運用が図られれば、許可

期間の更なる延長を行うことも可能。

z1200045 国土交通省

特殊車両の通行許可申請手数料の見

直し及び通行許可期間の延長につい

て

5048 50480011 11 社団法人　日本自動車工業会 11
特殊車両通行許可申請における手数

料設定の見直し

◇下記項目についての見直しを要望

①許可期間の延長： 現行の最長1年から

の期間延長

②個別申請化：現行の5経路1パックを、1

経路単位での申請に変更

③更新時の手数料低減：現行は新規申

請時と更新時の手数料が同額

⇒ 通行経路数に関係なく、更新時は手

数料を一律として頂きたい。

現行手数料は５経路を１パックとして、１～

５経路＝１，５００円、６～１０経路＝３，０００

円と定められている。

更新（継続）申請も、新規と変わらない手

数料である･････手数(工数)に応じた手数

料になっていない。

道路法第４７条の２、

車両制限令第１６

条、車両の通行の

制限について（昭

和53年12月１日道

路局長通達）、特殊

な車両の通行の許

可に関する具体的

処理について（昭

和53年12月１日道

路交通管理課長通

達）

許可に係る協議手数料は、許可１件に

つき１，５００円。

許可の期間は最長１年間。

ｂ Ⅱ，Ⅳ

　手数料は、道路管理者間協議に必

要な経費として徴収しているものであ

るが、これまで道路管理者間協議に要

した時間・費用の実態と、現在の手数

料計算方法と道路管理者間協議の実

態について調査を行ってきたところで

あり、調査の結果を踏まえ見直しにつ

いて検討。

　許可の期間については、工事の実

施等により道路の状況等が常に変化

することを考慮し、制度創設当初は当

該車両の通行の都度許可を行ってい

たが、特殊車両を通行させる者の負担

軽減を図る観点から期間延長に努め

た結果、現在は１年を上限としている。

　一方、特殊車両の５割以上は無許可

で走行しており、更なる許可期間の延

長については慎重な対応が必要。

　３月より電子申請システムを導入し、

全国の申請状況を一元的に把握する

ことが可能となることから、その後の

申請状況、走行実態等を踏まえ、許可

期間の更なる延長について検討。

　なお、許可申請率が向上する等、制

度の適切な運用が図られれば、許可

期間の更なる延長を行うことも可能。

z1200045 国土交通省

特殊車両の通行許可申請手数料の見

直し及び通行許可期間の延長につい

て

5076 50760005 11 （社）全日本トラック協会 5
特殊車両の通行許可申請手数料の軽

減並びに許可期間の延長について

特殊車両の通行許可申請手数料の軽減

並びに許可期間の延長について

申請手数料→１,５００円/台、許可期間→１

年

平成１６年３月末より特殊車両通行許可の

「オンライン申請システム」が導入された

ことにより、申請手続きの簡素化が図られ

たが、申請手数料については道路管理

者間協議の時間・費用等の実態並びに

手数料計算方法について調査を実施し

検討するとされている。この検討をできる

だけ速やかに実施し手数料を軽減された

い。

また、一旦許可を得ても許可期間の更新

が生じた場合は、変更申請が必要となり

申請費用も別途必要となり、申請事業者

の申請に係る事務負担とコストを軽減す

るため許可期間の延長を図られたい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

車両制限令第３条

セミトレーラ連結車の車長の一般的制

限値は、高速自動車国道では１６．５

メートル、その他の道路では１２メート

ル。

分割可能貨物を積載するセミトレーラ

連結車の車長の許可限度は、積載物

が車両投影面からはみ出さない範囲

内で１７メートル。

ｃ －

　道路は一定の諸元の車両の通行を

想定し、この車両が安全かつ円滑に

通行できるよう設計されており、車両

制限令によって道路を通行する車両

の寸法、重さ等の最高限度（一般的制

限値）を定め（長さの場合１２ｍ）、制

限している。

　長さの一般的制限値（１２ｍ）を超え

る車両（長さ１７ｍの場合にも）の通行

にあっては、交差点などにおいて対

向車線等を侵さずに通行できる場合

は徐行することにより、対向車線等を

侵す場合は、徐行及び前後に誘導車

を配置することにより安全で円滑な通

行を確保している。このため、個別に

通行する車両の諸元と経路ごとに審

査を行い、必要に応じて徐行などの通

行条件を附して通行を許可しているの

が現状。

　その中で、直ちにすべての道路にお

いて長さの一般的制限値を引き上げ、

１７ｍまでの長さの車両が徐行などの

通行条件なしに通行することを可能と

することは、安全等の観点から困難で

ある。

z1200046 国土交通省
特殊車両通行許可制度における長さ

の緩和
5048 50480012 11 社団法人　日本自動車工業会 12

特殊車両通行許可制度における長さ

の緩和

車両制限令第3条で定められている長さ

の制限値を「セミトレーラー」については

連結長１２ｍから１７ｍに数値の見直しを

お願いしたい。

セミトレーラーのうち、連結長が１２ｍを超

えるものについては、１７ｍを限度として

車両の長さに対する特殊車両通行許可

の申請が必要である。

・車両の長さに関する制限値は、昭和36

年にさだめられて以来改定されていない

現状がある。

・昨今の物流・道路事情に鑑みれば、１２

ｍ超１７ｍ未満のセミトレーラーでの運行

は、申請手続きを要するほどの「特殊」と

はいえないと考える。

・重点要望項目

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5049 50490002 11

特定非営利活動法人ふれあい

福祉北九州
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳児や保護者が同行しない児童は単独

では移動が困難であり、子育ての支援や

子供の安全の確保のために、通園、通学

を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5049 50490003 11

特定非営利活動法人ふれあい

福祉北九州
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を申

請して拒絶された例がある。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。ＮＰＯ等が地方

公共団体に運営協議会の設置を申請し

て拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5049 50490004 11

特定非営利活動法人ふれあい

福祉北九州
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。ＮＰＯ等の

申請受付の窓口として企画課(内閣府へ

の申請の担当窓口)、交通対策課（○○

運輸局○○運輸支局の担当窓口)、福祉

課(高齢福祉課、障害対策課、児童福祉

課)などを明確に指示願いたい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5049 50490006 11

特定非営利活動法人ふれあい

福祉北九州
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第８０条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第２

４０号の道路運送法第８０条第一項の許可

の取扱い第4項運送の条件（４）運転者及

び（５）損害賠償措置に記載事項を守る事

で充分である。また、運輸支局への申請

書類を煩雑にする事は行政手続の簡略

化を目的とした事務合理化の方向に逆行

する事になる。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5049 50490007 11

特定非営利活動法人ふれあい

福祉北九州
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係によると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなる懸念される。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5065 50650002 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
2

道路運送法80条第1項による福祉有

償運送の必要性の周知と運営協議会

の設置の徹底

道路運送法の許可申請を希望するNPO

法人等がある場合、必ず、且つ速やかに

地方自治体が「運営協議会」を設置する

よう、通達に明記してほしい。

道路運送法の許可事業としての、福祉有

償運送事業の実施

NPO等のサービスを利用する移動困難者

が現実に存在している地域において、運

営協議会を設置する必要がないと断定し

ている市町村があるが、必要性がないと

断定することはできないはずである。

特にナシ

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5065 50650003 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
3

国旅自第240号通達の４（２）、「運送

の対象」における福祉有償運送の対

象者拡大

国旅自第240号通達の４（２）、「運送の対

象」の福祉有償運送において、乳幼児、

児童、短期間のけが人や妊産婦を含める

べきである。

乳幼児、児童の下校後の移動のサポート

による子育て支援や通学支援、妊産婦、

短期間のけが人を含む通院支援としての

福祉有償運送事業の実施

利用対象者に乳幼児、児童が含まれてい

ないこと。乳幼児や保護者のいない児童

は単独では移動が困難であり、通園・通

学はもちろん、子育てやこどもの安全を確

保する点からも、利用対象者として認めら

れるべきである。また、短期間の怪我や妊

産婦などからは、次のような要望が寄せ

られている。「まだ頭のやわらかい新生児

はゆっくり走っていただきたい、タクシ－

はいくらゆっくり走ってといっても無理。ま

た、妊産婦は足元が見えない上にふらつ

いて転倒 しやすい。荷物を持って、転ば

ないように手を貸して欲しいのです。介

助者つきの移動サ－ビスは妊婦にこそ必

要です。」

特にナシ
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5065 50650004 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
4

道路運送法80条第1項による福祉有

償運送の許可が不要な団体の明確化

道路運送法80条1項の福祉有償運送の

許可対象として、無償に近い任意団体に

よるボランティア活動や、補助金事業等の

資金投入が明らかである事業について、

取り扱いを明確化してほしい。

任意のボランティア団体による小規模の外

出支援活動の実施

好意の謝礼程度しか受け取らない活動

については、許可申請をする必要はない

とされているが、不明確である。全国に小

規模の任意のボランティア団体が数多くあ

り、ガソリン代の実費弁償は運送の対価

に当たらないのではないか。

特にナシ

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２４９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5065 50650005 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
5

道路運送法80条第1項による福祉有

償運送の「運営協議会」設置の担当

部署の明確化

自治体庁内に福祉と交通の担当課が分

かれているため、移動制約者の問題を担

当する部局が明確にならない。福祉輸送

にかかる担当部署を新しく配置、または特

定すべきである。

事務所所在地を含む活動圏内で道路運

送法の許可事業として、福祉有償運送事

業を行う。

運営協議会の設置主体は240号通達に

よって、地方自治体の中で福祉・交通施

策担当課が双方で担当を譲り合う状態が

生じており、運営協議会設置がなかなか

進まないため。

特にナシ
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5068 50680002 11

特定非営利活動法人　福祉交

通支援センター
2

道路運送法80条第1項による福祉有

償運送の許可の条件整備としての

「運営協議会」設置

厚生労働省と国土交通省は、全都道府県

に運営協議会が設置されるよう指導すべ

きである。ガイドラインによる許可申請の

猶予期間を概ね2年程度としていることか

ら、平成16年度中に実現すべきものとし

て設置の義務化をお願いしたい。

道路運送法の許可を受けて行う福祉有

償運送事業の実施

運営協議会の設置主体は240号通達に、

地方公共団体が主宰することが明記され

ているものの、実際には都道府県・市町

村ともに協議会設置に消極的で、運営協

議会が殆ど設置されていないから。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5088 50880002 11

特定非営利活動法人北九州あ

いの会
2 ボランティアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を追

加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

やほ子供の安全の確保の為、通園、通学

を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5088 50880003 11

特定非営利活動法人北九州あ

いの会
3 ボランティアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、地

方公共団体は運営協議会の設置を拒む

ことは出来ないと明記願いたい。NPO等

が地方公共団体に運営協議会の設置を

申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5088 50880004 11

特定非営利活動法人北九州あ

いの会
4 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願い

したい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて、受付の部局が定まらずNPO等が困

惑している事例があると聞く。NPO等の申

請窓口としての企画課(内閣府への申請

の窓口）交通対策課（○○運輸局○○運

輸愚痴担当窓口）福祉課（高齢福祉課、

障害対策課、児童福祉課）などを明確に

指示願いたい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5088 50880006 11

特定非営利活動法人北九州あ

いの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８０

条の有償運送許可を得る場合と非営利法

人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可

を得る場合の申請書の差別をなくしてレ

ベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との間

には「許可の取扱いに係る様式例等」に

著しい差があるが、両者共に道路運送法

第８０条一項の許可の取扱い手続である

ので、後者を差別して取り扱うことは不当

かつ不公平な取扱いである。前者の様式

例等に揃えてできるだけ後者の許可申

請書を簡略して頂きたい。利用者の安全

性の担保のためには、国自旅第２４０号の

道路運送法第８０条一項許可の取扱い第

４項運送の条件（４）運転者及び（５）損害

賠償措置に記載事項を守ることで十分で

ある。また、運輸支局への申請書類を煩

雑にする事は行政手続の簡略化を目的と

した事務合理化の方向に逆行する事に

なる。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5088 50880007 11

特定非営利活動法人北九州あ

いの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただき

たい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは整合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の政

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、時間数等はバス、タクシー等関

係交通機関とは比較にならない小規模

であり、整合或いは補完の関係にあると

考えるのは著しい事実誤認である。した

がって自息に密着した福祉輸送を充実さ

せたいという期待に反して運営協議会の

議論は、相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

40/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5089 50890002 11

特定非営利活動法人久留米た

すけあいの会
2 ボランテアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を追

加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

やほ子供の安全の確保の為、通園、通学

を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5089 50890003 11

特定非営利活動法人久留米た

すけあいの会
3 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、地

方公共団体は運営協議会の設置を拒む

ことは出来ないと明記願いたい。NPO等

が地方公共団体に運営協議会の設置を

申請して拒絶された例がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5089 50890004 11

特定非営利活動法人久留米た

すけあいの会
4 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願い

したい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて、受付の部局が定まらずNPO等が困

惑している事例があると聞く。NPO等の申

請窓口としての企画課(内閣府への申請

の窓口）交通対策課（○○運輸局○○運

輸愚痴担当窓口）福祉課（高齢福祉課、

障害対策課、児童福祉課）などを明確に

指示願いたい。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２５９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5089 50890006 11

特定非営利活動法人久留米た

すけあいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８０

条の有償運送許可を得る場合と非営利法

人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可

を得る場合の申請書の差別をなくしてレ

ベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との間

には「許可の取扱いに係る様式例等」に

著しい差があるが、両者共に道路運送法

第８０条一項の許可の取扱い手続である

ので、後者を差別して取り扱うことは不当

かつ不公平な取扱いである。前者の様式

例等に揃えてできるだけ後者の許可申

請書を簡略して頂きたい。利用者の安全

性の担保のためには、国自旅第２４０号の

道路運送法第８０条一項許可の取扱い第

４項運送の条件（４）運転者及び（５）損害

賠償措置に記載事項を守ることで十分で

ある。また、運輸支局への申請書類を煩

雑にする事は行政手続の簡略化を目的と

した事務合理化の方向に逆行する事に

なる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5089 50890007 11

特定非営利活動法人久留米た

すけあいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただき

たい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは整合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の政

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、時間数等はバス、タクシー等関

係交通機関とは比較にならない小規模

であり、整合或いは補完の関係にあると

考えるのは著しい事実誤認である。した

がって自息に密着した福祉輸送を充実さ

せたいという期待に反して運営協議会の

議論は、相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5097 50970002 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
2 ボランテアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児童」を追加す

る。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保の為、通園、通学を

含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5097 50970003 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
3 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、地

方公共団体は運営協議会の設置を拒む

ことは出来ないと明記願いたい。NPO等

が地方公共団体に運営協議会の設置を

申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5097 50970004 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願い

したい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて、受付の部局が定まらずNPO等が困

惑している事例があると聞く。NPO等の申

請窓口としての企画課(内閣府への申請

の窓口）交通対策課（○○運輸局○○運

輸愚痴担当窓口）福祉課（高齢福祉課、

障害対策課、児童福祉課）などを明確に

指示願いたい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5097 50970006 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８０

条の有償運送許可を得る場合と非営利法

人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可

を得る場合の申請書の差別をなくしてレ

ベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との間

には「許可の取扱いに係る様式例等」に

著しい差があるが、両者共に道路運送法

第８０条一項の許可の取扱い手続である

ので、後者を差別して取り扱うことは不当

かつ不公平な取扱いである。前者の様式

例等に揃えてできるだけ後者の許可申

請書を簡略して頂きたい。利用者の安全

性の担保のためには、国自旅第２４０号の

道路運送法第８０条一項許可の取扱い第

４項運送の条件（４）運転者及び（５）損害

賠償措置に記載事項を守ることで十分で

ある。また、運輸支局への申請書類を煩

雑にする事は行政手続の簡略化を目的と

した事務合理化の方向に逆行する事に

なる。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5097 50970007 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただき

たい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは整合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の政

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、時間数等はバス、タクシー等関

係交通機関とは比較にならない小規模

であり、整合或いは補完の関係にあると

考えるのは著しい事実誤認である。した

がって自息に密着した福祉輸送を充実さ

せたいという期待に反して運営協議会の

議論は、相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5099 50990002 11

特定非営利活動法人福岡たす

けあいの会
2 ボランテアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を追

加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

やほ子供の安全の確保の為、通園、通学

を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5099 50990003 11

特定非営利活動法人福岡たす

けあいの会
3 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、地

方公共団体は運営協議会の設置を拒む

ことは出来ないと明記願いたい。NPO等

が地方公共団体に運営協議会の設置を

申請して拒絶された例がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5099 50990004 11

特定非営利活動法人福岡たす

けあいの会
4 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願い

したい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて、受付の部局が定まらずNPO等が困

惑している事例があると聞く。NPO等の申

請窓口としての企画課(内閣府への申請

の窓口）交通対策課（○○運輸局○○運

輸愚痴担当窓口）福祉課（高齢福祉課、

障害対策課、児童福祉課）などを明確に

指示願いたい。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２６９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5099 50990006 11

特定非営利活動法人福岡たす

けあいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８０

条の有償運送許可を得る場合の申請書

の差別をなくしてレベルを揃えて頂きた

い。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との間

には「許可の取扱いに係る様式例等」に

著しい差があるが、両者共に道路運送方

第８０条１項の許可の取扱い手続である

ので、降車を差別して取り扱うことは不当

かつ不公平な取扱いである。前者の様式

例等に揃えてできるだけ降車の許可申

請書を簡略して頂きたい。利用者の安全

性の担保のためには、国自旅第２４０号の

道路運送法第８０条一項許可の取扱い第

４校運送の条件（４）運転者及び（５）損害

賠償措置に記載事項を守ることで十分で

ある。また、運輸支局への申請書類を煩

雑にする事は行政手続の簡略化を目的と

した事務合理化の方向に逆行する事に

なる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5099 50990007 11

特定非営利活動法人福岡たす

けあいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただき

たい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは整合或いは保管の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の政

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動ダル。ボランティアによる

福祉有償運送は、参加するボランティアの

人数、時間数、報酬金額等はバス、タク

シー等関係交通機関とは比較にならない

小規模であり、整合或いは保管の関係に

あると考えるのは著しい事実誤認であ

る。したがって自息に密着した福祉輸送

を充実させたいという期待に反して運営

協議会の議論は、相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5100 51000002 11 特定非営利活動法人くるくる 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5100 51000003 11 特定非営利活動法人くるくる 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5100 51000004 11 特定非営利活動法人くるくる 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5100 51000006 11 特定非営利活動法人くるくる 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5100 51000007 11 特定非営利活動法人くるくる 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5100 51000008 11 特定非営利活動法人くるくる 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5101 51010002 11

特定非営利活動法人さわやか

ファミリーサポートセンター
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5101 51010003 11

特定非営利活動法人さわやか

ファミリーサポートセンター
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２７９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5101 51010004 11

特定非営利活動法人さわやか

ファミリーサポートセンター
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5101 51010006 11

特定非営利活動法人さわやか

ファミリーサポートセンター
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5101 51010007 11

特定非営利活動法人さわやか

ファミリーサポートセンター
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5101 51010008 11

特定非営利活動法人さわやか

ファミリーサポートセンター
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5102 51020002 11 稲沢福祉ネットワークなおい 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5102 51020003 11 稲沢福祉ネットワークなおい 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5102 51020004 11 稲沢福祉ネットワークなおい 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5102 51020006 11 稲沢福祉ネットワークなおい 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5102 51020007 11 稲沢福祉ネットワークなおい 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5102 51020008 11 稲沢福祉ネットワークなおい 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２８９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5103 51030002 11

特定非営利活動法人尾張地域

福祉を考える会まごころ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5103 51030003 11

特定非営利活動法人尾張地域

福祉を考える会まごころ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5103 51030004 11

特定非営利活動法人尾張地域

福祉を考える会まごころ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5103 51030006 11

特定非営利活動法人尾張地域

福祉を考える会まごころ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5103 51030007 11

特定非営利活動法人尾張地域

福祉を考える会まごころ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5103 51030008 11

特定非営利活動法人尾張地域

福祉を考える会まごころ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5104 51040002 11

特定非営利活動法人瀬戸地域

福祉を考える会まごころ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5104 51040003 11

特定非営利活動法人瀬戸地域

福祉を考える会まごころ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5104 51040004 11

特定非営利活動法人瀬戸地域

福祉を考える会まごころ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5104 51040006 11

特定非営利活動法人瀬戸地域

福祉を考える会まごころ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第２９９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5104 51040007 11

特定非営利活動法人瀬戸地域

福祉を考える会まごころ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３００号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5104 51040008 11

特定非営利活動法人瀬戸地域

福祉を考える会まごころ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5105 51050002 11

特定非営利活動法人ワーカー

ズかすがい
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5105 51050003 11

特定非営利活動法人ワーカー

ズかすがい
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5105 51050004 11

特定非営利活動法人ワーカー

ズかすがい
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5105 51050006 11

特定非営利活動法人ワーカー

ズかすがい
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5105 51050007 11

特定非営利活動法人ワーカー

ズかすがい
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5105 51050008 11

特定非営利活動法人ワーカー

ズかすがい
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5106 51060002 11

特定非営利活動法人在宅福祉

の会じゃがいも
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5106 51060003 11

特定非営利活動法人在宅福祉

の会じゃがいも
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３０９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5106 51060004 11

特定非営利活動法人在宅福祉

の会じゃがいも
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5106 51060006 11

特定非営利活動法人在宅福祉

の会じゃがいも
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5106 51060007 11

特定非営利活動法人在宅福祉

の会じゃがいも
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5106 51060008 11

特定非営利活動法人在宅福祉

の会じゃがいも
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5107 51070002 11 地域たすけあいあゆみ 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。

69/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5107 51070003 11 地域たすけあいあゆみ 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5107 51070004 11 地域たすけあいあゆみ 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5107 51070006 11 地域たすけあいあゆみ 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5107 51070007 11 地域たすけあいあゆみ 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5107 51070008 11 地域たすけあいあゆみ 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３１９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5108 51080002 11

東海市在宅介護家事援助の会

ふれ愛
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5108 51080003 11

東海市在宅介護家事援助の会

ふれ愛
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5108 51080004 11

東海市在宅介護家事援助の会

ふれ愛
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5108 51080006 11

東海市在宅介護家事援助の会

ふれ愛
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5108 51080007 11

東海市在宅介護家事援助の会

ふれ愛
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5108 51080008 11

東海市在宅介護家事援助の会

ふれ愛
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5109 51090002 11

特定非営利活動法人ベタニア

ホーム
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5109 51090003 11

特定非営利活動法人ベタニア

ホーム
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5109 51090004 11

特定非営利活動法人ベタニア

ホーム
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5109 51090006 11

特定非営利活動法人ベタニア

ホーム
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３２９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5109 51090007 11

特定非営利活動法人ベタニア

ホーム
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5109 51090008 11

特定非営利活動法人ベタニア

ホーム
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5110 51100002 11 特定非営利活動法人ひだまり 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5110 51100003 11 特定非営利活動法人ひだまり 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5110 51100004 11 特定非営利活動法人ひだまり 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5110 51100006 11 特定非営利活動法人ひだまり 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5110 51100007 11 特定非営利活動法人ひだまり 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5110 51100008 11 特定非営利活動法人ひだまり 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5111 51110002 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5111 51110003 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３３９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5111 51110004 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5111 51110006 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5111 51110007 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5111 51110008 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5112 51120002 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5112 51120003 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5112 51120004 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5112 51120006 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5112 51120007 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5112 51120008 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３４９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5113 51130002 11 ほっと愛 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5113 51130003 11 ほっと愛 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5113 51130004 11 ほっと愛 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5113 51130006 11 ほっと愛 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5113 51130007 11 ほっと愛 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5113 51130008 11 ほっと愛 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5114 51140002 11

ＮＰＯ法人自立支援センター四

岳館
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5114 51140003 11

ＮＰＯ法人自立支援センター四

岳館
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5114 51140004 11

ＮＰＯ法人自立支援センター四

岳館
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5114 51140006 11

ＮＰＯ法人自立支援センター四

岳館
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３５９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5114 51140007 11

ＮＰＯ法人自立支援センター四

岳館
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5114 51140008 11

ＮＰＯ法人自立支援センター四

岳館
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5115 51150002 11

特定非営利活動法人移動ネッ

トあいち
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5115 51150003 11

特定非営利活動法人移動ネッ

トあいち
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5115 51150004 11

特定非営利活動法人移動ネッ

トあいち
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5115 51150006 11

特定非営利活動法人移動ネッ

トあいち
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5115 51150007 11

特定非営利活動法人移動ネッ

トあいち
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5115 51150008 11

特定非営利活動法人移動ネッ

トあいち
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5116 51160002 11

特定非営利活動法人西三河在

宅介護支援センター
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5116 51160003 11

特定非営利活動法人西三河在

宅介護支援センター
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３６９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5116 51160004 11

特定非営利活動法人西三河在

宅介護支援センター
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5116 51160006 11

特定非営利活動法人法人西三

河在宅介護支援センター
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5116 51160007 11

特定非営利活動法人西三河在

宅介護支援センター
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5116 51160008 11

特定非営利活動法人西三河在

宅介護支援センター
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5117 51170002 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5117 51170003 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5117 51170004 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5117 51170006 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5117 51170007 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5117 51170008 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３７９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5118 51180002 11

特定非営利活動法人たすけあ

い名古屋
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5118 51180003 11

特定非営利活動法人たすけあ

い名古屋
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5118 51180004 11

特定非営利活動法人たすけあ

い名古屋
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5118 51180006 11

特定非営利活動法人たすけあ

い名古屋
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5118 51180007 11

特定非営利活動法人たすけあ

い名古屋
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5118 51180008 11

特定非営利活動法人たすけあ

い名古屋
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5119 51190002 11

福祉サポートセンターさわやか

名城
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5119 51190003 11

福祉サポートセンターさわやか

名城
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5119 51190004 11

福祉サポートセンターさわやか

名城
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。

106/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5119 51190006 11

福祉サポートセンターさわやか

名城
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３８９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5119 51190007 11

福祉サポートセンターさわやか

名城
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5119 51190008 11

福祉サポートセンターさわやか

名城
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5120 51200002 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5120 51200003 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5120 51200004 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5120 51200006 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5120 51200007 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5120 51200008 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5121 51210002 11

特定非営利活動法人ゆめじろ

う
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5121 51210003 11

特定非営利活動法人ゆめじろ

う
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第３９９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5121 51210004 11

特定非営利活動法人ゆめじろ

う
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４００号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5121 51210006 11

特定非営利活動法人ゆめじろ

う
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5121 51210007 11

特定非営利活動法人ゆめじろ

う
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。

113/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5121 51210008 11

特定非営利活動法人ゆめじろ

う
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5122 51220002 11

特定非営利活動法人ふれあい

ネットワーク美浜
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5122 51220003 11

特定非営利活動法人ふれあい

ネットワーク美浜
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5122 51220004 11

特定非営利活動法人ふれあい

ネットワーク美浜
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5122 51220006 11

特定非営利活動法人ふれあい

ネットワーク美浜
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5122 51220007 11

特定非営利活動法人ふれあい

ネットワーク美浜
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5122 51220008 11

特定非営利活動法人ふれあい

ネットワーク美浜
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４０９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5123 51230002 11

特定非営利活動法人介護サー

ビスさくら
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5123 51230003 11

特定非営利活動法人介護サー

ビスさくら
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5123 51230004 11

特定非営利活動法人介護サー

ビスさくら
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5123 51230006 11

特定非営利活動法人介護サー

ビスさくら
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5123 51230007 11

特定非営利活動法人介護サー

ビスさくら
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5123 51230008 11

特定非営利活動法人介護サー

ビスさくら
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5124 51240002 11

知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5124 51240003 11

知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5124 51240004 11

知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。

121/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5124 51240006 11

知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４１９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5124 51240007 11

知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5124 51240008 11

知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5125 51250001 11 特定非営利活動法人りんりん 1 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5126 51260002 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5126 51260003 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5126 51260004 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5126 51260006 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5126 51260007 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5127 51270002 11 特定非営利活動法人ゆいの会 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5127 51270003 11 特定非営利活動法人ゆいの会 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４２９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5127 51270005 11 特定非営利活動法人ゆいの会 5 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5128 51280001 11 ＮＰＯさわやか豊田 1 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5128 51280002 11 ＮＰＯさわやか豊田 2 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5128 51280004 11 ＮＰＯさわやか豊田 4 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5128 51280005 11 ＮＰＯさわやか豊田 5 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5128 51280006 11 ＮＰＯさわやか豊田 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係にあると考えるのは著しい事実誤

認である。したがって地域に密着した福

祉輸送を充実したいという期待に反して

運営協議会の議論は相互に噛み合わな

い空転したものとなると懸念される。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5129 51290002 11

特定非営利活動法人あいの会

春日井まごころ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5129 51290003 11

特定非営利活動法人あいの会

春日井まごころ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5129 51290004 11

特定非営利活動法人あいの会

春日井まごころ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5129 51290006 11

特定非営利活動法人あいの会

春日井まごころ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４３９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5129 51290007 11

特定非営利活動法人あいの会

春日井まごころ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは競合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の施

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、規模、時間数、報酬金額等はバ

ス、タクシー等関係交通機関とは比較に

ならない小規模であり、競合或いは補完

の関係あると考えるのは著しい事実誤認

である。したがって地域に密着した福祉

輸送を充実したいという期待に反して運

営協議会の議論は相互に噛み合わない

空転したものとなると懸念される。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5130 51300002 11

特定非営利活動法人やさしい

手
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5130 51300003 11

特定非営利活動法人やさしい

手
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送が

行われている地域においては、ＮＰＯ等

からの申請があった場合には、地方公共

団体は運営協議会の設置を拒むことは出

来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請して拒絶された例がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5130 51300004 11

特定非営利活動法人やさしい

手
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が困

惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願い

たい。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5130 51300006 11

特定非営利活動法人やさしい

手
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5130 51300007 11

特定非営利活動法人やさしい

手
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5131 51310002 11 ＮＰＯ法人絆 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。

135/157



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5132 51320002 11

ケアサポーターズさわやかとよ

あけ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

や子供の安全の確保のために、通園、通

学を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5132 51320004 11

ケアサポーターズさわやかとよ

あけ
4 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂き

たい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、事

務局体制の整備あるいは運転ボランティ

アの安全教育を担当する。.愛知県下の法

人格をもたないＮＰＯ（任意団体、個人）

が中間支援団体（ＮＰＯ法人）に所属する

形で運送に携わり「特定非営利活動法人

移動ネットあいち」が愛知運輸支局へ申

請することは適切な行為であると判断す

る。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5132 51320005 11

ケアサポーターズさわやかとよ

あけ
5 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第８０条

の有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可を

得る場合の申請書の差別を無くしてレベ

ルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との間

には「許可の取り扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運送

法第80条第一項の許可の取扱い手続き

であるので、後者を差別して取扱うことは

不当かつ不公平な取扱いである。前者の

様式例等に揃えて出来るだけ後者の許

可申請書を簡略にして頂きたい。利用者

の安全性の確保のためには、国自旅第

240号の道路運送法第80条第一項の許

可の取扱い第4項運送の条件（4）運転者

及び（5）損害賠償措置に記載事項を守る

事で充分である。また、運輸支局への申

請書類を煩雑にする事は行政手続きの簡

略化を目的とした事務合理化の方向に逆

行する事になる。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４４９号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5133 51330005 11 愛知県 5

福祉有償運送における運営協議会を

地方運輸局が必要に応じて設置す

る。

「福祉有償運送及び過疎地有償運送に

係る道路交通法第８０条第１項による許可

の取扱いについて」（平成１６年３月１６日

付け国自旅第２４０号）に基づく福祉有償

運送制度において、地方公共団体が主

宰する運営協議会を設置することとされ

ているが、これを運送に関する許可権限

を有する地方運輸局がその必要性に応じ

て設置し、主宰することとする。

「福祉有償運送及び過疎地有償運送に

係る道路交通法第８０条第１項による許可

の取扱いについて」（平成１６年３月１６日

付け国自旅第２４０号）に基づく福祉有償

運送制度において、地方公共団体が主

宰する運営協議会を設置することとされ

ているが、これを運送に関する許可権限

を有する地方運輸局がその必要性に応じ

て設置し、主宰することとする。

福祉有償運送において同法に基づき運

送に関する許可権限を有するのは地方運

輸局である。この許可権限のない地方公

共団体が運営協議会を設置し主宰したと

としても、関係者の意見調整の場を設け

るだけであり、道路運送法との整合性の

観点からの調整を困難である。仮に、運

営協議会における意見や調整結果が地

方運輸局の許可に当たっての参考意見

を聞く場であるとすれば、地方運輸局が

直接主宰すべきものである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5134 51340003 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
3 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃

運送の対象者に乳幼児・児童を追加す

る。

乳幼児や保護者が同行できない児童は

単独での移動が困難であり、子育ての援

助や安全確保のために、通園、通学を含

めて利用対象者として認められるべきで

ある。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５１号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5134 51340004 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会設置義務の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等から申請があっ

た場合運営協議会の設置を拒むことはで

きない。

運営協議会は必要ないとする市町村団

体担当者の発言がある。運営協議会の設

置を拒否することはできない旨明記願い

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５２号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5134 51340005 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
5 ボランティアによる福祉有償運送 地方公共団体での申請受付窓口の明示

地方公共団体はＮＰＯ等から申請があっ

た場合は都道府県或いは市区町村の責

任で受付け、責任ある調整をお願いした

い

運営協議会の設置主体が市町村を基本

単位としつつも広域や都道府県でも可能

とされていることによって都道府県と地区

町村が双方担当を譲り合う状態が生じて

いる。　　　　また、市区町村において担当

部署の譲り合いも生じている。　申請窓口

を明確に指示、受け付けるよう明記願い

たい。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５３号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5134 51340006 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃

道路運送法第4条又は４３条による事業許

可を得た営利法人の事業所が第80条の

有償運送許可を得る場合と非営利法人

（ＮＰＯ等）が第80条の有償運送許可を

得る場合の差別を撤廃していただきた

い。

道路運送法第4条又は４３条による事業許

可を得た営利法人の事業所が訪問介護

員の持ち込み車両を一括登録という容易

な方法で使用でき非営利法人（ＮＰＯ等）

が持ち込み車両を全て許可申請しなけれ

ばならないのは不公平である。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５４号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5138 51380002 11

特定非営利活動法人　地域福

祉を支える会　そよかぜ
2 ボランティアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を追

加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援助

やほ子供の安全の確保の為、通園、通学

を含めて認められるべきである。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５５号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5138 51380003 11

特定非営利活動法人　地域福

祉を支える会　そよかぜ
3 ボランティアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、NPO

等からの申請があつた場合には、地方公

共団体は運営協議会の設置を拒むことは

出来ないと明記願いたい。NPO等が地方

公共団体に運営協議会の設置を申請し

て拒絶された例がある。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５６号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5138 51380004 11

特定非営利活動法人　地域福

祉を支える会　そよかぜ
4 ボランティアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義務

の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願い

したい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会の

設置を申請しても窓口をたらい回しにさ

れて、受付の部局が定まらずNPO等が困

惑している事例があると聞く。NPO等の申

請窓口としての企画課(内閣府への申請

の窓口）交通対策課（○○運輸局○○運

輸愚痴担当窓口）福祉課（高齢福祉課、

障害対策課、児童福祉課）などを明確に

指示願いたい。

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５７号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5138 51380006 11

特定非営利活動法人　地域福

祉を支える会　そよかぜ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８０

条の有償運送許可を得る場合と非営利法

人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送許可

を得る場合の申請書の差別をなくしてレ

ベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との間

には「許可の取扱いに係る様式例等」に

著しい差があるが、両者共に道路運送法

第８０条一項の許可の取扱い手続である

ので、後者を差別して取り扱うことは不当

かつ不公平な取扱いである。前者の様式

例等に揃えてできるだけ後者の許可申

請書を簡略して頂きたい。利用者の安全

性の担保のためには、国自旅第２４０号の

道路運送法第８０条一項許可の取扱い第

４項運送の条件（４）運転者及び（５）損害

賠償措置に記載事項を守ることで十分で

ある。また、運輸支局への申請書類を煩

雑にする事は行政手続の簡略化を目的と

した事務合理化の方向に逆行する事に

なる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路運送法第８０条

第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般乗

用旅客自動車運送

事業の許可等の取

扱いについて」（平

成１６年３月１６日

国自旅第４５８号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バ

スが廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行す

る場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共

交通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送

サービスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に

限り自家用自動車による有償運送を許可しているところであ

る。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共交

通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点か

らも一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自

治体に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を

依頼しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につ

いては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府

県については現在相談窓口について照会中であり、結果がま

とまり次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部

又は運輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体

の責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わること

が可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送

事業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号

は、NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きであ

る。このため、前者については既に厳しい審査を経ている事業

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和
5138 51380007 11

特定非営利活動法人　地域福

祉を支える会　そよかぜ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただき

たい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティア

による福祉有償運送とバス、タクシー等関

係交通機関とは整合或いは補完の関係

にあるとは考えられないので、バス、タク

シー等の代表の参加は不要と考える。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、ご近所

の助け合い活動が本質であり、行政の政

策或いは株式会社等の収益事業とは領

域が異なる活動である。ボランティアによ

る福祉有償運送は、参加するボランティア

の人数、時間数等はバス、タクシー等関

係交通機関とは比較にならない小規模

であり、整合或いは補完の関係にあると

考えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実さ

せたいという期待に反して運営協議会の

議論は、相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

・道路運送車両法

75条（平成26年法

律第185号）

・道路運送車両の

保安基準　第17条

（昭和26年運輸省

令第67号）

道路運送車両の保安基準において

は、LPガス自動車のガス容器等の燃

料装置に関する基準を規定しており、

ガス容器については、容器保安規則

第7条及び第17条に規定する構造及

び機能を有するものであることとされ

ている。

e －

自動車の検査の際においては、ガス

容器を含め部品や装置の取り外しを

することなく、保安基準への適合性を

確認している。

z1200048 国土交通省

LPガス自動車における燃料容器・附

属品のUN-ECE自動車基準67号との

整合化・相互認証化

5058 50580001 11
コープ低公害車開発　株式会

社
1

LPガス自動車における燃料容器・附

属品のUN-ECE自動車基準67号との

整合化・相互認証化

１．LPガス自動車の燃料容器・附属品の

UN－ECE基準67号（LPG車の構造）への

整合　　　　　　　　　２．UN-ECE基準67号適

合の燃料容器・附属品の国内検査の省

略　　　　　　　　　　　３．日本におけるUN-

ECE基準67号の検査認証機関を高圧ガ

ス保安協会を指定

・・・・・・・・・・・・現在の法体系では国際

基準として国連欧州経済委員会自動車

部会（1958年協定）と整合せず、日本へ

こうした部品や、それらを組み込んだ完

成自動車の輸入は事実上不可能である。

世界中でこの基準を満たした製品の輸入

や走行は、大半の国で相互認証又はみ

なし認証されているが、日本だけは、い

ずれも認められていない。このため、

ユーザーは選択する権利を失うと共に、

日本からのLPガス自動車輸出も困難と

なり、国際競争力の低下も懸念される。本

要望は燃料容器・附属品について、UN-

ECE自動車基準との整合を要望し、法令

の改正を求めるものである。

・UN-ECE基準67号に適合した部品を使

用したLPガス自動車の販売、改造

・UN-ECE基準67号に整合した部品を使

用した海外LPガス自動車の国内販売

・海外向けにUN-ECE基準67号に適合し

たLPガス自動車の輸出　　　　　　　　・市

場規模　　　　　　　約40億円規模

現状のLPガス自動車では「燃料タンク・バルブ等」と

「自動車本体」が、それぞれ高圧ガス保安法と道路

運送車両の保安基準の２つで規制されている。とこ

ろが、高圧ガス保安法では、自動車の国際基準とし

て日本も批准しているUN-ECE基準67号の適合品

は、部品単体、車両組み込みの完成車状態でも、

国内で再度検査を求められ、事実上輸入が不可能

になっている。また、日本で容器検査のために車

両からおろすと、国土交通省の型式認定制度を取得

できない。世界各国で「自動車分野の国際基準」と

してECE基準又はグローバル協定として相互認証又

は認証品の受入（国内検査の省略）が行われてお

り、約830万台のLPガス自動車が走行している。高

圧ガス保安法において「UN-ECE基準67号との整

合」が行われ、国際基準と整合化が行われる事で、

海外で大規模流通している（約830万台）部品を使用

することでのLPガス自動車のコストダウンによる消

費者メリット、国内自動車メーカーのLPガス自動車

の輸出可能性が出てくる。また、現状日本の部品

メーカーは、UN-ECE基準67号認証を受ける為に欧

州まで行き認証を受けているが、この部品は日本国

内で使用ができないという矛盾を抱えており、経済

的な損失は極めて大きく、日本においても燃料容

器・附属品部分については、現状の高圧ガス保安

協会等を認証機関とすることで国外における競争力

強化となるため整合性を求めるものである。尚、本

件に関して平成11年に当社からも内閣府OTO室を

通じて要望をしたが、状況は変化していない。

参考資料　　　　　　　・平

成11年旧通産省規制緩

和要望事項　    ・平成

11年旧経済企画庁（現

内閣府）OTO申し立て内

容　　　    　・駐日欧州委

員会代表部　要望事項

・UN-ECE基準とは
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該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の
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要望理由
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（特記事項）

道路運送車両法第

８０条第１項

道路運送車両法施

行規則第５７条

自動車分解整備事業を行うための設

備基準は、道路運送車両法施行規則

第５７条に定められており、普通自動

車及び小型自動車の動力伝達装置等

を分解整備するには少なくとも５３ｍ2

の作業場面積が必要とされている。

ｃ -

　５３ｍ2との面積要件は、自動車の分

解整備に必要な作業機械を備えた上

で、分解整備を安全かつ確実に行う

にあたり必要最小限のものであり、こ

れ以上作業面積を小さくしてしまうと、

分解整備作業に従事する従業員の安

全が確保できないばかりか、適切な

分解整備ができなくなるおそれを生じ

ることとなるため、現行基準の規制緩

和は困難である。

z1200049 国土交通省
ＳＳ（給油所）に併設する作業場面積

に係る規制の見直し
5063 50630003 11 石油連盟 3

ＳＳ（給油所）に併設する作業場面積

に係る規制の見直し

ＳＳ（給油所）に車両整備工場を併設する

場合、道路運送車両法により、作業場面

積は「53㎡以上」とすることが定められて

いる。

しかしながら、建築基準法により第1種な

らびに第2種住居地域における整備工場

は、「50㎡以下」にするよう定められてお

り、同地域では、僅か「3㎡」の差異で車

両整備工場を併設したＳＳを展開すること

ができない。

したがって、道路運送車両法上の作業場

面積基準を「53㎡以上」から「50㎡以上」

に引き下げていただきたい。

車検期間の延長等により、自動車ユー

ザーの車両メンテナンスに対する自己管

理意識が高まるなかで、約50,000ヶ所に

及ぶ全国のＳＳネットワークを活用し、車

両整備工場をＳＳに併設することは、消費

者の利便性向上に大きく貢献するため、

第1種、第2種住居地域においても、こう

した高付加価値型ＳＳを設けられるように

していただきたい。

説明資料

【SS（給油所）に併設す

る作業場面積に係る規制

の見直し要望】

通訳案内業法第５

条

通訳案内業試験は、①外国語、②日

本地理、③日本歴史、④産業、経済、

政治及び文化に関する一般常識、⑤

人物考査について行う。

b

通訳案内業試験の試験科目について

は、単に知識を問うためのものではな

く、通訳案内のために真に必要な知

識は何かという見地から、試験問題の

内容の再検証を行っている。この中

で、今年度試験から従来の１次試験、

３次試験を統合するとともに、日本地

理、日本歴史、産業、経済、文化に関

する一般常識については、マークシー

ト方式の導入を行ったところであり、今

後も試験内容の適正化に向けた検討

を行っていく。

z1200050 国土交通省
通訳案内業の試験科目の変更および

試験内容の変更
5064 50640026 11

株式会社東京リーガルマイン

ド
26

通訳案内業の試験科目の変更および

試験内容の変更

現行試験を、より実務に即した内容の試

験にしていくため、案内標識に盛り込む

べき情報等の決定手法や景観への配慮

方法に関する問題を出題し、また外国人

旅行者等を適切に誘導する案内手法を実

際に会話試験の中で試験すること

通訳案内業に、外国人旅行者と外国語で

コミュニケーションを図り、もって日本を紹

介していく、といういわば「民間の外交

官」的な役割を果たさせ、外国人旅行者

の増大を図る

外国語の筆記試験については、受験者

数が一番多い英語の試験に関していえ

ば、通訳案内業としては直接に関係のな

い「3枚目」「迎え酒」等の英単語の問題

がある一方で、通訳案内業として必要な

知識をダイレクトに問う問題は多くない。

日本地理、日本の歴史、その他の一般常

識(日本語試験)については、地理、歴史

等は通訳案内業としてはもちろん必要な

知識であるが、試験としてはもう少し工夫

の必要があると考えられる。

添付資料：

「通訳案内業」について

の提言
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通訳案内業法第５

条の４第１項

　通訳案内業を営む者として必要な知

識及び能力を有するかどうかの判定

に関する事務については、通訳案内

業者試験委員に行わせなければなら

ない。

d,c

通訳案内業試験においては、既に解

答例を公表するとともに、合格判定の

ための基準を公表している。外国語試

験の合格基準については、各外国語

毎の合格水準を一定に設定する必要

があることから、相対評価を行ってい

る。

z1200051 国土交通省
通訳案内業試験の採点基準および合

格基準の明確化
5064 50640027 11

株式会社東京リーガルマイン

ド
27

通訳案内業試験の採点基準および合

格基準の明確化

模範解答の公開等の手法を通じて、合格

基準を明確にすること

外国語の試験においても、日本語筆記試

験と同様、絶対評価を取り入れること

受験者に対して、準備に過度の負担を課

さないようにすることで、より多くのかつ

幅広い層の受験者が受験することが期待

され、結果的に優秀な人材が通訳案内業

試験を受験するようになり、もって通訳案

内業のレベル向上に資するとともに、日

本の観光産業振興をもたらす。

他の国家試験においても、模範解答の公

開等を通じて基準がオープンにされてい

る。受験者に対する負担を軽減するため

には、採点基準の明確化が望まれる。

また、合否が相対評価により決定される

と、相対評価の基準自体が明確であった

としても、受験者から見るならば合格の要

件（どこまで勉強すれば合格するのか）が

不明確であることになり、受験者への負

担増が避けられないものとなるため好ま

しくない。

添付資料：

「通訳案内業」について

の提言

通訳案内業法第５

条

通訳案内業施行規

則第３条

通訳案内業試験は、①外国語、②日

本地理、③日本歴史、④産業、経済、

政治及び文化に関する一般常識、⑤

人物考査について行う。

c

通訳案内業者は、外国人旅行者に付

き添い、我が国について案内すること

で、我が国に関する正確な理解を通じ

て、我が国の魅力を認識してもらうた

め重要な役割を果たしていることか

ら、一定の資格要件が必要とされてい

る。一方、旅行業務取扱主任者は、取

引条件の説明、契約書面の交付等旅

行業務に関する契約について、旅行

者の理解を十分に得た上で契約締結

につなげ、ひいては旅行者保護に資

するため、営業所ごとに設置された、

専門的な旅行実務、法律の知識を備

えた者である。上記２資格は、資格制

度の設置趣旨も、資格の必要要件も

まったく異なることから、一方の資格を

有する者に、他方の資格試験につい

てその一部を免除することは不可能

である。

z1200052 国土交通省
他の資格試験有資格者、他の検定試

験合格者に対する科目免除
5064 50640028 11

株式会社東京リーガルマイン

ド
28

他の資格試験有資格者、他の検定試

験合格者に対する科目免除

旅行業務取扱主任者の資格を有する者

は日本地理の試験を、歴史検定１級（日

本史）の合格者は日本の歴史の試験を免

除すること

多様な合格への道を開くことによって、よ

り多くのかつ幅広い層の受験者が受験す

ることが期待され、結果的に優秀な人材

が通訳案内業試験を受験するようにな

り、もって通訳案内業のレベル向上に資

するとともに、日本の観光産業振興をもた

らす。

他の国家試験では、その他の資格を有し

ていれば、その資格に関連した科目の試

験を免除する制度が多数存在する。これ

は、免除される科目については、すでに

知識を有していると認定できるからであ

る。

これは、通訳案内業の試験においても同

様に当てはまる。

添付資料：

「通訳案内業」について

の提言
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通訳案内業法第２

条、第３条

報酬を得て通訳案内業を営もうとする

者は、国土交通大臣の行う試験に合

格し、都道府県知事の免許をうけなけ

ればならない。

b Ⅰ

「外客受入環境整備のための具体的

施策検討委員会（本年７月８日第１回

開催）」を立ち上げ、この中で、それぞ

れの地域の持つ独自の魅力を伝える

インタープリターとして通訳ガイドを活

用していくため、制度面の見直しを含

め具体的施策を検討中であり、本年

中に得られる予定の提言を踏まえ、所

要の措置を講じることとしている。

z1200053 国土交通省 通訳案内業の分化 5064 50640029 11
株式会社東京リーガルマイン

ド
29 通訳案内業の分化

「通訳案内業(総合)」と「通訳案内業(地

域限定)」の、２種類の通訳案内業者を創

設すること

「民間の外交官」としての役割を有する

「通訳案内業(総合)」と、「動く観光案内

所」としての役割を有する「通訳案内業

(地域限定)」の二本立てとすることによ

り、できる限り能力の高い通訳案内業者

を多数生み出し、日本の観光産業振興を

もたらす。

平成９年６月、地域を限定する代わりに日

本の知識は若干緩和したような免許であ

る、地域限定型の通訳案内業が施行され

ている。

しかし、この地域限定型の通訳案内業

は、指定された地域が九州(沖縄を除く)

のみであり、また、中国語、朝鮮語につい

てのみのものであったことから、利用の

頻度が高くなかったこともあり、平成18年

２月末で廃止されることとなっている。

このような廃止の経緯を踏まえ、通訳案

内業(地域限定)は、外国人旅行者が多く

訪れる観光地を中心に業務を行うものへ

と再構築していくべきと考える。

また、以前の地域限定型通訳案内業は、

受験要件として通訳案内業の外国語筆

記試験、外国語会話試験に合格した者で

あることを挙げており、その他にも受験制

限がかなり厳しいものであったが、「通訳

案内業(地域限定)」の試験科目として

は、①外国語筆記試験（ただし、英検１級

及びそれに準ずる資格を有していれば免

除される）、②外国語会話試験(外国人旅

行者等を適切に誘導する案内手法)及び

③日本語筆記試験（特定地域の地理・歴

史、ただし一定の資格を有している者は

免除される）についての試験を行うように

し、通訳案内業(総合)との差別化を図る。

添付資料：

「通訳案内業」について

の提言

通訳案内業法第２

条、第３条

報酬を得て通訳案内業を営もうとする

者は、国土交通大臣の行う試験に合

格し、都道府県知事の免許をうけなけ

ればならない。

d

旅行業者は、そのすべてが訪日旅行

を扱っているわけではなく、また、通訳

案内業は、報酬を得て、外国人に付き

添い、外国語を用いて旅行に関する

案内をする業であるが、外国人旅行者

のニーズは多様化しており、そのす

べてが有償での旅行案内を求めてい

ないのが現状である。したがって、旅

行業者に一律に、各営業所における

通訳案内業者の設置を義務づけるの

は、必要以上の規制である。

なお、旅行業法においては、無資格

の通訳ガイドによる通訳案内サービス

を提供する等の行為は、法第１３条第３

項第２号の旅行業者等の禁止行為に

該当し、その違反は業務停止又は登

録の取り消し事由とされており（旅行

業法第１９条第１項第１号）、これによっ

て通訳案内業免許を持つ業者が利用

されるよう制度上の担保がされてい

る。

z1200054 国土交通省 旅行業者の通訳案内業者設置義務 5064 50640030 11
株式会社東京リーガルマイン

ド
30 旅行業者の通訳案内業者設置義務

旅行業法において、通訳案内業者を旅行

業者の従業員の300人ごとに1人、かつ、

各営業所に1人以上の通訳案内業者を設

置する旨を定めること

外国人旅行者に対して、質の高い観光案

内を実施することにより、外国人旅行者の

増大が見込まれる。

そもそも「通訳案内業」とは、有償で外国

人に対し旅行に関する案内をすることが

できる者であると定められている。しかし

現在、通訳案内業者でない者が、有償で

ガイドを行う行為が横行しており、このま

までは通訳案内業者の信頼は落ち込む

一方となることが予想される。

添付資料：

「通訳案内業」について

の提言
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公営住宅法第１６条

第１項、同法施行令

第２条第１項第３項、

「公営住宅法第４４

条第３項並びに公

営住宅法施行令第

２条第１項第１号及

び第３号並びに第３

条第１項に規定する

国土交通大臣が定

める期間等」第３号

公営住宅の家賃は、入居者の収入及

び公営住宅の立地条件、規模、建設

時からの経過年数その他の事項に応

じ、かつ、近傍同種の家賃以下で定め

ることとされている、いわゆる応能応

益家賃となっている。経過年数係数

は、この応能応益家賃の算定要素の

うち、当該公営住宅の老朽化の程度

に応じたもので、（経過年数係数）＝

１ーｋ×（経過年数）で算定される。（ｋ

は、民間賃貸住宅における経過年数

と家賃との相関関係を勘案して、地域

別、構造別に国土交通大臣が定める

数値。）

ｄ

経過年数係数については、民間賃貸

住宅家賃の経年的変化と均衡したも

のとしなければならない。このため、

平成１６年度において「公営住宅法第

４４条第３項並びに公営住宅法施行令

第２条第１項第１号及び第３号並びに

第３条第１項に規定する国土交通大臣

が定める期間等（平成８年建設省告示

第１７８３号）」を一部改正し、左算定式

中の数値ｋについて見直しを行ったと

ころである。これにより、例えば、既成

市街地の非木造の公営住宅について

は、築後１０年を経過しても家賃は１％

しか下落しない、というように、家賃の

下落幅が実情に見合って抑制される

こととなったところである。（平成１６年

１０月１日施行）

z1200055 国土交通省
公営住宅家賃算定における経過年数

係数の見直し
5070 50700002 11 野田市 2

公営住宅家賃算定における経過年数

係数の見直し

　公営住宅法及び同法施行令に規定され

ている公営住宅家賃算定の係数の1つで

ある「経過年数係数」を縮減することによ

り、家賃の下落幅を抑え、より実情に合っ

た家賃体系にする。

（縮減例）

経過年数係数を1 － 係数(f) × 経過年

数(p) とすると、経過年数が10年目まで

は低くなりすぎている嫌いがあることか

ら、pを毎年1ずつ増加するのではなく、例

えば2年ごとに1ずつ増加することとする

（経過年数pは1 ?2年は１、3-4年目は

2・・・9－10年目は5）。11年目以降は、

建物の立地条件等により経年劣化に差

が出ることから、個々の建物の状態を勘

案して、ある一定範囲のpを市町村の裁量

で適用できるようにする（経過年数pは

11-20年は6-20の範囲で、21-30年は

15-30の範囲とするなど）。

　経過年数係数により、家賃は毎年度コン

スタントに減少している一方で、修繕に係

る費用は経年ごとに増加傾向にあるとい

う事実があり、家賃算定上影響の大きい

経過年数係数の縮減による家賃の下がり

幅を少なくすることにより、より実情にあっ

た家賃体系にするよう要望するものであ

る。

道路運送法第４条、

第２１条、第８０条第

１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運送

にかかる道路運送

法第８０条第１項に

よる許可の取扱い

について」（平成１６

年３月１６日　国自旅

第２４０号）

NPO等非営利法人によるボランティア

輸送については、地方公共団体が制

度の運営において責任ある役割を果

たすことを前提に、道路運送法第80

条に基づき有償運送許可を与えてい

る。

c

　有償で自動車を利用して旅客を運送

する場合には、輸送の安全及び利用

者利便の確保等の観点から旅客自動

車運送事業の許可を受けることが必

要である。ただし、災害緊急時や路線

バスが廃止された場合に地方公共団

体が自ら代替バスを運行する場合や

当該地域内の輸送の現状に照らして

タクシー等の公共交通機関によっては

移動制約者又は住民に係る十分な輸

送サービスが確保できない場合等、

公共性が極めて高い場合に限り自家

用自動車による有償運送を許可して

いるところである。

　このため、提案のエコミュージアムの

水先案内人による有償輸送について

は、必ずしも公共交通機関による十分

な輸送サービスが確保できないとは

限らないため、認められない。

　なお、提案では、一般タクシーでの

利用については費用面で困難である

とされているが、タクシーの運賃につ

いては、現行制度においても、地域の

実情に応じた多様な運賃設定が可能

となってきており、サテライトを廻る

ルート運賃の設定も、事業者の意欲に

より可能と考える。また、当該自治体

が道路運送法に基づくコミュニティバ

スの運行の許可を受けることでも対応

可能である。

z1200056 国土交通省 エコミュージアムマイカータクシー特区 5071 50710002 11
ＮＰＯ名古屋エアーフロント協会

（設立準備中）
2 エコミュージアムマイカータクシー特区

エコミュージアムを運営するＮＰＯの水先

案内人の自家用車をタクシーとして見学

者に提供する。現在規制課改革の制度に

則っとり僻地や福祉の現場で有料でタク

シー代わりに自家用車が使われている

が、エコミュージアムの場合にもＮＰＯの水

先案内人の自家用車のタクシー化を認め

てほしい。

来年２月に現名古屋空港は定期便が中

部国際空港に一元化される。地盤沈下す

る名古屋空港の地域再生の一環として名

古屋空港にコアを置くエコミュージアムをＮ

ＰＯで構築したい。但し名古屋空港周辺

は交通体系が名古屋市から放射線状に

広がりそれらを横断してサテライトをめぐ

るのは一般公共交通機関では時間が掛

かりすぎる。又一般タクシーでは多くをめ

ぐるには金銭的に負担が大きすぎるし心

に余裕が持てない。そこで折角水先案内

人をつけるならその自家用車をタクシー

化して金銭的にも時間的にも有効利用を

はかり合理化したい。

訪問者の約１割が水先案内人を利用する

とのこと（先進地：山形県朝日町の実

績）。但し女性の年配者については足の

問題が大きな課題。自家用を持たない見

学者にとってコアからサテライト、サテライ

トからサテライトの移動手段を考えなけれ

ばならない。一元化を期に現名古屋空港

のアクセス機関は壊滅状態になルことが

予想されエコミュージアムの発展のためぜ

ひ実現したい。

日本の先進地：山形県朝

日町見学報告書：添付
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【高速道路料金関

係】

道路整備特別措置

法第２条の４、１１条

道路整備特別措置

法施行令第１の５、

第１の６

【道路運送車両の

保安基準関係】

道路運送車両の保

安基準第１８条の２・

第４１条・第４４条・

第４８条の２

【高速道路料金関係】

高速道路料金の車種区分は、道路運

送車両法等の区分により規定してお

り、普通貨物自動車については、道路

交通法の区分による車両総重量８トン

を１つの区分としている。

【道路運送車両の保安基準関係】

道路運送車両法では、普通自動車に

対する車両総重量の上限として８トン

という設定は行っていない。保安基準

では､交通事故の発生状況等に基づ

き､大型トラックの事故防止を目的とし

た一部の規定において､車両総重量８

トンを規制対象の区分としている。

ｂ -

【高速道路料金関係】

高速道路料金の車種区分について

は、「中型運転免許」創設を踏まえた

道路運送車両法等の関係法令の改正

の動向を見ながら、負担の公平の観

点も踏まえて検討する。

【道路運送車両の保安基準関係】

道路運送車両の保安基準では、事故

実態等を考慮し、様々な基準をそれぞ

れの基準の趣旨に対応した規制区分

（1.7ｔ、2.5ｔ、3.5ｔ、7ｔ、８ｔ等）を設けて

いる。このうち車両総重量８ｔを規制区

分としている基準については、車両総

重量が大きくなるに従って事故の発生

割合が大きくなる傾向にあることから

設けているものであり、運転免許の区

分とは、直接関連はしないが、運転免

許制度の改正により、使用実態や事

故実態が変化することも考えられるこ

とから、改正後のこれらの実態を注視

し、必要に応じ見直しを行う。

z1200057 国土交通省
「中型運転免許」創設に伴う各種規制

の見直しについて
5076 50760002 11 （社）全日本トラック協会 2

「中型運転免許」創設に伴う各種規制

の見直しについて

「中型運転免許」創設に伴う各種規制の

見直し

普通免許→車両重量５トン、車両総重量８

トン

道路交通法改正により、貨物自動車に係

る運転免許制度は、「大型免許」を車両総

重　量１１トン以上とし、同じく５トンから１１ト

ンを「中型免許」として創設されましたが、

運転免許制度の基準と同様にその他の

規制及び有料道路の通行料金区分等に

ついて、「大型」は車両総重量１１トン以上

とするよう見直しをされたい。

車両制限令第３条

第1項第２号ロ、海

上コンテナ用セミト

レーラ連結車に係る

取扱いについて

（平成１５年５月９日

国土交通省道路局

道路交通管理課長

通達）

道路運送車両の保

安基準第４条の２

特殊車両通行許可

に係る許可限度重

量の特例措置につ

いて（平成１５年３月

２０日国土交通省道

路局道路交通管理

課長通達）

海上コンテナ用セミ

トレーラ連結車に係

る取扱いについて

（平成１５年５月９日

国土交通省道路局

道路交通管理課長

通知）

道路運送車両法第

40条（道路運送車

両の保安基準第４

条の２）

軸重の一般的制限値は１０トン以下。

フル積載海上コンテナを積載したト

レーラをけん引するトラクタのうち、エア

サスペンションを装着するものの駆動

軸重は、１１．５トンまで特殊車両通行

許可及び基準緩和の対象。

ｂ Ⅳ

　エアサスペンションを装着するトラクタ

で、フル積載対応海上コンテナ用ト

レーラーを牽引するものについては、

自動車産業界等との協力の下、道路

構造物への影響について技術的検討

を行った結果、一定の緩和効果が認

められたため、必要な条件を満たす

車両について通行を許可している。そ

の他の車両については、車両の構造

又は積載する貨物が特殊でありやむ

を得ないと認められ、かつ、海上コンテ

ナ用トラクタの場合と同様の技術的検

討を行い、一定の緩和効果が認めら

れた場合には対象とすることが可能。

z1200058 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5076 50760004 11 （社）全日本トラック協会 4 駆動軸重の軸重規制緩和 駆動軸重の軸重規制緩和 自動車の軸重→最大１０トン

軸重規制については、今般フル積載対応

海コン用トレーラを牽引するトラクタのう

ち、必要な条件を満たす２軸トラクタにつ

いては、駆動軸重１１．５トン以下まで認め

られたところであるが、物流効率化の促

進及び物流コストの低減に資する観点か

ら、その他同程度の条件を満たす車両の

駆動軸重についても、軸重１０トン規制を

欧州並みの１１．５トンへ引き上げられた

い。
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車両制限令第３条

第1項第２号ロ、海

上コンテナ用セミト

レーラ連結車に係る

取扱いについて

（平成１５年５月９日

国土交通省道路局

道路交通管理課長

通達）

道路運送車両の保

安基準第４条の２

特殊車両通行許可

に係る許可限度重

量の特例措置につ

いて（平成１５年３月

２０日国土交通省道

路局道路交通管理

課長通達）

海上コンテナ用セミ

トレーラ連結車に係

る取扱いについて

（平成１５年５月９日

国土交通省道路局

道路交通管理課長

通知）

道路運送車両法第

40条（道路運送車

両の保安基準第４

条の２）

軸重の一般的制限値は１０トン以下。

フル積載海上コンテナを積載したト

レーラをけん引するトラクタのうち、エア

サスペンションを装着するものの駆動

軸重は、１１．５トンまで特殊車両通行

許可及び基準緩和の対象。

ｂ Ⅳ

　エアサスペンションを装着するトラクタ

で、フル積載対応海上コンテナ用ト

レーラーを牽引するものについては、

自動車産業界等との協力の下、道路

構造物への影響について技術的検討

を行った結果、一定の緩和効果が認

められたため、必要な条件を満たす

車両について通行を許可している。そ

の他の車両については、車両の構造

又は積載する貨物が特殊でありやむ

を得ないと認められ、かつ、海上コンテ

ナ用トラクタの場合と同様の技術的検

討を行い、一定の緩和効果が認めら

れた場合には対象とすることが可能。

z1200058 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5078 50780046 11 (社)日本経済団体連合会 46

駆動軸重の軸重規制緩和

【新規】

　２軸トラクタの軸重規制について、「２軸

トラクタの駆動軸重に関する試験及び判

定方法」により適合したトラクタについて

は、フル積載対応海上コンテナけん引用

か否かの別に関係なく、軸重制限を11.5

トンまでとすべきである。

①フル積載対応海上コンテナけん引の２

軸トラクタは、「２軸トラクタの駆動軸重に

関する試験及び判定方法」により適合し

た場合、軸重11.5トンまで走行が認めら

れている。

②軸重制限の緩和により、物流効率化の

促進及び物流コストの低減が期待でき

る。

　現在、軸重の制限値

は、フル積載対応海上コ

ンテナけん引の２軸トラク

タを除き、「２軸トラクタの

駆動軸重に関する試験

及び判定方法」により適

合した場合でも、10トン

以下とされている。

道路法第４７条第１

項及び第２項

車両制限令第３条

第１項第２号イ

車両の通行の許可

の手続等を定める

省令第１条

道路運送車両法第

40条（道路運送車

両の保安基準第４

条）

車両総重量は、車長及び軸距に応じ

て最大２５トン。
ｃ －

　車両総重量については、平成５年度

に、車長１１メートル以上及び最遠軸

距７メートル以上の車両は２５トンまで

緩和したところであるが、車長及び軸

距の短い車両について総重量を緩和

した場合には橋梁の単位面積当たり

の荷重が大きくなり、橋梁に対する影

響が極めて大きくなる。そのため、橋

梁を健全な状態で利用者にサービス

提供するためには、橋梁に対する影

響を一定以下に制限することが必要

である。

　例えば、現在の車長１１メートルを９

メートルに緩和した場合、主げたに対

する車両の影響が１．２倍程度以上に

増加すると試算され、この影響を緩和

するためには多くの橋梁の主げたを

短期間に補強する必要が生じる。その

場合には、莫大な費用（平成５年度以

降に２５トン対応の橋梁補強を行った

場合は１橋当たり６０～８０百万円の費

用を要した事例もあるが、直轄国道の

橋長が１５メートル以上の橋梁は約１

万橋存在）がかかることや、主要な道

路の橋梁の通行止め若しくは通行制

限に伴う渋滞を引き起こすことなどか

らその社会的損失は少なくないと考

えられるため、当該規制を緩和するこ

とは困難である。

z1200059 国土交通省 ３軸車２５トンまでの規制緩和 5076 50760006 11 （社）全日本トラック協会 6 ３軸車２５トンまでの規制緩和 ３軸車２６トンまでの規制緩和
軸重５.５m未満の自動車の車両→総重量

２０トン

公共事業等の建設資材等の運搬を行っ

ているダンプカー、コンクリートミキサー車

等については、輸送の効率化等に資する

ため、車長、軸距にかかわらず３軸車２５ト

ンまでの車両総重量規制の緩和を図られ

たい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

土砂等を運搬する

大型自動車による

交通事故の防止等

に関する特別措置

法第３条第２項、第４

条、第６条

土砂等を運搬する大型自動車を使用

する者は、当該車両について表示番

号の指定を受け、また、表示番号を自

動車の外側に見やすいように表示し

なければならない。

c -

運賃負担力の小さいもの等を運搬す

る土砂等運搬大型自動車は、速度制

限違反、積載制限違反及び過労運転

を生じやすく、一旦事故を起こした場

合は重大事故となる可能性が高い。し

たがって、土砂等を運搬する大型自動

車による交通事故の防止等に関する

特別措置法においては、道路運送法

により義務付けられている使用者等

の表示に比べて、より見やすい表示

番号を表示することにより運転者・使

用者の無謀な運転に対する自戒自粛

を促すこととしている。このため、表示

番号制度の廃止は困難。

z1200060 国土交通省
事業用の土砂等運搬大型自動車に関

する表示番号制度の廃止
5076 50760007 11 （社）全日本トラック協会 7

土砂等を運搬する大型自動車に係る

規制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規制

の緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使用する

ものは、当該車両について表示番号の指

定を受け、また表示番号を表示しなけれ

ばならない。

「土砂等を運搬する大型自動車による交

通事故の防止等に関する特別措置法」等

に基づく以下の規制について、物流コス

トの軽減を図る観点から、早期に緩和され

たい。

（１）営業用貨物自動車には、使用者の名

称等の表示が義務付けらていることか

ら、二重規制となる営業用ダンプカーへの

「表示番号の指定」及び「表示番号の表

示」義務については廃止されたい。

土砂等を運搬する

大型自動車による

交通事故防止等に

関する特別措置法

第３条第３条第２項、

第４条、第６条

土砂等を運搬する専ら貨物を運搬する

構造となっている道路交通法第３条に

規定する大型自動車を使用する者は、

技術上の基準に適合する積載の重量

計を当該土砂等運搬大型車両に取り

付けなければならないこととなってい

る。

ｃ -

ダンプカーの過積載は、依然として厳

しい状況にあることから、仮に自重計

の取付義務を廃止する場合には、これ

に変わる過積載防止装置の備え付け

を規定する必要があり、現在考えられ

る装置としては、過積載を行った場合

に走行を不能にする装置があるもの

の、自重計より遙かに高額であること

から現実的ではなく、自動車使用者負

担増及び物流コストの増加となること

から自重計の取付義務規定を廃止す

ることは困難である。

z1200061 国土交通省
土砂等運搬大型車に関する積載重量

の自重計の取付け義務の廃止
5076 50760007 21 （社）全日本トラック協会 7

土砂等を運搬する大型自動車に係る

規制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規制

の緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使用する

ものは、当該車両に積載重量の自重計を

取り付けなければならない。

「土砂等を運搬する大型自動車による交

通事故の防止等に関する特別措置法」等

に基づく以下の規制について、物流コス

トの軽減を図る観点から、早期に緩和され

たい。

（２）ダンプカーへの「積載重量の自重計」

の取付け義務については、営業用につ

いては運行管理等により、過積載違反が

大幅に減少している現状に鑑み、物流コ

ストの低減を図る観点から早期に廃止さ

れたい。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

海上コンテナ用セミ

トレーラ連結車の橋

梁照査式適合車両

の取扱いについて

（平成１０年３月３１

日建設省道路局道

路交通管理課長、

建設省道路局企画

課長通達）

寸法に関する通行条件については車

両の諸元と経路により必要に応じた

通行条件（Ａ～Ｃ条件）を付与

ｃ －

　道路は一定の諸元の車両の通行を

想定し、この車両が安全かつ円滑に

通行できるよう設計されており、車両

制限令によって道路を通行する車両

の寸法、重さ等の最高限度（一般的制

限値）を定め（長さの場合１２ｍ）、制

限している。

　長さの一般的制限値（１２ｍ）を超え

る車両（長さ１７ｍの場合にも）の通行

にあっては、交差点などにおいて対

向車線等を侵さずに通行できる場合

は徐行することにより、対向車線等を

侵す場合は、徐行及び前後に誘導車

を配置することにより安全で円滑な通

行を確保している。このため、個別に

通行する車両の諸元と経路ごとに審

査を行い、必要に応じて徐行などの通

行条件を附して通行を許可しているの

が現状。

　その中で、直ちにすべての道路にお

いて長さの一般的制限値を引き上げ、

１７ｍまでの長さの車両が徐行などの

通行条件なしに通行することを可能と

することは、安全等の観点から困難で

ある。

z1200062 国土交通省
セミトレーラー連結車の通行認定許可

条件（長さ）の緩和
5076 50760010 11 （社）全日本トラック協会 10

セミトレーラ連結車の通行認定許可条

件（長さ）の緩和について

セミトレーラ連結車の通行認定許可条件

（長さ）の緩和について

セミトレーラ連結車車長１６m超→Ｃ条件

での走行規制

現在、セミトレーラ連結車において、幅、

高さ、重量が車両制限令における最高限

度内であっても車長が１６メートルを超え

るとＣ条件での走行となっている。しかし

ながら、道路構造令における道路設計に

当たっての設計車両については、第四種

第一級の道路について、セミトレーラ連結

車で車長１６．５メートルまで安全かつ円

滑に通行できるようにすることとされてお

り、現実に同一セミトレーラにおける国際

海上コンテナ輸送については、Ｂ条件で

の走行が許可されている。これは通行条

件において整合性を欠くものであります

ので、セミトレーラ連結車については、車

長１６．５メートルであって、幅、高さ、重量

が車両制限令の最高限度内であれば原

則として、Ｂ条件以下での通行許可条件

にて包括的に許可されるようお願いした

い。

海上コンテナ用セミ

トレーラ連結車の橋

梁照査式適合車両

の取扱いについて

（平成１０年３月３１

日建設省道路局道

路交通管理課長、

建設省道路局企画

課長通達）

寸法に関する通行条件については車

両の諸元と経路により必要に応じた

通行条件（Ａ～Ｃ条件）を付与

ｃ －

　道路は一定の諸元の車両の通行を

想定し、この車両が安全かつ円滑に

通行できるよう設計されており、車両

制限令によって道路を通行する車両

の寸法、重さ等の最高限度（一般的制

限値）を定め（長さの場合１２ｍ）、制

限している。

　長さの一般的制限値（１２ｍ）を超え

る車両（長さ１７ｍの場合にも）の通行

にあっては、交差点などにおいて対

向車線等を侵さずに通行できる場合

は徐行することにより、対向車線等を

侵す場合は、徐行及び前後に誘導車

を配置することにより安全で円滑な通

行を確保している。このため、個別に

通行する車両の諸元と経路ごとに審

査を行い、必要に応じて徐行などの通

行条件を附して通行を許可しているの

が現状。

　その中で、直ちにすべての道路にお

いて長さの一般的制限値を引き上げ、

１７ｍまでの長さの車両が徐行などの

通行条件なしに通行することを可能と

することは、安全等の観点から困難で

ある。

z1200062 国土交通省
セミトレーラー連結車の通行認定許可

条件（長さ）の緩和
5078 50780045 11 (社)日本経済団体連合会 45

セミトレーラー連結車の通行認定許可

条件（長さ）の緩和

【新規】

　セミトレーラ連結車については、車長１

６．５メートルであって、幅、高さ、重量が

車両制限令の最高限度内であれば、輸

送貨物の別に関係なく、Ｂ条件以下で包

括的に通行許可を付与すべきである。

①車長１６.５ｍの同一のセミトレーラが、国

際海上コンテナを輸送する場合は、Ｂ条件

での走行が許可されている。

②道路構造令における道路設計に当

たっての設計車両については、第四種第

一級の道路について、セミトレーラ連結車

で車長１６．５メートルまで安全かつ円滑

に通行できるようにすることとされてい

る。

③Ｂ条件で走行できることにより、物流の

効率化が図られ、輸送コストの大幅な削

減や環境負荷の低減が見込める。

　現在、セミトレーラ連結

車は、海外コンテナ貨物

を輸送する場合を除き、

幅、高さ、重量が車両制

限令における最高限度

内であっても、車長が１６

メートルを超えると、走行

許可条件がＣ条件とされ

ている。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 管理コード

制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号
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要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容
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実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

道路整備特別措置

法第２条の４、第７条

の４、第７条の１５、

第１１条

道路整備特別措置

法施行令第１条の

５、第１条の６

高速道路の料金については、道路整

備特別措置法第１１条に基づき、「新

設、改築その他管理に要する費用で

政令（施行令第１条の５）で定めるもの

を償うものであり、かつ、公正妥当な

ものでなければならない。」とされて

いる。

ｂ -

現在、別納割引制度の廃止を踏まえ

た新たな制度創設に向け、大口・多

頻度利用者の利便性などの観点か

ら、また、利用者の意向も把握しつつ、

事業協同組合の取り扱いや割引率の

設定方法も含め幅広く検討していると

ころである。

高速自動車国道の料金については、

公団の民営化までの間にＥＴＣの活用

等により平均１割程度の料金の引き下

げを行うことに加え、別納割引制度の

廃止を踏まえた更なる引き下げを行う

ところである。

z1200063 国土交通省 高速道路料金の軽減化 5076 50760011 11 （社）全日本トラック協会 11 高速道路料金の軽減化 高速道路料金の軽減化
別納割引制度の廃止→平成１６年度中に

新たな割引制度の創設

規制改革・民間解放３カ年計画における

措置事項として、別納割引制度の廃止に

伴い平成１６年度を目途に高速道路にお

いて大口・多頻度利用者に対する、ＥＴＣ

利用を前提とした新たな割引制度を創設

するとされているが、その際は、事業協同

組合の利用を含め同等の割引制度を創

設されたい。また、我が国の高速道路料

金は、世界に例を見ない高水準となって

いることから、高速道路通行料金を大幅

に引下げられたい。

建設業法第７条第１

号

許可の基準として、建設業の許可を受

けようとする者が法人である場合には

常勤の役員のうち一人が、また、個人

である場合には本人又はその支配人

のうち一人が、次のいずれかに該当

することが必要である旨規定してい

る。

①許可を受けようとする建設業に関し

５年以上の経営業務の管理責任者と

しての経験を有していること

②国土交通大臣が①に掲げるものと

同等以上の能力を有するものと認定し

た者

ｃ

経営業務の管理責任者は、その業務

の特異性から適正な建設業の経営を

行うにあたり少なくとも日常の建設業

の経営業務を執行する権限をもつ者

が必要であると考えられる。このた

め、法人である場合においてはその

役員のうち常勤であるものの一人を経

営業務の管理責任者として設置する

ことを規定している。

いわゆる「執行役員」については、商

法等の法令上に権限及び責任等が定

められておらず、その業務の範囲及

び権限の決定権が個々の企業にゆだ

ねられているため、役員と同等の権限

等を有しているか否かを一律に判断

することはできない。

z1200064 国土交通省 建築業許可要件の緩和 5078 50780018 11 (社)日本経済団体連合会 18 建築業許可要件の緩和

　｢常勤役員が、許可を受けようとする建

設業の管理責任者を５年以上経験してい

なければならない｣という建設業許可要

件に関し､｢常勤する役員｣について、執行

役員も認めるべきである。

　確かに建設業は、工事内容に応じ、資

金調達、資材購入、技術者の配置等独特

な経営ノウハウが必要であるため、経験

を積んだ経営管理者が求められる。しか

しながら、役員の経験期間という形式的

な要件をその尺度とすることは疑問であ

る。また、近年、執行役員制を導入してい

る企業が増加している現状を鑑みれば、

企業経営の実態に沿った制度の構築が

求められる。

　現に､地方自治体によっては弾力的な

取扱いを講じており､執行役員が｢常勤す

る役員｣として認められているケースも存

在している。審査の取扱い方針を明確に

し、一定の要件の下で｢執行役員｣につい

て明示的に認められるよう措置された

い。
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建築基準法施行令

第１２１条第１項、第

２項

建築基準法に基づき、一定の建築物

については、火災時の避難安全性能

確保のため、２以上の直通階段を設け

て、２方向に避難路を確保することを

求められている。

c

建築基準法は、国民の生命、健康、財

産を保護するため、安全上及び衛生

等の観点から、建築物の用途、規模等

に応じて、建築物の構造及び衛生等

に関する最低限の基準を定めている

ものである。火災時の避難安全性能

確保のため、火災発生のおそれ等の

観点から、建築物の用途に応じて一

定規模以上の場合は、２以上の直通

階段の設置を義務付けており、ご要望

とおりの緩和を行うことは困難であ

る。

z1200065 国土交通省
オフィスビルの住宅転用を目的とした

規制緩和
5078 50780020 11 (社)日本経済団体連合会 20

オフィスビルの住宅転用を目的とした

規制緩和

共同住宅(耐火構造)についても､オフィス

ビル(耐火構造)同様､５階以下の部分で

は､避難階の直上階については居室の床

面積が400㎡を超える場合についてのみ

２方向避難路の設置を義務付けるべきで

ある。

（要望理由の続き）

建築ストックの有効活用が求められるな

か、空室を抱えた既存の事務所ビルを住

宅に転用することは、都市の活性化や省

資源の観点からも有効な方策である。し

かも、現在、都心において中型オフィスビ

ル(200㎡以上、300㎡以下)の空室率が

最も高く(約8％)、また、この程度のオフィ

スビルが規模的にも住宅転用に適してい

る｡オフィスビルと共同住宅との防災･安全

基準が異なっていることが転用を妨げる

ことないよう､措置されたい。

　オフィスビル(耐火構造)においては、5

階以下の階で、且つ避難階の直上階に

あっては、その階における居室の床面積

の合計が400㎡未満の場合、2方向避難

階段が設置されていない｡しかし、共同住

宅(耐火構造)の場合、床面積の合計が

200㎡を超える場合2方向避難階段の設

置が義務付けられている｡よって、５階以

下の階で、且つ避難階の直上階の床面

積合計が200㎡以上400㎡未満のオフィ

スビルはそのままでは共同住宅への転用

ができないことになる｡

　防災対策､安全対策が十分取られる必

要性についてはオフィスビルも共同住宅

も全く同じである。よって､共同住宅とオ

フィスビルとで２方向避難路の設置が義

務付けられる要件が同じでしかるべきで

ある。要は､安全に避難階に達することが

できるよう設備が実質的に整っていること

が大事なのであり､共同住宅(耐火構造)

について居室の床面積が200㎡を超え

ているというだけの理由で２方向避難路

の設置を義務付けるのはあまりにも画一

的であると考える。

宅地造成等規制法

第８条第１項

都道府県知事等が定める宅地造成工

事規制区域内で宅地造成に関する工

事を行おうとする場合、造成主は都道

府県知事等の許可を受けなければな

らない。

d －

　宅地造成等規制法上、宅地造成工

事規制区域内において行われる宅地

造成工事にかかる許可を得た後に設

計変更を行った全ての場合について

許可を要するという旨の規定は置か

れておらず、大半の都道府県等にお

いて、軽微な変更事項については許

可を再度得ることなく宅地造成工事を

実施することが可能とされている。

z1200066 国土交通省

宅地造成等規制法における変更手続

の緩和

【新規】

5078 50780021 11 (社)日本経済団体連合会 21

宅地造成等規制法における変更手続

の緩和

【新規】

　宅地造成工事規制区域内において行

なわれる宅地造成に関する工事につい

ては、当該工事に着手する前に、都道府

県知事の許可を受けなければならない。

許可された案件については変更が認め

られず、例え軽微な変更であっても申請

をし直す必要がある。許可を受けた後の

軽微な変更については再申請を不要と

すべきである。

　宅地造成の工事過程において、軽微な

変更にも関わらず、改めて申請書を提出

し直し､確認を得るのは事業者・行政双方

にとって非効率である。特に､宅地造成に

おいて斜面の切り崩し部分を減少させる

場合、削り出される土砂の量が減るほか､

安全上の問題も少なくなり、改めて申請

する合理性は少ない。例えば、建築基準

法第6条は、建築申請について、建築物

の高さや階数が減少する場合等を｢軽微

な変更｣(同法施行令第3条の2)とみな

し、申請書を提出して確認を得るという手

続を免除している。宅地造成等規制法に

おいても､同様の取扱とすべきである。
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都市計画法第１８条

第１項

都市計画法第７７条

第１項、第３項

ごみ焼却場その他の処理施設の用途

に供する建築物は、都市計画におい

てその敷地の位置が決定しているも

のでなければ、新築し、または増築す

ることができない。ただし、特定行政

庁が都道府県都市計画審議会等の議

を経てその敷地の位置が都市計画上

支障がないと認めて許可した場合等

においては、建築が可能となる。

都道府県都市計画審議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、都道府県

の条例で定めることとされている。

d －

都市計画運用指針で、都市計画審議

会の開催間隔の短縮化や開催予定の

事前公表、手続きの短縮化を図ること

が望ましい旨を通知しており、地方公

共団体において通常年３、４回程度開

催されているところ。

都市計画審議会の開催頻度について

は、地方公共団体の組織運営に関わ

ることであり、これ以上の対応は困難

である。

z1200067 国土交通省
廃棄物処理施設の設置に伴う都市計

画審議会の開催頻度の増大等
5078 50780023 11 (社)日本経済団体連合会 23

廃棄物処理施設の設置に伴う都市計

画審議会の開催頻度の増大等

　廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画

審議会の開催を定期化するとともに、開

催頻度を増大するよう、国土交通省は都

道府県に対して指導を徹底すべきであ

る。

　都市計画審議会の開催が不定期で、な

かなか開催されないため、建築基準法に

基づく諸手続きを経るのに非常に長い時

間がかかり、廃棄物処理施設の建設が円

滑に進まない。

 　一定規模以上の廃棄

物処理施設の建設にあ

たっては、廃棄物処理法

に基づく許認可申請のほ

かに、建築基準法に基づ

いて、都道府県都市計画

審議会の承認を得る必要

がある。

　廃棄物処理施設に係る

都市計画審議会の開催

が不定期で、なかなか開

催されないのが実情で

ある。

動力車操縦者運転

免許に関する省令

（第３条第１項及び

第２項、第４条第１項

及び第２項）

鉄道に関する技術

上の基準を定める

省令（第８３条）

【運転免許関係】

動力車操縦者運転免許に関する省令

は、輸送の安全を確保するため、列車

等を操縦する係員の操縦に関する知

識、技能等を定めたものである。

【火災対策関係】

　鉄道に関する技術上の基準を定める

省令は、安全な輸送及び安定的な輸

送の確保を図るため、車両等につい

て技術上の基準を定めたものである。

　同省令では、技術上の基準を一律の

仕様で規定せず必要な性能に着目し

て規定している。

　これにより、新技術の導入の円滑

化、鉄道事業者の技術的自由度の向

上等を図ることが可能となっている。

ｄ

ｄ

磁気誘導式鉄道（IMTS）は、通常、無

人運転とし、運行システムに異常が発

生した場合等に限り有人運転とすると

承知しているが、有人運転における操

縦者の運転免許については、動力車

操縦者運転免許に関する省令第３条

第２項の規定を適用して、ＩＭＴＳの運

行システムに即した試験を実施するこ

とにより、受験者に対する負担を軽減

することとする。

　車両の火災対策についても、線区の

状況や使用実態が通常の自動車と同

様と認められる車両であって、自動車

の火災対策に係る保安基準に適合し

ているものは、鉄道に必要な火災対

策の性能に係る基準にも適合するも

のとして扱うことが可能であると考え

られる。

z1200068 国土交通省

バスを基調にした新交通システム

（IMTS）に対する適用規制の見直し

【新規】

5078 50780047 11 (社)日本経済団体連合会 47

バスを基調にした新交通システム

（IMTS）に対する適用規制の見直し

【新規】

①バスを基調にした新しい交通システム

に対する適用規制を整備すべきである

（運送事業法および技術基準等の策

定）。

②基本的には鉄道事業法等の適用を原

則とする場合でも、少なくとも不合理な規

制に関しては、特例措置を講ずる等、適

用規制を見直すべきである。

①バス車両をベースとした交通システム

に鉄道法規を適用しているため、車両構

造・運転取扱い等の点で実態にそぐわな

い面があり、新しい交通システム普及の

障害となる。

例）

・天然ガスを燃料としたバスベースの車

両の場合でも、鉄道事業法では内燃機関

という位置付けになり、運転手にディー

ゼル機関車の免許が必要となる。

・車両の構造基準の中で、防火対策が鉄

道とバスで異なっており、バスベースの

車両の場合でも厳しい鉄道基準が適用さ

れる。

②公共交通の普及により、渋滞・交通事

故・環境負荷低減が期待できる。

　海外のみならず国内で

も、鉄道系と自動車系の

中間に位置するような、

自動運転バス車両を

ベースとした新しく廉価

な中距離・中量輸送シス

テムが出現してきてい

る。しかしながら、わが国

の現状では、これに対応

する適当な法規がなく、

従来からの鉄道系の法

規を適用しているため、

不合理な規制が生じて

いる。
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港則法第６条、第２３

条

大型液化ガスタン

カー及び大型液化

ガスタンカーバース

の安全防災対策

（昭和60年８月27

日、保警安第114号

保警防第53号）

①船舶が特定港において危険物の荷

役を行う場合には、港長の許可を受け

なければならないこととなっている。

夜間着桟については、危険物荷役許

可に際して考慮しているところであ

る。

②函館港、京浜港、大阪港、神戸港、

関門港、長崎港及び佐世保港への夜

間入港に際しては、港長の許可を受

けなければならない。

Ｃ －

①②夜間は、昼間に比べて周囲の把

握が困難であり、操船上の危険性が

高く、事故が発生した場合の初動対応

の不備も懸念されるため、昼間以上の

安全対策が必要である。また、個々の

港、バースにより、船舶通行実態や

バースの配置等が異なるため、これら

を考慮に入れた安全対策を検討する

必要がある。したがって、引火性危険

物積載船の夜間着桟を実施するため

には、個々のバースにおいて、夜間

の照明、有効な操船支援及び航行援

助施設、必要な防災設備等につい

て、詳細に検討していただき、当該検

討に基づく安全対策・体制を整えてい

ただく必要がある。

z1200069 国土交通省
引火性危険物積載船に係わる規制の

緩和
5078 50780049 11 (社)日本経済団体連合会 49

引火性危険物積載船に係わる規制の

緩和

①夜間着桟については、投光機の使用

等、一定の条件のもとで日没後の着桟を

許可すべきである。

②外航タンカーの夜間入港についても、

夜間入港安全対策の事前提示による包

括許可を認めるべきである。

①現行、日没後の離桟については許可さ

れていることから、桟橋の夜間照明設備

等一定の条件を満たすことを条件に、日

没後の着桟についても可能とすること

で、桟橋利用の効率化や、船舶運航の効

率化が図られ、わが国港湾の国際競争力

向上も期待できる。

②外航タンカーの夜間入港については、

次の安全対策改善に向けた多方面から

の取組みにより、対応可能と考える。オイ

ルタンカーの船舶構造変化（ダブルハル

化）、レーダー装置等安全確保・危険防

止装置の発達、GPS装置等船舶位置確認

装置の精度・性能向上ISMコード導入に

よる船舶安全管理の向上、桟橋照明設備

の改善　等。

③船舶運航効率化による必要船舶の減

少により、将来の船員不足対策となるほ

か、引火性危険物積載船の湾内停泊時

間を短縮でき、港湾の安全対策に資す

る。

①引火性危険物積載船

については、平成７年度

より一定の基準を満たし

ていれば、日没後の荷役

開始が可能になったが、

日没後の着桟は禁止さ

れている。

②外航タンカーの夜間入

港についても、引火性危

険物積載船については、

事前提示による包括許可

が認められていない。

内航海運組合法第

８条、第12条、第57

条

内航海運暫定措置

事業規程第30条

　内航海運暫定措置事業は、スクラッ

プ・アンド・ビルド方式による船腹調整

事業の解消により、事実上の経済的

価値を有していた引当資格が無価値

化する経済的影響を考慮したソフトラ

ンディング施策であるとともに、内航海

運の構造改革を推進する観点から、船

腹需給の適正化と競争的市場環境の

整備を図るための事業である。同事業

は、平成10年5月に導入されている

が、その際、船舶の平均的使用期間と

暫定措置事業の収支を踏まえ、解撤

等交付金の交付を15年間実施し収支

相償った時点で終了することとしてい

る。

ｃ ―

①　内航海運暫定措置事業は、収支

相償った時点で終了することとなって

おり、今後の建造納付金額及び解撤

交付金申請額が不明である現時点に

おいては、同事業の適用期間の明示

は不可能である。

②　また、早期に同事業を終了した場

合、現時点ではソフトランディング施策

としての役割が未だ果たせていない

ことに加え、船腹需給の適正化と競争

的市場環境の整備を通じた内航海運

の構造改革が進展しないこととなる。

③　更に、同事業を途中で終了した場

合、内航海運業者間の公平性の確保

の問題が発生するとともに、同事業に

係る残存債務の処理の問題を生じさ

せることとなる。

z1200070 国土交通省
内航海運暫定措置事業の適用期間の

明示と早期終了
5078 50780050 11 (社)日本経済団体連合会 50

内航海運暫定措置事業の適用期間の

明示と早期終了

　内航海運暫定措置事業の適用期間を明

示し、できる限り早期に終了させることに

より、内航海運業の自由化を促進すべき

である。

①Ｓ＆Ｂによる船腹調整に代わり、内航

海運暫定措置事業が導入されたが、建造

者は建造等納付金の費用負担があり、新

船建造コスト負担が大きい。わが国産業

の国際競争力を強化する観点からも、当

該暫定措置事業を早期に終了させ、新船

建造に係るコストアップを抑制する必要が

ある。

②近代化への早期転換により、輸送効率

の向上が期待できる。

　内航海運暫定措置事業

は、船腹調整事業の解消

に伴い、引当資格が事実

上無価値化することによ

る経済的悪影響を考慮

し、1998年５月に導入さ

れた。同事業は、船舶を

解撤する事業者に交付

金を交付するとともに、新

たに船舶を建造する事業

者から納付金を納付さ

せ、交付金の原資とする

こと等を内容とするもの

である。

1999年３月の規制緩和

推進３か年計画におい

て、「できるだけ短い一

定期間に限って当暫定

措置事業を導入する」旨

が明記されているが、暫

定措置事業事業規程に

は、具体的な適用期間が

明示されていない。ま

た、2002年４月にとりま

とめられた「次世代内航

海運ビジョン」において、

同事業についてはシンデ

レラプロジェクトの実施、

運営方法の見直し等を円

滑かつ着実に実施して

いくことが必要とされて

いる。
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航空法令等において、航空運送事業

者に対して課せられている運航上の

安全基準は、原則として当該航空機

の最大離陸重量が5.7t（回転翼機に

あっては9.08t）を境に異なるものと

なっている。

c

航空法令等で定める技術上の基準

は、国際民間航空条約附属書に定め

る国際標準に準拠したものであるが、

当該国際標準では航空運送事業の航

空機の最大離陸重量5.7ｔ（回転翼機

にあっては9.08t）で安全基準の区分

けがなされている。したがって、国際

標準との整合性を維持する観点から、

運航基準の区分を含めた安全規制の

見直しを行うことは困難。

z1200071 国土交通省 中型航空機の事業運航基準の見直し 5078 50780052 11 (社)日本経済団体連合会 52 中型航空機の事業運航基準の見直し

　事業運航基準について、飛行機の重

量･座席数･運航目的によって細分化し､よ

り運航実態に則したものに早急にすべき

である。例えば、事業運航基準の区分を

5.7トンから搭乗者数20人へ変更するとと

もに、これに伴う関連規定（着陸距離の

緩和など）を見直す、などの措置が必要

である。

①陸上交通に於いては、路線バス･貸切

バス･タクシーと区分されているが、航空

交通についても、ビジネスチャンスの拡

大、経済の活性化という観点から、同様

に実態に則した区分けが必要である。

②中型飛行機の事業運航の特性や内容

に則した事業基準を講じなければ、中型

飛行機事業の将来的発展が望めない。

　現在､飛行機の航空運

送事業運航基準は、最大

離陸重量5.7トン以上のも

のについては単一の基

準しかない。このため、ビ

ジネスジェット機等の中

型飛行機も、大型旅客機

と同等の運航基準を求め

られる為、制約が多く支

障を来たしている。

都市計画法第２９条

第１項、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許可を

受けるためには、都市計画法第34条

各号のいずれかに該当しなければな

らないが、例えば同条第10号ロでは、

開発区域の周辺における市街化を促

進するおそれがないと認められ、か

つ、市街化区域内で行うことが困難又

は著しく不適当と認められる開発行為

について、都道府県知事等が開発審

査会の議を経て個別に許可できること

となっている。

d －

　市街化調整区域における開発行為

は、一定規模以上の計画的開発、開

発区域の周辺における市街化を促進

するおそれがなく市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当

と認められる開発行為で、あらかじめ

開発審査会の議を経たもの又は、条

例で区域、目的又は予定建築物の用

途を限り定めたものなどは現行制度

上許可でき、地域の実情に応じた運

用が可能となっている。

　国土交通省では、技術的助言として

示した開発許可制度運用指針におい

て、地域の実情等に応じた制度運用

を行うことが望ましいことを示すととも

に、本年３月に市街化調整区域にお

ける開発許可制度の運用に関する事

例、条例等の制定状況等について調

査・情報提供を行い、地方公共団体に

地域の実情に応じた弾力的な運用が

可能であること等を周知したところで

あり、ご提案の施設の立地の適否に

つき、開発許可権者とご相談された

い。

規制改革・民間解放推進３カ年計画に

基づき措置済み
z1200072 国土交通省

総合振興整備計画基本構想と都市計

画法における整合問題についての規

制緩和

5080 50800001 11 株式会社ABCCオフィス 1

総合振興整備計画基本構想と都市計

画法における整合問題についての規

制緩和

都市計画法における開発許認可におい

て同法運用指針に定める総合振興整備

計画基本構想との整合について具体的

運用指針に対し総合振興整備計画基本

構想は総論的な意味合いから具体的案

件について位置付けがなされていない

ことから個別案件に対し立地検討の特例

（地域振興策もしくはIT関連産業立地な

ど）をもうけてほしい

総合振興整備計画基本構想に位置付け

されていない産業立地について乱開発

を防止する措置を講じた上で地域振興に

寄与すると判断される案件について特例

規定を盛り込む

平成12年、14年の都市計画法の一部改

正をうけ、平成16年6月に地域振興目的

を含めた規制緩和措置的法改正があり、

各自治体では有益な条例を制定し、また

特区制度の活用により地域再生策が有

効に施行されている行政も存在する。一

方何もする意思なく具体的方策もない地

方自治体も目立つ。その様な自治体に対

し企業及び起業者とそこに従事する従業

員は企業存続と解雇の不安におびえて

いる。統廃合及び著しい地域振興策を

もって立地を希望する起業者に対し断り

の口実を取り除き雇用と企業の存続及び

飛躍の場を確保してほしい。
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建築基準法51条

令第130条の2の2

令第130条の2の3

ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設

等は、都市計画で位置を決定するか、

都市計画審議会の議を経て特定行政

庁が許可を行った場合に建築が可

能。

ｃ

リサイクル施設であっても、ごみ処理

施設や産業廃棄物の処理施設に該当

するものについては、周辺の環境へ

の影響があるものであり、その立地に

ついて都市計画で位置が決定してい

るものであるか、又は都市計画上支障

がないかどうかを判断する必要がある

ことから、建築基準法第５１条の対象

から外すことは適当ではない。

z1200073 国土交通省
リサイクル施設建設の建築基準法５１

条の適用外について
5083 50830001 11

㈱松下エコテクノロジーセン

ター
1

リサイクル施設建設の建築基準法５１

条の適用外について

リサイクル施設は、建築基準法51条の対

象から外すべきである。もし対象外に出

来ないのであれば、手続きの簡素化・効

率化を図るべき

リサイクル法の趣旨に合致せず、法整備

上の不備。

リサイクル施設であっても、建築基準法

では「その他の処理施設」に当たり、自

治体の都市計画に基づいた地域以外へ

の建設は禁止されており、工場建設立地

の面で障害となっている。

又、都市計画地域外への建設は、都市計

画審議会の審議・承認が必要であるが、

年間数回しか開催されない為、時期を待

たねばならないことや、都市計画審議会

に関する資料作成等の準備が必要となる

等、リサイクル施設建設に関る許可手続

きが煩雑になることや期間が長くなり、経

営のロスが発生している。

都市計画法第２１条

第２項

　市町村が都市計画決定をしようとす

る際には、都道府県知事に協議し、同

意を得ること等の手続が必要である

が、政令で定める軽易な変更につい

ては、一定の手続を省略することがで

きる。

ｃ －

　市町村が都市計画決定をしようとす

る際には、原則として、都道府県知事

への協議・同意を要することとしてい

るが、これは、都道府県が定める都市

計画と市町村の定める都市計画相互

間の矛盾を防止し、都市計画が一体

のものとして有効に機能するように、

一の市町村の区域を超える広域の見

地からの調整を図る観点又は都道府

県が定め、若しくは定めようとする都

市計画との適合を図る観点から行わ

れるものである。

　　一方、都道府県が一定の都市計画

を決定をしようとする際に国土交通大

臣の協議・同意を要することとしてい

るが、これは、広域的・国家的な観点

から国と調整するため、都道府県の区

域を越える広域的な計画や国の政策

や利害に関係のある計画に限って、

協議・同意が必要とされている。

　　以上のように、都道府県知事への

協議・同意と国土交通大臣の協議・同

意とでは、その趣旨が異なっているた

め、協議・同意を不要とする軽易な変

更の対象も異なるものである。した

がって、市町村決定において軽易な

変更とされている対象範囲を、都道府

県決定において軽易な変更とされて

いる対象範囲と同様に拡大することは

適当でない。

z1200074 国土交通省
中核市の都市計画変更における軽易

な変更の範囲の拡大
5086 50860002 11 松山市 2

中核市の都市計画変更における軽易

な変更の範囲の拡大

市町村決定の都市計画の変更における

軽易な変更ついては、政令第15条第3号

の規定における、位置、区域、面積及び

省令第13条の２第１号における構造の変

更についてのみである。

県決定で軽易な変更とされている対象範

囲と同様に、中核市において、軽易な変

更の範囲を拡大する。

計画手続きが簡素化されることにより事

業着手までの期間が短縮され、速やかな

事業進捗を図ることができる。

都市計画変更を行う場合、市町村決定と

県決定では、軽易な変更の対象となる範

囲に大きな開きがある。県決定では、道

路、公園、下水道などの都市施設の変更

の場合、面積あるいは延長規模の小さな

ものは大臣同意が省略されており、中核

市の決定においても、知事の同意を省略

できる対象範囲を拡大し、直接事業に携

わることが多い市町村の決定において変

更できるような措置を講じ、都市計画事業

の円滑な推進を図る必要がある。

添付資料2-1

都市計画法・施行令・施

行規則条文

添付資料2-2

市町村決定においても

軽易な変更として欲しい

内容

添付資料2-3

県決定において軽易な

変更とされている内容
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補助金等に係る予

算の執行の適正化

に関する法律

　

同法施行令

補助金等適正化法

第二十二条の規定

に基づく同法施行

令第十四条第一項

第二号により各省

各庁の長が定める

期間について

財産処分制限期間については、減価

償却資産の耐用年数等に関する省令

で定めている耐用年数を基礎とするこ

とを原則とし、これに補助金等の交付

の目的を勘案して、補助金等ごとに定

めている。

C

今後、財産処分制限期間について、

統一的な方針が示されることになれ

ば、それに基づき対応する。

z1200075 国土交通省 補助金適正化法の運用の一元化 5094 50940005 11 和歌山県 5 補助金適正化法の運用の一元化

補助金適正化法に基づく処分制限期間

については、各府省庁が別途政令で制

定するのではなく、財務省令にて、処分

制限期間の統一（一本化）を図り、既存の

政令は各府省庁において廃止されたい。

　

・補助金適正化法第２２条に基づく財産処

分制限期間は、各府省庁の政令により別

途定めるとされており、現状では、各府省

庁の政令を定める時期によりばらつきが

見られ、さらに改正後の但し書きには、財

務省令に連動した処分制限期間ではな

く、改正後に取得した財産にのみ適用が

受けるように政令で告示されている。国

の補助金を活用し、整備したもの（例　鉄

筋コンクリート）や購入したもの（パソコ

ン・サーバ）が同じであるにもかかわら

ず、補助金の種類によって異なる処分制

限期間となっている。

本制度の所管官庁

は環境省であるた

め、以下環境省の

回答をご参照願いま

す。

z1200077 国土交通省
ディーゼル車の使用過程車対策の抜

本的な見直し
5095 50950016 11 東京都 16

ディーゼル車の使用過程車対策の抜

本的な見直し

①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では車検制度に

よって、違反車両は対策地域に登録する

ことができなくなるが、当該地域の環境改

善のため、地域外からの流入車を規制の

対象とするなど、抜本的な使用過程車対

策を実施すること。

②車検の時の使用過程車規制につい

て、実効性ある対策を実施するため、大

気汚染防止法に基づく基準値を設定する

こと。

・都における深刻な大気汚染の根本的な

原因は、国の自動車排出ガス規制の遅

れにある。

・大気汚染を改善し、都民、国民の生命と

健康を守るためには、国の責任で使用過

程車対策の抜本的な見直しを行う必要が

ある。
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